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との「アジアの動向」く国別シリーズ） 1967年は，月刊「アジ

アの動向Jを各国別にまとめ，総目次， 1967年の回顧，年表を

追録したものです。

アジア諸国の政治・経済の動きを適確に把握する基礎資料と

して，月刊「アジアの動向」とあわせて利用ください。
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フィリピン

v消息筋によれば外務省はベトナム和平会談のための「公平な調停者」を求め

るsilentdiplomatic e旺ortsの再開を決定したといわれる。

2 日 V ゴンザ、レス・ナショナリスタ党幹部は，次期国会が医学関係の頭脳の海外流

出防止法案を可決するよう要請。

Vエンリレ関税局長官は， 1月6日以前に米国を出港した輸出品に対しては荷

主輸出申告書（SED）を求めないと述べた。

3 日 , general military councilはいわゆる「lostbattalion」に対し 1月10日まで

に原隊に復帰するよう警告。

vラモス外相は，記者会見で南ベトナム駐在のフイノレカグ（フィリピン民生活

動隊〉増派に対し正式な要請はうけていないと述べた。

Vフィリピンの米国砂糖のクオータのうち l万4500英トンは，米国砂糖法によ

る納入期限である12月31日に米国に到着せず 1月1日に延着したため，その分だ

けクオータを満たしえなかった。米農務省筋によれば上記の 1万4500トンは67年

度のクオータに廻わされる予定である。

4 8 T Endriga大蔵次官は日比間の税制条約予備接渉は現在進行中だと述べた。

V米比両国政府は（ロムアノレデス比蔵相， タウンブリッジ米商務次官〉， ワシ

ントンで，荷主輸出申告書（SED）問題に関して，技術的密輸防止のため米政府

は1月16日から 6ヵ月間（必要な場合6ヵ月延長〉米国の対比輸出品のうち医薬

品，繊維品，運輸設備，タパコ，電気機械，衣料，アクセサリーにつき SEDの

コピーを比政府に与えるとの協定に達した。

T Council of Leader （議長； NEC議長，閣僚3，上下両院議員各3，民間代

表 3）は，比国内における日本会社の営業活動に米国以外の第三国と同様の権利

と待遇を与えることを決議した。小売業，天然資源開発，公益事業，銀行，保険

業等の業種は除外される。同決議にもとづき NECは，証券取引委員会に日本会

社の支店設置申請を許可するよう指令するもよう。

6 日 V国際通貨基金 (IMF）は，比政府に対し5500万ドノレのスタンドパイ・クレジ

ットを供与した。

一（ 1 ）ー



フィリピン（ 1月〉

7 日 V駐比米大使館スポークスマンは，米国はフィリピン陸軍の工兵大隊の装備を

最優先させ， 6月30日までに完了させると発表。

Vパンパンガ州第2地区の農民に対する国家経済審議会（NEC），米国際開発

局，農業信用局による特別融資基金50万ベソが承認された。

v米第7艦隊所属の原子力巡洋艦ロングピーチ号がマニラ湾に寄港。

8 8 Vロムアルデス蔵相は 3週間の訪米を終え帰国。

, F. P. Amante下院地方行政委員会委員民（L）は，昨年のフク団の計画とい

われるものを明らかにした。同委員長によれば，計画はいわゆる議会闘争の強化

と特に中部ルソンにおける政府の社会福祉フ。ロジェクト，崩壊を計画するもので

次の5項目を含む。 Cf＇.中部ルソン諸州の全自治体の支配，②ピコール半島および

ノレソンの他地域へのブク運動の拡大，。；）来たるべき選挙の自治体官吏候補者を確

保する（fielding），④多くの犠牲を払っても大統領の中部ノレソン開発計画の実施

を停止させること，⑤作戦目的のために 200万ベソを調達する。

Vパンパンガ州 Sexmoanの Cutot村で，警察軍は抵抗をうけずにフクを逮

捕， EleuterioSuba別名 Mandayと確認した。 Sudaは，昨年12月 PCに殺され

た RicardoIgnacio別名 Oscar司令官下のフク・グループの組織局のメンバー

であったと語った。

vラウレル下院議員（L）は政府機関の高職にある政治指導者は党に対し誠実で

ないと批判。

Vマルコス大統領は内閣改造，国防省辞任の意図はないと述べた。

9 日 Vマルコス大統領は大統領官邸でナショナリスタ党の下院議員代表と会談，政

府人事等に対する同党の要求はラウレノレ下院同党院内総務を通じて考慮すると述

べた。

V ロムアノレデス蔵相は，米政府に対しフィリピン戦時従軍者補償に対する支払

をスタンドパイ・クレジットで行なうよう申し入れたと発表。

V ビリアレアノレ下院議長はフィリピン従軍者連合最高会議定期会合で演説，ジ

ョンソン・マルコス共同コミュニケは未解決のフィリピン従軍者の対米請求分を

せばめると述べた。

v上院商工委員会は次期国会にコプラ・砂糖業の国民化法を提出する予定。

, Capistrano木材製造業協会会長は，米国からのベニアおよび合板の注文が40

%減少し，業界は困難な状況にあると述べた。

10日 Vマルコス大統領はナショナリスタ党の良識派議員24名と会談フイルカグ予算

-( 2 ）ー -112ー



フィリピン (1月〉

の議会通過を要請した。

Vマヌエノレ・コランテス外務次官はマレーシア側とのサパ密輸阻止会談（1.6 

～1. 10）を終え，協定に調印したo

v政府議会合同税制委員会でレイエス工業会議所会頭は食品製造機械の関税率

を10%軽減するよう求めた。

11日 f Bache証券会社（本社ニューヨーク）は Makatiに支店開設の予定。

V ラグンパイ政府議会合同委員会副委員長（上院議員）は，国内製造業者は保

護関税政策を要求していると述べた。

v政府はベドナム戦時貿易に対するフイリヒ。ンの輸出増加について討議する公

式会談開催のため南ベトナム中央調達局および米国際開発局の代表を招待した。

vパパ・マニラ市警察署長は，下院委員会で人口増加，失業者の増加，物価上

昇，スラムの拡大などのためマニラ市の治安は悪化していると証言した。

V マルコス大統領は，公共事業省に対し総額 1億3200万ペソにのぼる公共事業

計画契約の締結を指令した。本計画は公共資金によるもので，このうち道路・橋

に9200万ベソ，プレハブ校舎に1000万ペソ，濯瓶設備に3000万ベソ支出される。

その他に政府は，ターン・キ一方式，民間資本による11の道路網建設計画を予定

している。

13 B V米比両国政府は，中部ノレソン米作地帯のアンガット川濯瓶施設拡張計画（ 2

万 1千ヘクターノレ〉資金 638万ベソの借款契約に調印した。契約は米国際開発局

および NECとの間で結ばれ，資金は米余剰農産物の売上げによる。

Vエスピノザ労相は上院労働委員会でサパのフィリピン人労働者2800人の労働

条件の劣悪さを訴え，政府の援助を求めた。

Vロムアノレデス蔵相は米国の輸出品に対し 1月16日より SED要件を適用する

と発表。

14日 Vマルコス大統領はマニラ・ライオンズ・クラブの定期会合で演説，フク団に

対し武器を捨て，自国の前進のために政府の社会改革計画に参加するよう呼びか

け協力を要請した。

v大統領府によればサラス官房長官はこのほど13日付で林業のライセンスの更

新および新規発行に関する新規則を制定し，これをロベス農相に送付した。これ

に対して，すでに 1月5日ロハス前林業会議所会頭は，小規模業者は他と合同し

て2万ヘクタール以上の経営単位を形成する以外ライセンスの更新を認めないと

の政策を非現実的マあると非難，また月末にはプヤット Jr.林業会議所会頭はマ

-113ー 一（ 3 ）一



フィリピン（ 1月〉

ノレコス大統領を訪問し新規則の一時延期を求める予定という。

15日 Vマルコス大統領は，今年末のマニラ市長選挙のナショナリスタ党候補として

トレンティーノ市議を選出することに関し中立の態度をとると確約。 16日オカン

ポ市議（N）は市長候補指名についてトレンティーノ市議を批判， 18日， ト市議は

これに反論した。

Vフィリピン林業会議所会頭に PuyatJr.が選出されたo

vナショナリスタ，リベラノレ両党の国会議員グループはマルコス大統領を訪問，

国防相を辞任するよう勧告。

Vマルコス大統領はフィリピン人労働者の南ベトナム，マレーシアへの流出防

止対策の検討を命じた。

v在南ベトナムのフイノレカグは4度にわたりベトコンの攻撃を受けフィリピン

人，アメリカ人各l，南ベトナム人11名が負傷。

16日 Vフイルカグはベトコンの攻撃をうけ 2名が負傷。

17日 Vラモス外相はベトナム戦争に関するウ・タント国連事務総長の見解に対し公

式に反対の態度を明らかにした。

18日 V米政府は比側に 1万トンのアメリカ米の輸出を確約。

19日 V労働組合の指導者は，宗教団体のメンパーを組合員から除外している法律を

廃止するよう議会に要請した。

Vマパ大統領府経済顧問委員長はジュネーブで開催されるケネディ・ラウンド

会議に関して，フィリピンは GATT加盟国ではないが，オブザーパーの資格で

会議に参加する用意があると述べた。

Vロムアノレデス蔵相は6会社に対し総額1,362,370.40ペソの免税を与えた。

20目 V米農務省は67年度第2期の砂糖クオータ 100万トンを承認，フィリピンのク

オータは24万3829トンとなるもよう。

Vマルコス大統領は与党ナショナリスタ党との関係調整のため，大統領官邸で

党幹部と会談。

22日 Vフイルカグはベトコンの攻撃により 1名死亡。

v国家経済審議会（NEC）の推定によれば， 67年度の米不足量は当初の予測35

万7千トンを越え， 59万5千トンとなる見込みである。

23日 Vマルコス大統領は兼任の国防相を辞任し，陸軍首脳人事を改造。国防相にエ

Jレネスト・マタ将軍 C1月中旬退役〉，国防軍参謀総長にピクトール・オシアス少

将，同次長にセグンド・ベラエス警察軍（PC）長官（准将）， PC長官にマヌエ

一（ 4 ）ー -114ー



フィリピン C1月〉

ノレ・ヤン PC第2管区指令官（准将）一一以上代理一一， PresidentialMilitary 

Control O伍ceの長にアノレフォンソ・アレリアーノ国防次官を任命した。

f Haji Jumat駐比マレーシア大使は，サパの比国人労働者問題で、マレーシア政

府は比側と政府開会談をもっ用意があると述べた。

V金融会社協会は， 100%外国人所有の金融会社の比国内進出に反対の意向を

表明した。

T 1966年度のココナツ生産は 170万トンで前年比10%の増加であった。

v第6国会第2会期が開会，会期は 100日間で5月18日まで。マルコス大統領

は上下両院合同会議で教書演説を行ない， 12の重点政策を示した。

24日 Vマルコス大統領は早朝胆のう炎のため従軍者記念病院に入院，手術および経

過は良好という。

Vナラシマン国連事務次長が渡辺武アジア開銀総裁と会談のため来比。

25日 V コーンウェル国連開発計画駐比代表は，国連はフィリピンに同計画技術援助

部門において 110万ドルを供与すると発表した。

Vモンドニェード米とうもろこし局長は農家による米の貯蔵，中国人業者の暗

躍などにより米価が上昇しているとして，米緊急事態宣言の発出をマルコス大統

領に要請。

V政府は外国建設会社に対し汎フィリピン・ハイウェイ建設3ヵ年計画に全面

的に参加するよう要請した。

26日 V上院議長が改選され， GilJ. Puyat上院議員（ナショナリスタ党党首〉が，

Ganzon ら与党3上員議員と野党リベラノレ党の 9議員の協力を得， Arturo M. 

Tolentino議員（N）に代って議長に選出された（改選動議13対2，議長選出13対

8）。 ナショナリスタ党内にはトレンテイノーが上院議長に就任した際， 1年後

にプヤット議員に議長の職を譲るとの合意があったといわれるが， トレンティー

ノ議員がこれを拒否したため，プヤット議員は野党と結ぶという議会史上稀な手

段を取ったものという。また他のポストも改選されるが， CamiloOsias議員（L)

が LorenzoSmulongに代って副議長に， AmbrosioPadilla議員（L）が JoseJ. 

Roy議員に代って院内総務になることが確実視されている。

V フィリピン開発銀行は，スタンダード・フノレーツ社との契約にもとづき，コ

タパトの農民に対する 680万ベソのパナナ裁培融資を承認した。

27日 V政府は19日から行なわれている比米交渉で，米側にアパカの大量市場放出を

中止するよう要請する予定。
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フィリピン（ 1月〉

’ロペス農相は，機械生産業界に対し農業機械の増産を要請した。

28日 Vラウレノレ下院議員は，胆のう炎で、退役軍人記念病院に入院中のマルコス大統

領と会談。

29日 V比国人労働者の海外就職の出願の取扱いをめぐって，労働省の ManPower 

0伍ce内に対立があったが，第一審裁は出願取扱いは問機関を通して行なうべき

であると裁定。

, Estrella土地局長はパンパンガ州の湿地6万5干ヘクターノレの水回転換工事

を開始したと述べた。

Vアパカ，コーヒー，カカオ，砂糖の各生産業者は雇用者用米の輸入許可を要

求。

30日 Vマニラ第一審裁はピレガス市長に対し，岡市の 8中国人会社の小売業ライセ

ンス発行を命じたo

Vナショナリスタ党マニラ市議代表はトレンティーノ上院議員に，マニラ市議

長選に同党候補として出馬するよう要請した。
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フィリピン

l月
30日 V元フク団員殺害一一元フケ同日 D.Sangil （澗）とその G才になる娘が就寝中

射殺された（Candaba,Mapaniqui村）。

2 月
1 日 Vマこラ市長，小売業法で、最高裁に提訴一一Villegasマニラ市長は，小売業国

民化法に関する大統領の指示の妥当性を確認した最高裁判決を次の点について再

考するよう求めた。③指示は同市長を含め地方公務員を拘束するか否か，②指示

は，フィリヒ。ン人に対する差別立法のない州に居住する米国市民が全有する企業

を小売業経営禁止令から除外しているが，これは違法で、はないか。

V商業会議所，対南ベトナム使節団派遣一一一Abella商業会議所（C.C. P.）外国

貿易委員会議長は， 3月4～7日に貿易使節団を南ベトナム派遣すると述べた。

（注〕 C.C.P.はまた「Vietnambusiness day in Manila 」と「Philippine

business day in Saigon」を行なうことを計回している。

2 日 , 66年下期税収一一このほど Vera内国税収局（BIR）長に提出された徴税報

告によれば， 66年7月～67年 1月の税収は6億8893万0049ペソ（前年6億2510万

5100ペソ， 12.4%増）， I月は 1億1501万ベソ（前年9978万5025ペソ， 15.26%増）

であった。

（注〉 またロムアルデス蔵相は， 大統領の指示で改組された BIRの新任幹

部を集め，今期の税収目標を18%増に置き努力するよう指令した。 12日蔵相は，

その資産内存報告を拒否したといわれる BIRの職員千人に対し刑事訴訟， 行

政処分を準備するよう指示した。また66年7月～67年 1月の関税局の税収は 1

億0173万3374.52ベソ， 29.40%の増収であった。

vケソンに海賊上陸一－CampVicente Limの瞥察軍第2地区に達した報告

フィリピンの部は，担当者の研修参加のため， 2月以来休載しており

ましたが， 10月分より再び掲載致します。御利用いただいております各

：位にご迷惑をかけましたことを深くおわび中しとげます。

なお，休載中の 2月より 9月までの分については別刷りの形で逐次補 j
I買してまし、ります。
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フィリピン（ 2月〉

によれば， 海賊と忠、われる武装した一団がケソン州の東海岸から約25マイノレの

Polillo島に上陸した。

v濯瓶計画一一現在国家濯瓶局（N.I. A.）は，新設・改修を含む19プロジェク

トを実施中で，濯瓶而積は8万5千ヘクタール，さらに数カ月内に 4万ヘクター

ノレの濯慨が計画されている。

（注） N. I. A.局長によると，昨年の新規tWfif当面積は 2万5256ヘクタール， 65

年の総yr{i.蹴面積は38万5800ヘクタール，今年の 6月までに43万1000ヘクター

ルが濯慨される予定である。計画では70年までにさらに33万4450ヘクタール

が濯i既される。

3 目 V砂糖クオータ不履行は不可抗力一一米農務省スポークスマンは，フィリピン

が66年の米砂糖クオーダを一部納入しえなかったことは，不可抗力と認められる

のでペナノレティは課されない， と述べた。

（注） 本年の米砂糖クオータは，現在 111万5160ロング・トンである。

v米，砕米を提供一一米国はこのほど「醸造用米」（100%の砕米） 5千トンの

提供を申し入れた。 Mondonedo米・とうもろこし局（RCA）長は，メトリック・

トン当り 118ドル（F.0. B.）と高｛直であるが，「quto」（フィリピンのごちそう）を

作るのに適しそうなので，サンプルを請求している，と述べた。

（注） 昨年同様品質の米がトン当り 116ドル（C&F）で米国から輸入されてい

る。または先に上質米10万トンの提供を申し入れたが，値段の点で折り合わ

なかった（トン当り F.0. B. 142～152ドル，マニラ着値162～172ドル〉。な

お NECの本年不足証明量は35万7千メトリッグ・トンである。

4 日 V力ンダバ開墾計画一一土地局の専門家パネルは， 6万5千ヘクターノレの Can-

daba湿地開墾計画を作成中である。これにより，来年から年3250カパンの米が

生産される見込みといわれる。

Vスカルノ，フィリピン亡命の可能性一一ー外務省はこのほど正式に，スカルノ

大統領がフィリピンに亡命を求める可能性のあることを認めたが，同省筋はその

機会は極めて少ないと述べたQ

v首席検事，小売業法で政府支持一一－AntonioBarredo首席検事は，小売業国

民化法に関する政府の立場を支持して次のように述べた。一一一禁止はすべての米

国企業に無条件に適用さるべきではない。フィリピン人に対する差別立法のない

州に居住する米国市民が全有する企業は，小売業国民化法から除外さるべきであ

る。しかし同法の意図したところは，米国企業を小売業から除外することであっ

た。ベノレ通商法およびラウレノレ・ラングレー協定は，米国企業にフィリピン企業

一（ 8 ）一 ーー ワ一一争4



フィリピン（ 2月〉

以上の権利は与えていない。

5 日 V小売業法修正提案一－S.Osmefi叫 Jr.上院議員（L）は，小売業国民化法修

正の必要を強調し次のように述べた。一一一私は，われわれが金融的にも技術的に

もそうすることが可能な時にのみ，フィリピン人がすべてを引き継ぐことに賛成

である。米国企業を禁止した決定が実施されるのならば，全国的な混乱が起ころ

う。小売業に関する論争の最も重要な側fhiは，われわれが，外国資本が入って来

るのを望んで、いるのか否かということである。 「もし，ウルトラ・ナショナリス

ティクな見解が勝利するなら，外国資本を誘致するかわりに追い出すことになろ

う」。

Vフイルカゲの実績一一一約5ヵ月間で，在南ベトナムのフィリピン民生活動隊

医療団は， 10万人のベトナム人患者を治療した。

V大統領，木材輸出拡大を指示一一マルコス大統領は，（1）不振なベニヤ，合板

産業の米国市場への輸出拡大，アジア，ヨーロッパの市場開拓に努めるよう政府

首脳に指示するとともに，（2）砂糖割当局に覚書を送り，米国クオータ完納のため

の20万ロング・トンの砂糖輸入は必要ない，と述べたo

v税制改正案完成 議会，政府合同税制委員会はこのほど 5億ペソの税収増

加を目的とする内国税収法の全面改訂および免税法の再検討を内容とする第8回

年次報告を，大統領と議会に提出した。その中で委員会は， 19億ベソあるいは年

平均4億7500万ベソと見積られる 4ヵ年計画の資金ギャップ」を埋める必要のあ

ることを強調している。

（注〉 主な提案は次の 3点一一1.内国税収法に代わる TaxCode of the Phi-

lippines (H. No. 1310と S.No. 127）の制定， 2.税基盤の浸食を防ぐため

に現行の免税法を再検討する。 3.密輸取締りを強化する。

v大統領，農村開発を強調 Catholic hierarchy of the Philippines主催の

第 l回アジア農村開発会議で、マルコス大統領は要旨次のように述べた。一一1960

年の統計によれば，（1）年2万ベソ以上を得ているのは勤労人口のうち約 1%にす

ぎない，（2）同じく 83%は年836ベソを 5人家族を扶養するために稼いでいる，（3)

中間所得層の15.8%が年3千ベソを得ているにすぎない。換言すれば，総稼得の

42.2%が人口の10%に， 57.8%が人口の90%に行っている。 「これは驚くべきこ

とであるが，しかし，これはまさにわれわれの間にある政治的爆発性をもっ社会

状態からみた冷静な評価であるJ。 もし農村の状態を引き上げ， 農村住民の信念

と，彼ら自身，政府および民主主義の信頼を回復する措置が取られねば， うず巻
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く社会i'l'J不穏状態がj七店主義煽動者の刺激なしにさえ爆発するだろうり

V対共産圏貿易の必要性一一－AgustinMangila大使（外務省経済問題事務’f00

は対共産悶貿易につU、て要旨次のように述べた。一ーもしわが国の輸出製品の伝

統市場が飽和状態になるならば， 5年以内に共産国との貿易を考慮することにな

ろう。「もし友好諸国からの外国投資が，われわれの必要より不足するならば」，

わが国としてもソ述の経済援助打診を考慮することもありうる。将来対共産問貿

易のr1J能性を真剣に探求する必要があろうが，その前に伝統市場に販売しえない

商品が共産閤にさばけるようにせねばならない。現在のところフィリピンと貿易

関係を結んでいない国からの輸入製品は没収されているが（RA4109），もし余剰

商品の共産圏への販売可能性を探求するならば，同様にそれらの国からの輸入可

能性を研究することも必要となろう。

6 日 V写真測量調査一一一土地局は， 64年から土地改革等の資料の一部として中部ル

ソン，パネイ，ミンダナオの 3地区の写真測量調査を行なっている。対象面積は

約1122万5千ヘクタール，作成写真5万枚， 1枚当り60ベソ，計3万ベソで， 2

万分の 1の地図を作成する。これまでのところ，パネイ地医の74%，中部ルソン

地区の70%が終了した。

T PL 480号援助2千万ドル一一米農務省は， PL480号タイトル4にもとづき，

2千万ドルの長期ドル借款を供与すると発表した。内訳は，イエロー・コーン5

万メトリック・トン（ヨ054万4000わけ，高地綿8万0200梱（951万2300ドル〉，

未加工タバコ 4千メトリック・トン（705万5000わりである。

7 日 V民間企業に米輸入を認める一一MondonedoR. C. A.局長， Montelibano農

業天然資源会議所（C.A. N. R.）会頭を議長とする民間部門 (150余の大企業代

表）をまじえた会議で米価安定のため，米5万～15万トンを民間企業が RCAを

通し無税で輸入，雇用者に配分するとの計画が決定されたの

（注） R. C. A.局長， C.A.N.R.会頭はすでに，大統領府での生産者，精米業

者，配給業者の会談で成立した，民間企業に米の輸入を認めるとの決議実施

のための 2人委員会に任命されている。 NECの不足証明量は35万7千トン。

RCAはすでに米供給閏と 20万トンの購入契約を結んだと伝えられる。最近

の政府調査によれば，米価は政府が設けた最低価格の25%高，籾米カパン当

り16～18%高である。上記計画では雇用者への売渡し価格はガンタ当り 1.60

ベソ以下，公開市場での米価がガンタ当り 1.40ベソ以下になった場合，輸入

は中止される。同時に輸入交渉・金融の方法について協議する11人委員会が

任命された。
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’大統領，予算案提出一一マルコス大統領は議会に史上最高の総額26億8838万

6040ベソの次会計年度（1967～68年）予算案を提出した。これは今年度予算より

3万3400ペソ多い。うち社会開発：37.79%，経済開発30.74%，国防 14.19%，一

般政府 11.47%および残りは負債利子支払である。一般財源は21億3300万5000ペ

ソで， 3021万4000ペソの剰余を見込んで、いる。

（注） 8日G.Roxas上院財政委員長（L）は， この予算では 3千万ベソの剰余

のかわりに， 2憶 5千万ぺソの不足が生じようと批、刊し，予算に大なたを振

う志向をほのめかした。

一方 Tolentino議員を上院議長から辿い落した G.Puyat新上院議長を始

めとする新多数派がその動向を明らかにし始めているが，大統領は，少なく

とも公式には，上院の権力闘争に手を触れないとの態度を続けている。大統

領は，当面の主要な関心は，党を統・し，党が反対党の｜陰謀によって分裂さ

せられるのを防ぐことである，上院の新リーダーシップが彼の立法計画を支

持するとのその約束を履行するかどうか，待機し見守るつもりである， と述

べている。また大統領はすでに上院の支配奪回に動いている，あるいはただ

今は好機を待っているのだとの報道もある。

V下院議長，下院費節減を考慮一一JoseB. Laurel, Jr.下院議長（N）は，マノレ

コス大統領の財・政引締め要請にしたがって下院予算を20%削除する，すでに下院

の臨時雇員を解雇した（月 3万ベソ節減）と述べ，さらに下院役職者が使用して

いる下院所有の約50台の車の大部分を公売に付するのを考慮中であることをほの

めかした。

v政府，ソ連と貿易会談一一政府は貿易関係開設に関するソ連側の提案を受諾

した。政府が共産政権との直接会談に合意したことは， 20年前反共強硬路線を採

用して以来はじめてのことである。比ソ会談は，バンコクで2月14～24日の第10

｜叶 ECAFE貿易委員会会議の期間中に行なわれる予定O ラモス外相は次のように

述べた。一一フィリピンは「ソ連が提出を希望する提案を喜んで研究・考慮する」。

政策を立てることができるのは，大統領と議会だけであり，対共産国関係のすべ

ての問題に関する外務省の立場は， 「完全かっ徹底的な研究の後j当局に提出さ

れるであろう。 「最初は外交関係を結ばず，共産国と貿易を行なっている国もあ

る」。

（並） ソ連は欧州における冷戦の雪解け以来，フィリピンとの貿易・文化さら

には外交関係交渉を提案している。現在共産国あるいはフィリピンが貿易関

係を結んでいない諸国からの積荷は没収される（RA4109）ことになってい

るが， フィリピン産の大量のココナツやアパカ製品が， ロッテノレダムやハン
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ブノレグや kielmcanalを通じて，東ヨーロッパに入り込んでいることは周知

のことであり，織物工場が，第 3国を通じて，ユーゴ海軍にデニムを輸出し

ているといわれる。

最近’1｝界では， ソ連が特に北京の脅威を鈍らせることに努めていることに

関して，ソ速を自由世界の同盟国になったものと考えており，外務省内では，

ヨーロッパ共産主義はフィリピンの安全に対し直接の骨威を提起しないと ！，主

ずるに計っているという。これら最近の動きは政府が破壊を恐れてユーゴの

バスケットチームに対し， ビザの発行を拒否した数年前とは対照的である。

（議会）また RaulManglapus上院議員（フィリピン進歩党 PPP）は以前，

フィリピンの「孤立」政策は経済関係の範囲を主！とばめるとして，フィリピン

と共産諸国間の障壁を， 取り去るよう求めたことがある。 さらに Carmelo

Barberoド院議員（L，下院国防委員長）も同様な緩和要求決議を支持した

ことがある。

8 日 f AID，米作援助一一米国際開発局（AID）は， IR-8等多産品種普及による米

増産計画を実施している。計画は「doit yourself」キットの販売を中心とするも

ので， 1組73ペソ， 2千平方メートノレ分， 20～30カバン（籾米〉の収穫を保証す

る。 80万ヘクターノレに IR-8, C-18, BPH-76等の多産品種を植え付ける予定で

ある。各キットの内容は， IR8～6キロ， Sevin0. 6キロ， BHC16.6キロ，肥料

44キロである。

（注〉 計幽はまず昨年12月パンパンガ州第2農地改革地｜丘で，次いでjli］第 1地

区で実施された。結果は良好であったため，政府関係機関の協力を得てヌユ

マ・エシハその他地区に拡大されている。

Vマレーシア首相，サバ要求について Turku Abdul Rahmanマレーシア

首相は，同首相がかつてサパチト｜に対するフィリピンの要求を国際司法裁判所で解

決すると約束したとの報道に関しコメントを拒否し，次のように述べた。一一

「われわれは現在友好国であるO 私は何もいいたくない。私はマカパガノレ氏に個

人的にすべてを説明するつもりである。J

（注） マカバガル前大統領は，ラーマン首相はフィリピンの要求を国際hj法裁

判所に持ち出すと約束したと述べている。マレーシア外務省スポークスマン

は先週，マレーシアは法廷での解決を妨け、ないが，両国は何よりも前にまず

この問題を討論すべきことを主張する，またこの問題に関する会談に対する

フィリピン側からの働きかけはないと述べた。

v小売業法修正案提出さる－6日 S.Osmefia, Jr.上院議員（L）は，米国人

を小売業国民化法（RA1180）の適用から除外するとの法案を上院に提出した。

これに対し R.Gavzon (N), Jose W. Diokuo (N), Juan R. Liwag (L）各上院
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議員は，同法案は米国人に便宜をはかるために急いで提出されたものであるとし

て，強く反対を表明した。

（注〉 同法案の共同提案者は， A.Padilla上院リベラル党院内総務， C.Osias 

(L ), F. Rodrigo (L）両上院議員である。他に反対を表明した上院議員は，

L. Ta企ada(P. P. P.), R. Manglapus (P. P. Pよ M.P. Manahan (P. P. P.), 

L. Sumulong (N), Eva E. Kalaw (N), J. R. Salonga (L), W.R. Lagumbay 

(N）である。

v中銀総裁対ソ貿易を支持一一－A.Castilo中銀総裁は，ワシントンで次のよ

うに述べた。一一一私は銀行家としてはヨリ多くの外貨受取を望んでいる。好むと

好まざるとにかかわらず，また政府の禁止にもかかわらず，共産側は香港である

いはフィリピンの貿易相手国を通じて，わが国の製品を買っている。対共産圏直

接貿易は，フィリピンの市場を拡大し，外国中開業者に支払う手数料を削減する

であろう。しかしフィリピン業者の共産国旅行が禁止されているかぎり，貿易交

渉は極めて困難であろう。 「西独がわが国の製品を買い，それをパノレカン諸国に

売っているのを何が妨げているというのだろうか。」

9 日 V対南ベトナム合板輸出拡大は困難一一米政府筋は，マルコス大統領が外務省

にベトナムその他における米国の建設計画用にフィリピン製合板の買付増大につ

いて対米会談を行なうよう指示したとの報道を論評して，ベトナムでの域外調達

は， AIDが公開入札制度で行なっているため， フィリピンに指定量を保証する

ことは不可能である，と述べた。

（注） ジョンソン・マルコス共同コミュニケ第13節（域外調達〉参照。

V最高裁，小売業法で政府を支持一一最高裁判所は再度，小売業国民化法に関

する大統領府の指示を正当とした同裁判所判決の再考を求めた Villegasマニラ

市長の申請を却下した。

（注〉 論点は，（1）米国企業は平等権にかかわらず小売業経営禁止令に含まれる

のか？ (2）大消費者への大量販売は小売販売と見倣されうるか？ の2点で

あるが， これに対する Jarencio判事の判決は（1966年 12月）， (1）米国企業

は，天然資源の開発および公共施設の運営に関してのみフィリピン人と同等

の権利を享受するから，小売業国民化法の適用範囲から除外されない，（2）小

売か卸売かの基準は買手が製品をいかに使用するかにある， との法務省の立

場を採用し， もし製品が買手の消費用であるならば，他製品の製造原材料と

して購入されたとしても小売である，というものである。ヴイレガス市長は

同判決は裁判所が下した唯一のものであるから，他のすべてに適用さるべき

であるとして，大統領は法の履行を延期していると批判， I またマニラ市内の
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フィリピン（ 2月〕

米凶小売企業に対するライセンスの発行を 1月より停止すると述べていたo

v副大統領，米不足について一一ロベス副大統領兼農相は米不足問題について

要旨次のように述べた。←一一時的な解決策は，すべての企業の，とくに大企業

の支持を得ることにあるO 大企業はいかなる国から輸入することも自由であるυ

たとえば，共産q1国産の米は，バンコクや台湾で売られているそれの半分の値段

である。もし SugarFederation of the I斗1ilippinesがその4万の雇用者と家族

のために米を輸入するならば，このグノレープに食料を与える：貞－任は，政府から民

間部門に移され，それに伴う問題取扱いの移転は政府の人的資源の支出節約に資

するであろう。永久的解決はミラクノレ・ライス＝IR-8の普及にある。

Vア連合と米調達契約一－A.M. Abouzeidアラブ連合大使は，このほどエジ

プト米（whitenatural)5万トンの輸出契約が RCAとの間で結ばれたと発表し

た。 1966～67年度産精米（砕米40%）で， トン当り 135ドノレ。 4～6月末に輸入

される。

（注〉 [iJJ大使によれば，プスワン・ダムからの給水により，｜斗国産米の約40%

が輸出可能となった。

V大統領， ソ連側提案聴取を指示一一一マノレコス大統領は，このほど外務省がソ

連の貿易1提案を聞くことを決定したことを明らかにし，外務省に対し， 「ソ連代

表のいかなる提案に関しでも徹底的・包括的な研究を行なう」ょう指示した。ラ

モス外相は， Mauro Calingo駐タイ・大使に対しソ連の提案を「聞く」ょう，

しかしいかなる場合でも「言質を与えではならない」旨指令した。

（注〉 8日外務省は，当地での進肢を注目している米国政府は今までのところ，

外務省の対ソ貿易会談決定に対しどのような反応も示していないと述べた。

他方対共産主義強硬路線の緩和を利用して，米不足補充のためMondoiiedo

RCA J,;j長が中国米15万トンの購入を決定したと伝えられている。外務省筋

によれば，政府はフィリピン船の共産中国入港を承認しないであろうし，当

地でのこのような貨物の荷おろしを認めないであろうといわれる。さらに同

筋は，当地で外国船からの共産国貨物の荷おろしを認めることは，対比米暖

助を害するであろうし，米比相互防衛条約に反するであろうと述べた。

' 66年の海軍実績一一一フィリピン海軍の昨年の事業は以下のようである。 CD海

事法違反で 704隻牟捕。②密輸船77隻， 357人，約600万ペソの密輸品を捕獲。⑧

漁業法違反（ダイナマイト漁〉で65隻牟捕。④不法入国で7隻， 91人牟捕。⑤フ

ィリピン民生活動隊を含む民生活動員2万7036人，平和のための食糧を含む2万

7068.6トンを輸送。⑥重設備を含むフ。レハプ校舎建材3万5240トン輸送。 (j）米

一（ 14）一 - 8← 



フィリピン（ 2月〉

5570.4トンを輸送。⑧比・米合同海防演習8回。⑨公共事業省より波諜船9隻，

タグ・ボート 4隻の運行を引き継ぐ。⑩高校生822人を職業訓練。

10日 V一審裁，小売業法で新判断－H.U. Jarencio第一審裁判事は，昨年12月の

判決を修正し，天然資源開発ないし公共施設運営の権利を享受する米国企業は，

小売業を併営で、きる，との新判断を示した。

Crt) 判決は，小売業国民化法第 1条 2JJIの規定を考慮したものである。同項

要旨：法中のいかなるものも，ベル通商法（1946年〉にもとづき米国市民お

よび米国法人に認められたし、かなる権利もそこないあるいは奪ってはならな

。、
1
L
U
W
 

v中部ルソンで土地争議一一このほどパンパンガ，ヌエパ・エシハの土地改革

地区で土地問題をめぐり地主と小作人の間で、緊張が発生し，数千の小作人が地主

との衝突の準備をしているとの報告により警察軍が派遣された。直接の原因は，

仲間の小作人が保有地を小作から賃借契約に変更するのを勇敢に弁護したパンパ

ンガ州の小作人Astoが，カン夕、パのパンパンガとヌエパ・エシハの州境の自宅内

で射殺されたことにある。 Astoが殺される前の日，ヌエパ・エシハ Gapanの市

裁判所は， Astoとその仲間の小作人が Gapanの倉庫に預託するはずであった数

カパンの籾米を盗んだとして提出された地主の告訴に対し彼らを無罪とした。こ

の告訴は，小作人たちがその小作契約を賃借契約に変更するとの意図を示した後

に，提出された。数千の小作人は，地主たちが彼らを告訴し彼らを固まらせてい

るとして，マルコス大統領に小作から賃借への変更をすみやかに実施するよう請

願していた。小作人たちはさらに，地主がずっと以前に返済された負債をかき集

めている，と不平を述べている。

v貿易業者，サバに密輸調査一一フィリピン貿易業者の一行がこのほど，サパ

からフィリピン南部への密輸限止のため，輸出手続調査に BurneiTownを訪問

した。

( y+:) Sa bahおよび Burneiの現行法では， フィリピンの貿易業者はタバコ，

トランジスタラジオ，ジーゼル・エンジン等を合法的に買入れることができ

る。 Burneiの積換え税は低いため， 比政府によれば， 上記経路を通る密輸

により年間2500万米ドルの関税収入が失なわれている。

v外務省，中国米輸入手続を拒否一一消息簡によれば， A.Mangila外務省経

済問題担当事務官は，中国米輸入にともなう「手続」を準備するようにとの RCA

の要請を拒絶した。外務省筋は中国米輸入の障害として次の 3点をあげている。

⑨共産国領海へのフィリピン船入域の制限，米比相互防衛条件による，外国船輸

9- F
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フィリピン（ 2月）

送になる共産国原産貨物のフィリピンでの荷揚禁止，②米政府が共産中国へのド

ルの支払を認めるか否か，恐らくは黙っていまい。③現行法は，フィリピンと貿

易関係のない国からの積荷を没収する権限を政府に認めている。

V荷揚の米軍優遇を非難一一GauacodsMarine Terminal社は，米軍および米

政府機関関係のすべての積荷の船側荷揚を認めた関税局の命令（1966年2月14日〕

を不当であるとして第一審裁に提訴した。

（注〉 現在船側荷揚の手数料はトン当り0.7ベソだが，岸壁荷揚は同5.5ベソで

あるo

v下院議長 米の援助遅延を非難一一J.B. Laurel下院議長（N）は，多数派

下院議員56人を集めた非公式会議の席上，米国はフィリピンを「ばかにしJ，当

然のこととしてフィリピンは交渉の目先の利益を放棄すべき時だと考えている，

と非難し，間接に米国はフク支配の中部ノレソンでの民生活動に向けられる予定の

10工兵大隊の装備供与の約束を履行していない，米国が約束を履行するまで，在

南ベトナムのフィリピン民生活動隊派遣延長法の審議を停止し， 「米政府に，約

束を履行するまで， われわれは動かないということを知らしむべきである」， と

述べた。

（注） 政府は派遣延長のため3880万ベソの支出法案（昨年は3500万ベソ）を提

出の予定といわれる。

' N党議員，対ソ交渉を非難一一R.Ganzon上院議員（ナショナリスタ党）は，

対ソ貿易提案がなされているが，この動きは， 「共産国と関係を結ばないという

フィリピン政府の長い間の方針を完全に逆転するものであるJ, ラモス外相を議

会に招き，対ソ会談に関する報告を聞くべきである，と述べた。

一方 S.Pendatun下院議員（L）は，私を困惑させているのは共産国旅行によ

る危険あるいは共産中国からの無分別な米の輸入でもなければソ連との貿易関係

の開設でもなく，むしろこのような重要な政策に関するわが国の政策の有名な不

安定性である，このような状況では，いわゆる自由諸国はフィリピンに対する態

度を再検討せざるを得なくなろうと，述べた。

11 8 V トレンティーノ，外資優遇を否定一－A.M. Tolentino上院リベラノレ党院内

総務は，明確な外国投資計画の採用を主張し，外国投資家は，利益を予想する時

に，来るのであるから，彼らに例外的ないし優先的誘因を与える必要はないラと

述べたo

v前 NEC顧問，対ソ貿易を支持一－AlejandroLichauco前 NEC政策顧問は
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対ソ関係について次のように述べた。ー一一対ソ貿易の決定は10年早く行なわれる

べきであった。ソ連の開発借款の低利なことを考慮すると，フィリピン政府は2.5

%で借り，民間企業に再貸付できるだろう。おもに米・日・ヨーロッパ諸国から

輸入するという現行の政策は，インフレを輸入し，それは生活費の急激な上昇を

説明する。生活費を引き下げるために共産諸国から輸入すべきである。

V大統領，対ソ貿易で議会と協議の用意一一マルコス大統領は「現在フィリピ

ンは伝えられるような申し出を受けていないJ，「しかしもし申し出を受けたなら

ば，議会指導者と協議しよう」と述べた。

12日 Vフク指導者の賞金増額一－E.S. Mata国防相はフク団について次のように

述べた。一一フク最高指導者 PedroTarucと第2の指導者Faustinodel Mundo 

（別名「Sumulong」司令官〉の賞金を各々 5万から10万および3万から 8万ベソ

に増額する。これとは別にその他のフク指導者逮捕に役立つ情報の通告者に支払

うため 100万ベソを用意している。また同国防相はフクの手先が国防軍の情報網

に浸透したとの報告を確認したが，その程度は中部ルソンにおけるほどではない

と述べた。

' L党，民間企業の米輸入を非難一一リベラノレ党スポークスマン Bernardio

Abes （前労相〉は，政府が150の民間企業に無税で米の輸入を認めたことは「マ

ルコス政権が悪化する食糧事情に対し短期的にも長期的にも解決に失敗したこと

の明白な証拠」であると非難した。

T L-L協定一砂糖クオータ研究指示一一マノレコス大統領は， R.Nalan砂糖割当

局（S.Q. A.）局長にラウレノレ・ラングレー協定失効時（1974）年の米砂糖クオー

タ割当に対するフィリピン側の立場の研究を開始するよう指示した。

v米生産者， 米輸入を非難 M. Gallego前フィリピン米とうもろこし生産

者連合会長と EduardoJosonヌヱパ・エシハ州知事は政府の外国米輸入に反対

し次のように述べた。一一（Gallego）米は不足していない。不足は政府側の組織

的配給の欠如によって引き起こされている。政府は輸入に数百万ベソを使い，間

接に外国の農民を助けているが，それらの金は国内増産にふりむけるべきである。

(Joson）輸入は国内の米生産者の利益を危うくする。

13日 ' L党議員，中国米輸入計画を非難一一V.A. Sagun下院議員（L）ら 7人のリ

ベラノレ党下院議員グループは，民間企業の助けを得て香港経由で中国米（10万～

15万トン〉を輸入するとの計画に反対を表明し， Sagun議員は，この輸入は違法

であり，「全く不道徳」である，民間企業に RCAの免税特権を使用させること

11 一 ( 17) 
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は， 「直接的および技術的密輸に等しい」と述べた。

V大統領，米の密輸出阻止指令一一一マノレコス大統領は RCAに対し一向減少を

見せない。穀物特に米の近隣諸国への密輸出の抑制措置を命令した。

v砂糖業界，分裂大会 甘薦栽培者全国連合（N.F. S. P.）とフィリピン砂糖

協会（P.S.A.，精糖業界）は，戦後これまで共同で大会を聞いてきたが， N.F.

S.P.は昨年の大会の際，今年は P.S.A.とは別の独自の大会（28日〉を開くこ

とを決議している。これについて N.F.S.P.の C.Ledesma会長は，決議はA.

モンテリバーノの起草になるものである。農民は，砂糖業界が直面している問題

の解決策を探すために集ったのだが，精糖業者は実際の作業に参加せず，問題を

解決しようと努めなかった，と述べた。

（注〉 N.F.S.P.には砂糖栽培農家の95%以上が参加している。

V緊急時の対共産貿易提案－AngelConcepcion下院議員（N）は先週末，緊急

の場合共産諸国からの米等の一次産品の輸入を認めるよう現行の禁止（RA4109) 

を緩和する法案を上提した，と述べたo

vマニラ市，中国人に小売業ライセンス一一マニラ市通商局は，ある中国人小

売業者の小売許可は，法にもとづ‘き小売業に従事することを認められているので，

更新されたものである，これらの中国人の小売許可を更新したのは，小売業法が

承認された1954年5月15日現在，存在した外国小売業者に死亡あるいは事業活動

停止まで事業を継続することを認めているからである，と述べた。

（注〉 しかしその資格のある米国企業に対し小売許可が更新されていないこと，

インド人小業者に対する許可更新については論評せず。

14 B V商工省開発フラン一一パラトパト商工相は，経済開発計画の一部としての，

商工省の重要プロジェクト計画について次のように述べた。一一（重要プロジェ

クト〉④地方および州レベルの奨励活動を一層効果的にするために計画される，

通商局の奨励組織構成の拡大と分散。②国家貿易センターあるいはフィリピン製

品の国家商品陳列場の設立。③現行市場組織の拡大と能率化。④現行の商工省

のfairtrade boardの U.S. Federal Trade Commissionに類似の fairtrade 

commissionへの改変。 （輸出市場および貿易の拡大と多様化促進のためのプ。ロ

ジェクト）② NationalExport Trade authorityの設立。②商務官および商務分析

官の奨励活動をより効果的な経営管理，統合下に置き， Phi1ippineForeign Trade 

Commissionを創設する。（その他貿易拡大プラン） (1）選択ベースでの国際見本

市への参加。（2）貿易使節団の海外派遣。（3）その他諸国との現行貿易問題の厳格な
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実施。（4)ECAFEの下での地域経済協力と選択商品に関する ASA自由貿易地域

の設立を始めとする ASA諸国のプロジェクト実施。（5）新貿易協定交捗に基礎を

置き， GATTへの加盟を考慮する。

V下院議長援助実施までフイルカグ法案を留保一一下院多数派（ラウレノレ下院

議長）は，ジョンソン・マルコス共同コミュニケにしたがい（15項）米国は近く

7500万ドル相当の工兵隊装備をフィリピンに引き渡すだろうとのワシントンの非

公式声明を歓迎している。しかしラウレル議長は，米国が約束の実質的な履行を

示すまで，下院多数派はフイノレカグ派遣法案に関する行動を留保する，と述べたQ

15日 V商相，米不足を否定一－Balatbat米とうもろこし委員会（RICOB）議長（商

相）は，要旨次のように述べた。－RICOBの食糧調査によれば現時点では米

は不足していない。 NECの米不足証明は， 6月から 9月の後半には通常経験され

ることだが，米は今現在多くの地域特に中部ルソン，Bicolandia,Panay, Cotabato 

で収穫が終ったところである。米価の高騰は，投機と市場操作によるものであ

るo

v大統領日本青年海外協力隊増派要請

16日 V下院退職法案承認一一ド院はこのほど， P. Ocampo議員提出の民間企業従

業員の退職給付を差押え，強制執行および課税対象から除外するとの法案および

公務員の退職給与増額法案を承認した。

'w. E.P. C米），食糧援助一一一NECはWorldFood Program (United Nations 

Development Programが代理）との間に二つの食糧援助協定に調印した。（1)

Spang Palayでのダム 2，道路850m，濯概水路17kmの建設フ。ロジェクトに18万00

50ぺソ相当の食糧，（2）国家濯税局の中部ノレソン瀧概施設改修プロジェクトに98万

8千ペソ相当の食糧を各々援助する。

f S. E. D.で2億ペソ増収見込一一ー在外公館視察から帰国したSabalones外務省

事務官は，もし関税局が輸入品に課される荷主輸出申告書（S.E. D's）を正しく

取り扱うならば，フィリピンの国庫は年々 2億ペソ増加するだろうと述べた。

V輸入耐久財の評価改訂一一国家経済審議庁（NEC）がこのほどまとめた新し

い GNP系列による輸入耐久財調査によれば， 1964年の耐久財輸入は約 18.64億

ペソ（CIF値段）で，｜日系列より 8.10億ペソ（旧系列の 76.4%，以下同様）増

加，うち政府賦課金（輸入税・売上税等〉は 2483億ペソ（23.5%）増加， 残り

5611億ペソ（52.9%）は輸入業者の手数料等を含むその他費用の増分である。

軍ソ連，バータ協定を提案か一一一ソ連はこのほど，比ソ 2国間の広範な貿易関
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係への第 1段階としてパーター貿易協定を提案したといわれる。

17日 ，小売業界，一審裁判決を上訴一一フィリピン小売業会議所は， Jarencio判決

を上訴することに決定した。

v外相，基地労働条件改善に仲介一一ラモス外相は，スピック米海軍基地フィ

リピン人雇用者協会（約8千〉が出された米人労働者の%の賃金引上げを含む労

働条件の改善申請を W.McCormick Blair, Jr.米大使に提出した。外務省がこの

種の申請の仲介をしたのは初めてである。

18日 Vニュージーランド公使館を大使館に格上げ

v大統領，対ソ貿易開設せず一一マルコス大統領は17日の閣議で，フィリピン

は「現段階では」ソ連と貿易を開く意思はないと述べたと伝えられる。 18日ラモ

ス外相はこれを確認したが，パンコクでの対ソ会談は続けられ，ソ連の提案は大

統領に提出される予定であると述べた。

19日 T CCP 理事，対共産貿易を支持一一JoseTambunting商業会議所理事は，対共

産国貿易上の実際的障害について次のように語った。一一貿易協定のない国との

貿易を制限した RA4109の修正は，単に共産国からの輸入が必要とされる緊急

な場合にのみ制限さるべきではない。共産諸国とより良好な！貿易関係をもつため

には，共産圏旅行は重要なステップである。

20日 V米比航空交渉一一民間航空委員会（C.A. B.，委員長 Balatbat商相〕は，週

3使の乗入れを中断した1965年の政府措置の再考を求めた米航空会社2社の申請

に関する特別聴聞会の開催を求めた。

（注〉 比・米航空新協定交渉に際して，フィリピン側は， もし米民間航空局が

フィリピン航空に東京・ホノルル航路開設を認めないならば，吏新しないと

の条件で， 1964年8月15日1年間の期限で 2社に対し週 3便を認めた。後に

交渉継続中はこれを延長することに同志したが， 65年12月政府間交渉坐折に

より取り消された。

V下院，比米軍事条約を再検討一一下院は，国防委員会に比・米軍事援助条約

の再検討を指示した。この動きは CarmeloZ. Barbero下院議員（前国防委員長〉

から山されたものだが，同議員は次のように述べた。一一フィリピン軍事力の発

展は条約のめんどうな規定のため不具にされた。引渡しの遅れと条件の制限のた

めフィリピン国防軍は時代遅れの武器，装備の受入れを余儀なくされ，国防軍の

訓練と拡大は束縛された。

（注〉 Barbero議員は， 先週通常訓練中遭難した F-86C 4機〉はすでに10年
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前のものであると述べている。

，共産圏旅行を緩和か一一外交筋によれば，フィリピンはフィリピン人貿易，

文化グループの鉄のカーテンへの旅行を認め，ソ連および東欧諸国との接触を拡

大する方針であり，外務省は，もしフィリピン貿易代表団および民族舞踏団

「Bayanihan」が東欧旅行を希望するなら，何も反対しないであろうと述べた。

21日 Vタイ， 対比米輸出を増大一一M.Calingo駐タイ大使によれば，タイはフィ

リピンに対する米の輸出割当を 7万5千から10万メトリック・トンに引き上げる

ことに同J意した。

V中国米輸入契約締結か一一一信頼すべき筋によれば， Mondoiiedo RCA局長

は在香港の中国の公立貿易機関と中国米購入契約を結んだといわれる。

22日 V米大使，下院議長に反論一一タヒチから最近帰任した Blair米大使は，ラウ

レル下院議長を非難して，次のように述べた。一一私の留守中，著名な国会議員

が，もし米国が 6月末までに約束を履行しないならば，フイノレカグはベトナムか

ら引き揚げられようと述べたと伝えられている。……当地で起ったことは，誰か

がもし米国が約束を履行しないならば，これこれのことが起るだろうと述べたに

すぎず，約束は履行されまいとの事前の徴候はない。 (5工兵大隊装備供与の約

束について〉マルコス・ジョンソン協定は，装備の引渡しを 6月30日に終る会計

年度中と規定した。約束不履行を非難することは，支払到来5ヵ月前に銀行借入

を返済していないといって人を非難するようなものだ。

T 67年度 PL480号援助一一1967会計年度中に， PL480号タイトル皿にもとづ

く「平和のための食糧」 5200万ポンド， 730万ドル相当が配分される計画である。

これのフィリピン国内での配分は， CARE, Catholic Relief Services, Church 

World Service, Seventh Day Adventist Welfare Service，および Presiclntial

Arm on Community Development等フィリピン政府， AID機関を通じて行なわ

れる。

（注） l作会計年度中，8700万ポンドの「平和のための食糧」， 4万3000のVolun-

teer Workerおよび2800万ペソ相当の物資が800の自助プロジェクトに振り

｜白jけられ， うち 638件が完成した。その内訳は， 429教室の建築・修理，ダ

ム・洪水制御l施設45，准i既水路400km，支線道路390km，歩道橋20を合む辺地

村落間歩道 167kmその他である。食糧援助が一部使用されたものとしては，

再植林 100ヘクタール， 2879ヘクタールの開墾と耕作，民生活動の民間指導

者の訓練，および家内工業と地域開発プロジェクトにおける2700人の男女の

訓練があるQ
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' lこせ札－Pasayiiiで偽札を使ったかどで逮捕された W.V. Santiago (:28) 

は， 取調。に対し次のように述べた（逮捕時に 155ベソの偽札を所持していた）υ

一一昨年 12月， Angeles rliのフク団員と称する PedroTorres, Jr.なる者から

5200ペソの偽札を受け取った。あるフク幹部の娘に対する彼の求婚について，自

分が真剣であることを彼らに確信・させるため，偽札使いに合意した。 (5千ぺソ

の偽札を片付けることができたかとの質問に対し） 111Jに彼を逮捕したことのある

ケソン市の刑事たちに大部分を波した。

（注〕 この 4ヵ｝］，偽札シンジケートが，経済を政出する｜｜的で国中に数百万

ベソの偽札を流通させているといわれる。

V米社，一審裁判決を上訴一一－PhilippinePacking Corporationは Jarencio判

決を上訴すると発表した。

（注〉 小売業悶民化法に関する見解は次の三つに分けられる 0 (1）フィリピン小

売業会議所 すべての外国人企業は小売業を禁止されている。（2）政府一一一

(Teehankee法務次官）適用の除外はフィリピン人に対する差別立法のない

州に居住する米国市民により完全に所有されている企業に与えられる。また

Barredo首席検事は，政府は，フィリピン人によりコントロールされている

企業は小売業に従事することを認められていないから，アメリカ人によりコ

ントロールされてし、る企業と完全に所有されている企業との間に差別を設け

ていると述べている。（3）米企業一一一これιのすべての企業は平等権を亨．受し

ているから，完全に所有されている企業とコントロールされている企業との

間に差別はあるべきではない。

V中国米輸入契約を否定一一消息筋によれば，マルコス大統領はラモス外相を

呼び，政府の中国米輸入計画に関する秘密情報が漏れたことにつき説明を求めた。

また大統領府は，政府が中国米輸入契約を結んだとの報告を否定し， 0.Mondo・

niedo RCA局長も大統領にこのような契約を， 米の調達旅行中結んでいないと

報告している。

23日 V外国借款の使用状況一一ロムアノレデス蔵相は，次のように述べた。 5ヵ月程

前外国借款によるプロジェクトの実施遅延のため，外国金融機関はこれ以上の借

款供与を打ち切る恐れのある状態にまで、至っていた。そのため大統領は外国金融

の信頼強化のため次の措置を取ったが，その後の進捗状況は良好である。①国家

上下水道局中間プロジェクトの履行，②Angat河水力発電プロジェクトの技術面

の完成，③国家濯瓶改修計画にもとづく 46プロジェクトの完成，④マニラ空港拡

張計画の実施，⑤道路・橋梁の建設， ⑥農村開発プロジェクト， ⑦波j業船7隻

(AID援助〉の利用一－66年政権引継ぎ時作業下にあったのは 1隻，⑧フィリピ
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ン大農学部リサーチ・プロジェクト実施，⑨第3, 15阜頭の完成。

24日 ' L党議員米大使追放決議提出－V.Sagun (L）および B.T. Ligot (L) j,Lj 

-r: I抗議員は， C. T. V illarcal リベラル党党首の要請を無視して， 個別に， Vl. 

McCormick Blair米大使を「好ましくない人物」と声明し， 同大使の追放を求

める決議を提出した。さらにナショナリスタ党の R.Mercado下院議員も同様の

決議を提出した。

V上院議長，フイルカゲ派遣を支援－Puyat上院議長は政府のフイルカグ派

遣延長を支持して次のように述べた。一一一フィリピンは，アメリカが5工兵大隊

の装備を供与するか否かに関係なく，フイルカグにより代表される南ベトナムに

対する約束を継続すべきである。…一・アジアおよび南ベトナムにおける平和のた

めのわれわれの約束は，米国がわれわれに約束した援助に結びつけあるいは付属

させらるべきではない。・・・・・・われわれは傭兵と思われることを好まない。

V外相，中国米輸入の可能を否定せず一一ラモス外相は一貫して共産中国を「不

法な供給源」と考えているが，再び， 「もしフィリピンが共産米を輸入したとし

ても，私はじゃがいもを食べた方がましだ」と述べた。先に在香港領事は外務省

に中国米船積に関し領事送り状の発行の可否を問い合せたが，外務省は折り返し

送り状なしで船積手続をするよう指示した。したがってその場合特別料金が支払

われることになる。政府は中国米輸入を否定したが， 「中国米」輸入が一一一香港

を通じて一一考慮されている，とも述べている。これについて外相は， 「私が政

策を決定するのではない」と述べた。伝えられるところではアルゼンチン米7万

5千メトリック・トンを149.78米ドル（C& F）で香港で入手できるという。

25日 Vココナツ局，アジア市場開拓を勧告一一一フィリピン・ココナツ局の調査によ

れば，アジアのココナツ生産は， 1975年までには地域内のコプラおよびココナツ

油の需要を充たせなくなるという。同局は大統領府に次のように勧告した。一一一

(1）アジア地域市場開発計画。 (2) caclang-caclang病の原因および治療法の調査研

究を政府の開発計画の第一順位におく。そのため独自の機関を置く。(3) Coconut 

industrialization law実施資金を支出する。

V米大使，米軍家族の免税要請一一ラモス外相は， Blair米大使から提案のあ

った在ベトナム米軍人家族の免税要請について，そのような先例はあるし，外務

省は要請を考慮するかも知れぬ，と述べた。

（注〕 本要請は直接には， クラーク空軍基地に移送される予定の在ベトナム米

軍人の 100家族に関するものである。現存米軍基地内の米軍関係者家族には
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免税権が認められている。 G Bisnar法律相当外務事務’1＼’は，木提案は米It

軍事基地協定の範囲に入らないとして，拒否を勧告している。

26日 V関税専門家， GATT加入を提案一一このほど GATTの会議から帰国した，

Jose Viterbo議会・政府合同税制委員会関税分科会主任は， G.Puyat上院議長

への覚書の中で，フィリピンは，もし一次産品市場を失いたくないなら， Gf¥.TT

に加入すべきである，また62年6月に失効した関税法402条の復活を提案する，

と述べた。

（注） 関税法 402条；大統領が貿易協定を締結する権限は，本法の承認から 5

年後終了する。同法は1957年に承認された。

V下院議長，フイルカゲ法案に反対一一ラウレル下院議長のスポークスマンは，

Blair米大使の追放を求めた24日の決議を棚上げするとの決定にもかかわらず，

フィルカグ支出法案の承認反対の立場は不動である， 24日の決議は議長aの同意な

しに下院のメンパーによって自発的に提出されたものである，と述べた。

（注） S. K. Pendatun下院議員は， 27日， 比米関係の分裂は「共産主義の猛

烈な挑戦Jに直面している自由世界の統ーを危くするだけであると述べ，「比

米両国のより大きな利益」に関し節制と相互寛容を主張した。

27日 T PL 480号プロジェクト一一PresidentialArm on Community Development, 

N. E. C.および米 AIDは， 1月に洪水により破壊された Sorsogon州の21の

自助濯瓶プロジェクト修復に， PL480号タイトルIIにもとづく「平和のための

食糧」援助として28万3千ポンドの食糧割当を承認した。

V増産せねば， 631億ドル損失－28日 N.F.S.P.の大会がマニラで聞かれる

が，この会議の課題は，増加する需要を満たすため少なくとも年30万トン以上砂

糖生産を拡大するための手段を見い出すことにある。甘薦栽培農民は次のように

述べている。一ーもし現在の生産が年産 170万トンに停滞するならば，わが国は

1974年末までに総額6万3100ドルを必ずや失うであろう。フィリピンは65年に10

万トンの追加クオータ（4200ドル相当〉を返上したが，また再び今年も生産不足

のため20万トン余の追加クオータを放棄した。このためわが国は少なくとも 1万

6000ドルを稼ぐ機会を失った。

（注） 今年の米砂糖クオータは98万トンから125万トンに増加された。

v業者，砂糖増産に誘因を提案一一N.F.S.P.大会出発の前日，記者会見で，

Negros Occidental 州の数人の著名な甘薦栽培業者は，下記事項を生産促進の基本

方針とすることで一致した。①新規の近代的分蜜工場の建設，②より多くの誘因

と政府金融機関からのより多くの融資，③栽培業者は，甘蕉栽培以外の個人的支
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出に作物融資を浪費することは避けるべきである。ゆフィリピン砂糖研究所が実

験した甘蕉栽培法の活用と，高収量・促成品種の植付け，⑤農業労働者の所得と

その他社会保障給付の増加l。これについて業者は次のように述べている。一一19

64～65, 1965～66穀物年度の間，数ヘクタールの精製可能な甘東が，操業能力不

足のため，収穫されずに放置された。これらの工場のほとんどは30年以上も昔の

ものであり，非常に効率が悪く，北ネグロスのある工場など損失率は15～20%で

あった。 「AJないし輸出砂糖21ペソ，「BJないし圏内用砂糖18ベソ，「CJな

いし剰余糖16ペソという現行の貸付は，生産費の上昇と一次産品特に米価上昇の

ため，不十分である。前2期の不作による未払残高に対する寛大な措置が，マカ

パガノレを支持したか，マルコスを支持したかに関係なく，すべての栽培業者に与

えらるべきである。

V米輸出禁止法案一一一P.M. Gonzalez国家家陶工業局（Nacida）局長は，議会

に対し，米の輸出禁止法の通過を求めた。

28 13 V上院，中部ルソン調査を計画一一一上院は中部ノレソン開発計画が順調でなく，

現実にフク団の「見えざる政府」の設立を許している現状に関し一貫した調査を

行なうことを決定した。これは上院国防委員長ManuelP. Manahanの提案にな

るもので，同委員長が調査指揮に当る。

V米原子力巡洋艦寄港一一ベトナム戦に従軍中の米原子力巡洋艦が， 10日間の

休養のためスピック米海軍基地に入港した。ラモス外相は，米国大使館から連絡

をうけており，公式の入国許可は必要ない，また数週間以内に原子力商船サパン

ナ号がフィリピン水域に入ると述べた。質問に対し，同外相は原子力船来訪中の

損害に対しては米国側が賠償責任を負うと述べた。

V一部共産国原産製品を輸入禁止一－Collantes外務次官は， 在日大使館に全

体あるいは一部が共産国原産で、ある製品に対する領事送り状の発行を拒否するよ

う指令した。

Vフク団，籾米を徴収一一パンパンガ警察軍は， 10人の部下を指揮し Bulacan,

Pampanga州境付近で「向調者」から籾米を徴収していると伝えられるフク団員

Amazonを捜査中である。

またフクの一団が数週間前， SanMiguelを急襲，元警察官のArcaclioI〕aquis

を誘拐した。 これらの一団は， フク指揮官「Oscar」の後継者であるフク指揮官

「Roldan」が指揮しているといわれる。 2日後Daquisはパンパンガ州のCandaba

の稲田で射殺死体となって発見された。
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フィリピン

2 月
28日 ' s只.Changco予算コミショナーは，州知事，市長連盟の年次大会で，マルコ

3 月

ス大統領は，国会を通過した地方分権法に反対であると語った。

Vフィリピン・ココナツ組合連合の GodofredP. Reyes Jr.議長はフィリピン

外国貿易の外貨獲意首位で、あるココナツ産業の地位を強化するためヲ東ヨーロツ

パ，東南アジアへ貿易使節団を派遣する案を提起したの

1 日 T Ernesto Maceda大統領社会開発補佐官兼中央ルソン計両長官は Manahan

上院議員が，フク同の支阻を報告して大統領の中央ノレンン計両の失敗を非難した

のに対して，反論し，そのような意見は，センセーショナノレな結果を期待して，

その地域におけるもっと大きな価値をもっ，政府と国民の協力一致という成果を

見落している，と述べたo

vロムアノレデス蔵相は，農家の運転資金の不足が米の向給政策を妨げている最

大の原因であると指摘。

V信頼すべき筋によれば， ECAFE公式代表・としてバンコクに来ているソ連代

表は，フィリピン代表に，両国間の貿易開始の可能性を研究するため，モスクワ

に公式代表団を派遣するよう，申し入れた。

2 目 V ロムアノレデス蔵相は，フィリピンの国際収支の急速な悪化を認め，外貨準備

は1月中旬の 1倍、8300万ドルから 3月2日には 1億4300万ドルに落ちた，と述べ

たo

v市長連盟所属の77名の市長等は大統領官邸にマルコス大統領を訪問し，大統

領の香港米輸入政策を支持するとの態度を表明した。

Vマルコス大統領は農業信用局に農家融資分として478万ペソの支出を命じたo

T NEC-US/ AID資金によるフィリピン空軍の協力によって行なわれた2年間

にわたる森林局の調査によれば，ミンダナオ島の土地開拓と無｜析屑住に上る森林

破壊は年間50万ベソの巨額に達している。

vラモス外相は 2日の記者会見で，タイで行なわれた比ソ貿易会談の席上で，

ソ連が比ソ貿易予備会談を続行するために，政府代表10名をモスクワに派遣する
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ょう要請があったことを明らかにした。

またラモス外相は，外務省は政府代表の派遣には反対するが，民間代表の派遣

なら賛成であるとし、う条件付の態度を表明した。

T Oclin Lan只en米共和党下院議員は，フィリピンが，米の砂糖クオータを満た

すために国内生産の不足分を輸入によって補おうとしている動きを伝えて，アメ

リカ政府の砂糖政策の不備を追及した。

' 3月4～8日， アジア駐在のアメリカ大使が， Baguioに集って，ベトナム

問題とこの地域の米外交政策に関する会談を行なう。この恒例の会談は，今年は

W ・パンディ太平洋東アジア担当国務次官が主催する。また，ゴーlレドパーグ国

連代表もこの会談に出席するが，彼はまた，ラモス外相とも公式会談を行なう予

定である。ラモス外相が，パギオに来るのはアジア各国中央銀行総裁招待のため

であり，この会議もまた，パギオで、行なわれる。

3 日 Vアメリカ農務省は砂糖の輸入割当を10万トン増加させることを決定した。う〆

ちフィリピンは 1万0860トン。

T Pampanga州知事 FranciscoG. Nepomceno氏は Manahan上院議員が，

CLDPを非難したのに反論し，「彼は CLDPの成果を実態より低く評価し，彼の

政治的野心を促進した」と述べた。同知事はフク団の存在は認めたが Manahan

議員のいう「見えざる政府」は同議員の空想、の産物にすぎない，と語ったo

' W ・パンディ米国務次官は，今日午前9時到着する予定である。ゴーノレドパ

ーグ国連代表は明日午後5時30分到着の予定。

Vパンディ米国務次官補は，アメリカのフィリピンに対する援助公約が履行さ

れていない事を再度認めた。昨年9月のジョンソンーマルコス共同コミュニケに

合まれているこの公約に関して，同次官補は米政府からの最新の公式確認を行な

い，期限の 6月30日までには履行されると声明した。

4 日 T Sagun下院議員は，民間会社による米の免税待遇輸入に反対する態度を表

明。

Vマノレコス大統領は今日から，ソ連の貿易文化使節団勧誘の件に関する，政府

指導者との会談を始める。今日はナショナリスタ党上院議員と朝食会を Malaca-

fiangで行なうが，来週始めには Counilof Leadersのメンパーや他の外交政策

専門家とも話L合う。

V ゴーノレドパーグ国連代表は彼のアジア訪問旅行の最後の訪問地として，マニ

ラに到着した。彼は空港での芦明でマルコス大統領との会見は「国連に関する問
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題と，東アジア諸国の特殊な利益に関する問題の意見の有益な交換」がなされる

と確信している，と語った0

6 日 V ゴーノレドパーグ代表は昨日パギオに来て，マルコス大統領とベトナム問題に

ついて話し合った。記者会見の席上彼は， 「アメリカはベトナムに名誉ある解決

をもたらすようないかなる第 3閏の中立的努力も歓迎するJと語ったが， 「この

問題に関するフィリピンの行動は論議されなかった」と付け加えた。彼は今日，

長期のアジア訪問旅行の日程を終えて帰国する。

v土曜日の朝食会の席上，ナショナリスタ党上院議員は， 「ソ連との商業・文

化交流は，ソ連がかつてのような国家の安全を脅やかす存在ではなくなっている

ので，何ら支障はない。一方， r!:1固との貿易は中同が近接しているだけでなく，

その全世界的共産主義浸透のどん欲さJという理由で反対した。マルコス大統領

は，今日 Councilof Leadersの指導者と同じ議題で話し合う予定。

Vマルコス大統領は，国会議員との会談で対共産問貿易緩和政策に基づき，中

共米の輸入を認める意向を固めた。

Vヌヱパ・ヱシハ州の林業組合のメンパーは，政府の2000ヘクタール以下の森

林所有者の免許更新は行なわない，という政策は小経営者を殺すととを意図して

おり，これによって組合員の90%以上が職を失う，と述べたo

vパラトパト商工相はマニラ法科大学で、聞かれた政府の4ヵ午・開発計両に対す

る税制に関するシンポジウムで，次のように措摘した。

政府は 4ヵ年計画で満たすべき総園内投資かち生じる財政ギャップを借金に

依存することを避けることは可能である。よく計画された税制は政府余剰金，

割当金，賠償金以外の財源たるべき19億ベソの財政ギャッフ。を埋めることがで

きる。総国内投資203億ベソは目標成長率6.2%を要求され，そのうち幻%の

16,9億ベソを民聞かち，残り 17%, 34億ベソが政府出資である。そのうちの 15

偲べソは政府剰余金，割当金，賠償金から，残り 19億ベソは海外借入れであるn

しかし彼は国内，国外を問わず，資金には一定の限度があると強調した。

7 日 V中国を除く共産圏との親善関係を政府当局は全力をあげて検討しており，外

務省は司法省協同で破壊防止法の検討を行なっている。外務省の予備的見解で

は，過去20年間の反共政策は，共和国第 1700法（破壊防止法〉とは何の関係も

なく，国内共産党はともかく，共産固との関係を妨げるような規定は，同法には

ない，としている。

8 目 V政府は大統領の経済開発計両のための財源19億ペソを坐む18の新増税法案を
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下院に提出したn

V下院は、憲法改正に関する討議を開始。

9 日 ' :J-f;j1正岡，特にソ述との貿易に関して外務省は立見書を発表し，共和同法1700

は， jtj空間との貿易に何ら直接の関係をもたないとの結論に達した。さらに，共

和同法4109は商工省内に hereauof standardsを設立すること，生産と輸入の標

準化に制ilえることを妨げるものではない，との見解を付け加えている。

V政府が議会に提出した18ヵ条の新課税計画はリベラノレ党の強い抵抗にあ司て

難行している。リベラル党の ManuelConcordia, Zeus Reyes, Sergio Loyola 

の3議・Ptは確囚たる反対の意志を表明しており，政府は税徴収を強化すれば，そ

の収入をj骨すことができる，最近の合同立法行政委員会の調査によれば政府には

いるべき税の50%以下しか現実には集められていない，と述べている。

10日 V比同政府は安）｜！日本駐比大使の信任状を承認した。

11 B Vマナハン上院国防委員長を代表とするメンパーは，フク同活動が活発に行な

われているエンジェノレ市を視察。

マルコス大統領は比国の軍事能力強化の一環として，特に空軍施設の近代化の

必要を表明した。

12日 フィリピン米とうもろこし協会連盟は，マルコス大統領に米生産者への融資を

増額するよう要請した。

T SQAは， 国内消費用の砂糖は十分確保されたことを確認した。 この発表

は，フィリピン交換会社が，国内砂糖価格を 1picul þÿ_S り 28ペソから25ベソに引き

下げ，政府が国内砂糖取引から手を引いた後に行なわれた。この結果地方消費者

はbrownsugarは，キロ当り 0.50ペソ， washedsngraは0.55ペソ， re五nedな

ち0.60ベソ包装されていても0.70ペソ以下で買えることになる。

13日 'A・M ・トレンティーノ上院議員（ナショナリスタ党マニラ支部長〉は，マ

yレコス大統領とPuyat上院議長に対し，彼に相談なしにマニラ支部の再組織化が

行なわれようとしていることを批判。

V東南アジア経済開発会議が4月末マユヲで聞かれるが，フィリピン政府はそ

のために 9ヵ国に招待状を出した。 Sisonマヱラ会議情報委員長によれば議題は

次のとおり。 ADB農業開発特別資金創設，アジア経済振興開発センター設立，

アジア海洋漁業調査センター設立，その他。

14 B V トレンティーノ上院議員は憲法改Eに関する上下両院合同議会で，議会によ

る憲法改正に反対の意向を表明。
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’マルコス大統領の経済4ヵ年計画は財政専門家によって，その財源調達に関

して疑問を特たれている。全般的歳入の18%徴収増では計画の達成に到底足りず

専門家によれば年10億ペソの徴収増（40%増〉を必要とする。

vフランスからの産業経済合同使節団が，比仏貿易促進と，投資可能性調査の

ため来比中である。この使節団は重工業，技術契約会社，技術コンサノレト会社，

銀行家そして政府代表から構成されている。

15日 V ロムアノレデス蔵相は米国訪問から帰国し，米国が約束した，工兵大隊への資

材はフィリピンへ送られている途中であることを報告した。

Vロムアノレデス蔵相は今年4月末フィリピンで聞かれる第21111東南アジア経済

開発閣僚会議のフィリピン代表に指命された。

V ロムアノレデス蔵相は外国投資奨励法の欠如が，実質上アメリカの投資家をフ

ィリピンから遠ざけている，との F見解を述べた。

Vフク団首謀者 No.5，およびそのボデーガード 1人， －f;;_・フク 2名が，ノミンパ

ンガナト｜マパラカットのCaeutna村で，東南アジア条約機構の合同演習“Suyasat”

に従事していた比国陸軍と警察軍に逮捕された。

16日 V上下両院合同議会の表決の結果，憲法大会が1971年に聞かれることになった。

Vフィリピン製材業者連合は，マノレコス大統領に正式免許公111の遅れが森林業

の崩壊を招きつつあると警告した。

Vフランス極東経済使節団の銀行家代表は，地方公共事業，重工業，電力開発

計画に関する融資の提供を申し出た。

17日 ' ，，』央銀行は，現在高まりつつある反米感情は，マルコス大統領が努力して凹

復した諸外国の比国経済に対する信用を失なわせることになると警告。

V商業，農業，貿易界の最大の機関が対共産圏文化貿易関係を促進しようとし

ているQ Montelibanoフィリピン農業天然，資源会議所会領， Pedrosa商業会議所

会頭らによってこの動きは進められており，フィリピン工業会議所（Augusto

Cesar Espiritu会頭）はモスクワその他共産凶諸国への貿易使節団を既に編成し

ており，この動きに追従するものと期待される。

18日 Vフィリピン大学法律センターと大統領経済顧問は地方分権法支持の態度を表

明。

, Diokno上院経済関係委員長は外国投資は，パイオニア資本の機能を予想され

るもののみ受け入れらるべきであると提案した。パイオニア資本という言葉は，

凶内氏IIJJ資本が危険が多く，進出できない産業に進出する資本のことである。
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19日 ▼マルコス大統領はフィリピン軍事学校の卒業式に出席し，国家建設および国

防のために，凶家的規律の必要性を強調。

v金融市場は， 3月前半まで依然としてゆるみつつある。 Bancomによれば，

この傾向は特に銀行間コーノレ市場，政府債市場，企業間市場で明白である。いく

らかのコーノレは 5Yz～Hi%で扱われている。 Bancomrateは3月 10日現在，

9.962%で 1週1)fjより0.02%, 2週前より0.046%下がっており， lヵ月前より，

0. 058%, l cfド前より0.720%の下落である。

20日 V激しい失業と生活必需品の激しし、物価上昇は刑事事件の増加に輪をかける事

が，治安当川の過去2年間の犯罪報告によって統計的に証明された。 1965年では

財産に対する犯罪3828件で，そのうち窃盗1781件，強盗1127件， 66年では同じく

3479件のうち窃盗1625件，強盗1137件であるのに対し，ょっぱらい，または風紀

域乱は65年212件で全体の1.44%, 66年63件で全体の 1%以下であった。

v政）｛誌は，先頃企業所得税を10万ペソまでは現行の22%から25%へ， 10万ペソ

を越える分は現行の30%から35%へ，また外国企業に対しては総所得の35%へ引

きあげ、るよう求めた法案を提出した。増税，特に企業増税は商工業部門の投資水

準を下げる効果をもっ。そのため例えばEspiritu工業会議所会頭は，地価の値上

がりに伴う土地税の引上げを提案している。

Vマノレコス大統領は，小伐採業者を大きな単位に統合するため，彼らの免許の

期間延長を認めない事を決定した。

21日 V州知事， 市長連盟は地方分権法に反対している下院議員 Navarro, Galagar 

の両氏を批判。

22日 , Yoyongに率いられたフク団はじanadaba州の KapampanganのMandiling 

村の住民5人を誘拐し，殺害した。

23日 Vマノレコス大統領は米・とうもろこし局（R.C. A）は本年度の不足を補うのに

十分な米の外国援助を受け取ったと発表した。 この発表は大統領と RC.A局長

との会談後行なわれたが，この会談では同長官は本年度に予想される米の不足分

25万7千トンと約20万トンの貯蔵用米のための海外調達について報告した。

なお中国からも20万トンの米が供給されるという説もある。

V畜産業会長の発表によれば家畜，家禽生産は1965年の 7130万6800から 66年

8335万7400へ1205万0600増加した。総生産のうち家禽が7035万 2500で家畜は

1304万4900であった。家禽のうちでは鶏がトップで 6812)j1700, あひる 203万

3500で第2位，あとはがちょう 7万0200と七面鳥12万7100。家畜では豚が 691万
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4100でトップヲ以下水牛363万3000，牛158万2500，ゃぎ61万6400，馬23万6900,

ひつじは，わずか2000で、あった。南部および西部ミンダナオが他のいずれの地域

よりも多く，にわとり 1618万0700，牛30万3900，水牛71万0300であった。

, Vincenzo A. Sagun上院議員（リベラノレ党〉は，マノレコス大統領に対して共

産圏との貿易は，われわれが輸入しうる唯一の物資が米であるため，現在のとこ

ろ特に有利であるとはいえない，との声明を発した。

24日 , Zuan Frivaldo長官は，過去15ヵ月間外国投資が全くなされなかった事に関

する調査をフィリピン大学とフィリピン工業会議所に依頼した。彼は外国投資が

ないと，貴重なフィリピン資本が国外へ流出してしまうことを憂慮し，政府当局

の政治的配慮を望んでいる。

Vマノレコス大統領は，アメリカからの援助によって工兵5個大｜涼が来月始めか

ら編成される，と発表した。このアメリカ援助は昨年9月のマルコス大統領の訪

米の際，ジョンソン大統領との問で約束されたものであるO これら工兵隊は道路

建設に従事する。

25日 Vフィリピン木材生産者連合は NECに米国市場の極度の不振から危機に陥っ

ているベニヤ板産業に対する緊急救済を求める 4ヵ条の要請書を提出したQ ①ベ

ニヤ板産業lの中心地であるミンダナオ島の（ダ、パオ，ザンボアンガ，ナスイピッ

ト〉から積出す場合の重量率の切り下げを，船主協会に政府が働きかけて援助す

る。②原料の内国税7%の引下げ，③トラクター関税60%を以前の10%に引き下

げる， 4.政府は官僚主義をやめ，輸入にかわの税払い戻し（製造業者に対する〉

を迅速に行なうべきである。

Vフィリピン貿易委員会は，フィリピン・タイ貿易が，フィリピンの輸出40万

ドノレ，輸入1500万ドノレという大変な片貿易になっている状態を改苦するため，こ

の問題の検討に取り組んだ。

, Masbate州で大きな大理石鉱脈が発見され，戦前の金ブームのような鉱山ブ

ームを再度招来しそうな様相を呈している。

, 6690万ベソの大水力発電一計画の技術調査が Calinog町で日本の技術者によっ

て再度行なわれている。

27日 Vマノレコス大統領は，来月サパで、行なわれる選挙と国民投票にオブザーバーを

送るよう求めたマレーシアの要請をことわることを決定した。この決定は外交政

策委員会の秘密会で行なわれた。

v政）(fは今週ピノレマから 5903トンの米をトン当り 120.4ドノレで輸入し， RCA
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はこれをl.Gペソ (1ganta 当り）売り出す。商業米は ganta 当り，1.8～2.8ペ

ソで売られてきた。ピノレマ米はこれらより質が良く，かつ玄土いわけである。これ

は今年最初の海外からの輸入である。

28日 ' F院は米比関係を再評価するための11人委員会の設立を承認した。

T Balatbat商工相は米穀生産者・取引業者に，自給能力を高めるために彼らが

政的：に協力し，ともに働くよう求めた。同商工相は現在行なわれている政府の援

助，（a）国立銀行クレジット（ 1億5千万ベソ）， (b）新種子（ヘクタール100カバン

以上産山〕の使JIJ,( C）販売市場の確立，（d)2億ペソの環境整備資金について述べ，

次に自然1'1弘人為的障害に言及した。しかし，さらに経済4ヵ年計画の中の農業

に関するこつのプロジェクト（肥料・農耕：機械）と土地改革，その他港蹴，道路

開発布i困が，米穀産業に利益をもたらすことを付け加えた。

Vスハノレト政権の高級外交日lが今tiマニラに到着するが，これはスハ／レ卜氏が

大統領代行になってからの初の閣僚級の交流である。

' 当局は香港に本社を置く会社との米30万トンの購入契約を結んだことを発表

した。ラモス外相はこれで、わが国の米輸入の外交的前Jiff!lh点をホンコン，ブラジ

ノレ， ピノレマ， カンボジア， タイに築いたことになる。

29日 Vフィリピンーインドネシア会談でインドネシア提案の東南アジア非共産｜主！の

政治経済協力問題に関する尖質的計論が行なわれた。 Anwarsanti代表とラモス

外相との会談の後，外相は好意的反応を表明した。彼はインドネシアが地域協力

に関するわれわれ自身の努力に加わることはよい事だと語った。

Vラモス外相は，フィリピンはソ連からの公式貿易使節団交換の申し入れを受

け入れる準備はできていないと語った。このソ連の申し入れは，バンコクの ECA

FE会議でソ連の Primerov代表からフィリピン代表 FernandoCampos商務次

官を通じて行なわれていた。
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平等待遇論（要旨）

A1anila Daily Bulletin, 2. 21～22. 

以下は A・トレンティーノ上院議員がフィリピン同際法学会とフィリピン法学委員

会との合同集会で 2月18日に行なった演説の要旨である。テキストは ManilaDai・ly

Bulletin, 1967. 2. 21～22 l=IHによる。

平等待遇措置は多くの批判と抗議‘とにもかかわらず実施されたが， 同じく多くの批

判の的となって近く終結しようとしている。平等待遇措置がフィリピン共和国憲法に

付加された改正条文で、規定された理由は， 1000ペソを超える戦争賠償金をフィリピン

に支払うことを米国議会が決議したため，米国とフィリピンとの間に特恵通商関係が

成立しただめである。 この改正条文に基づいて米国人はフィリピン天然資源の取得，

採取，開発， 利用とフィリピン公共事業の経営とにおいて1974年1n 3日までフィリ

ピン人の享有する権利と平等の権利を享有することとなった。

批判と抗議 フィリピン共和国憲法にこの改正条文が挿入されたことは米国民自身

によってすら批'j':JJされたυ 米下院歳入委員会の公聴会でニューヨーク州選出リンチ議

員は次のように述べた。「われわれはフィリピンのためになる何かを成し遂げようとす

るのか， あるいはまたフィリピン〆に暫定救済措置を受け入れさせるため憲法を改正せ

よとフィリピンを威嚇するのであろうか。」

上院財政委員会では国務省経済問題担当次官補のウィリアム・クレートンはこの条

件をフィリピンに課すことにつき， 同省の代弁者として次のように述べた。 「この改

正条文はフィリピンに存在する米｜玉｜人の現行財産権を保持するためには必要で‘ない」。

フィリピンでは平等待遇を規定する改正条文は全国に強硬な反対と猛烈な抗議とを

喚起した。 この憲法改正に反対する国民感情は当時の上院議員カノレロス・ p・ガルシ

アによって次のように表明された。「フィリピン国民を満足させるl唯一の外交政策は凶

土， 名誉または自由を代償として提供せねばならないあらゆる取り！と交渉とを断乎排

撃する政策にほかならない。われわれの天然資源を支配する者はわれわれの自由だけ

に限らずさらに進んでわれわれの政府をも支配するものであるQ われわれの国土を外

資に引き波すことはわれわれの自由を引き渡すことであるJo

しかし当H寺のフィリピンは国， 国民中日共にi践例に打ちのめされていた。そのため，

経済が混乱し壊滅していた当時のフィリピンを救済で、きるl唯一の方法は米国資本を導
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入することであるとの議論も行なわれた。

アメリカではベノレ議員は歳入委員会で、平等待遇は米国資本をフィリピンに進出させ

るため絶対必要な保護措置であると述べた。

マヌエノレ・ロハス大統領は議会合同会議で、 1946年6月21日にかように述べた。 「米

国議会の意向は米国資本がフィリピンに進出してフィリピンの復興に役立つことを奨

励し要請するに過ぎない。われわれは疲労困惜している。われわれは国民の実情とわ

れわれがあらゆる分野で直面する現状とを注視せねばならない。経済復興に最も役立

つ計画書はここにある議員諸君はこの計画吉：を受諾すべきである」。しかし平等待遇の

ための憲法改正に対する反対は余りにも強烈であったため憲法制定議会として召集さ

れた議会に改正案を承認させるためには政治工作が必要であった。

失敗 米国資本をフィリピンに導入する措置としては，平等待遇は完全な失敗で

あった。中央銀行の発表した数字によると， 1953年から1965年までの間にフィリピン

の新規企業に投下された米国資本の企業部門別累計は下記の通りである。

（叫天然資源の採取と開発 1627万8000ペソ

（同公共事業 135万8000ぺソ

(c）諸種企業 4016万3000ペソ

フランク・ H・ゴレイ氏は米商務省の立場からフィリピンでの投資を観察した結果

として製造工業投資額が1950年の 2300万ドルから1963年の 1億9000万ドノレ，同じく

1950年から1963年までの聞に交易業投資額が5000万ドルから l億5000万ドルとそれぞ

れ増加したことを認めた， しかしその反面，天然資源の開発と採取ならびに公共事業

に対する投資がこれら事業の綜合成長に役立たず， 投資額も注目するに足るほど多く

なかったとも認めた（「フィリピン・アメリカ関係」 107～108ページ〉。この事実は在

マニラ米国大使館サービス公使によっても承認され， 同公使は1966年7月16日に次の

ように述べた。 「平等待遇は期待に反して米国資本めフィリヒ。ン導入に役立たず， か

えって心理上の重大問題を醸成した」。

平等待遇を主張した楽観主義者達は重要な一事実を見落していた。 この事実とはフ

ィリピンに到来する米人投資家達が，フィリピンの経済開発に協力するためではなく

て彼等自身の利潤追及のためにだ、けフィリピンで投資するということである。 この理

由で米人投資家達は，平等待遇権が 1974年7月 3日に失効するため投資の先行きが不

確実な天然資源の採取開発と公共事業とに投資することに気乗りせず， 代りに確実迅

速に多くの収益がある製造工業（主として組立業と再包装業）と交易業とに投資した。

フィリピンでの米人投資の大半は平等待遇措置の適用を受けていないため， たとえ
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この措置が本日即刻停止されたとしても， フィリピン経済は何等痛痔を感じないであ

ろう。米国投資はフィリピン国民化法の適用を受けて排除されない限り，そしてまた

フィリピンでの投資が有利である限りフィリピンに存続するであろう。 したがって，

1965年 3月8Hにパンディ国務次官補がマニラで米国は平等待遇措置が1974年7月3

日以降に延長されることを予定していないと言明したことは驚くに足りない。ただし

同国務次官補は次のように付言した。「われわれはフィリピン共和国憲法，フィリピン

現行法， 今後制定されるフィリピンの法律，フィリピンの裁判所，フィリピ。ン指導者・

層とフィリピン国民との良識と正義感とが米人投資家の権益を保障するものと信頼し

ている」。しかし既述のゴレイ氏は次のように述べた。「平等待遇措置を通じて設定さ

れた財産権にかかわる問題点はこの財産権が経済の観点から見れば重要で、ないため問

題と成り得る性質のものでない」（「フィリピン・アメリカ関係」 120ページ）o

ナショナリズム しかし，法律上の問題点は確かに存在し現に論争の的と成ってい

るQ この問題点とはわれわれが米人投資家の財産権が1974年以後も存続することを望

むか否かではなくして憲法と国法とがかかる存続を許すか否かである。私は数年前に

このことにつき即席の意見を述べたがその後この問題点を充分検討した結果この意見

を修正し， 現在では平等待遇権に基づき取得された権利は如何なる性質のものにせよ

すべて平等待遇権の失効と同H寺に消滅すべきであるとの意見を持っている。その理由

は次のようである。

まずわれわれはフィリピン共和国憲法がナショナリズム，つまりフィリピン同民

性を基調としてし、ることを認識せねばならない。このことは憲法序文に明記されて

いる。さらにまたフィリピンの天然資源、はすべて国家に帰属すると定めた憲法第13

条第 l項は次のように明記されている。 「天然資源の処分，採取，開発または利用

はフィリピン｜五l民または資本の60%以上をフィリピン国民が所有する会社または団

体に制限されるものとするJ。同条第 3項では「私有農地も， これが世襲財産で‘あ

る場合を除き，在留外国人または非在留外国人にこれを譲渡しではならないものと

する」と規定している。さらにまた第14条第8項では「公共事業経営の特許，免許

または認可はフィリピン，茸民または資本の60%以上をフィリピン国民が所有し，か

つフィリピン国法に基づき設立された会社または団体以外にこれを与えることはで

きないものとする」と規定している。このように「ナショナリズムはフィリピン共

和凶憲法の基本原則である。これは数世紀にわたり植民地として束縛されてきた｜玉｜

氏の信奉する憲章に規定された国赴で、あるυ ある種の解決方法がこの国是に合致し

他種の解決方法がこの凶是に背馳するという特定問題を如何に処理すべきか疑わし
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い場合にはわれわれは前者を用いて問題を解決させねばならない。したがって，平

等待遇権に基づき取得された諸権利は，この権利の失効と同時に消滅するものと断

定されるべきである。天然資源と公共事業とにつき米国民に平等権利を与える措置

は憲法のナショナリズムを基調とする性格と相容れない例外措置である。憲法の改

正条文に明記する如く平等待遇権は例外としての性格を持ち，かつまた暫定的なも

のである。暫定的であるとの理由はまず改正条文に明記されているように，平等待

遇権が協定の有効期間を通じて存続するものの1974年7月3IJ以降には消滅するか

らであり，次に改正条文が憲法本文に挿入されず命令として憲法に付加されたに過

ぎないからである。要するに平等待遇権は違憲の性格を持ちかっその効力は命令に

発源している。したがってこの命令が廃止されるならばこれに依存する平等待遇権

が命令と相共に法律上消滅するのは当然である。

平等待遇権が消滅すれば天然資源の処分， 採取，開発と公共事業の経営とをフィリ

ピン国民にだけ制限する憲法規定は例外なく最上権を獲得するであろう。かかる最上

権に対しては憲法それ自体に保護を求めることのできない既得権は， 対抗することが

できないQ

財産は正当な裁判手続規定の保護に価するものとして憲法によって認められねばな

らない。 しかし権利者の主張する財産権が憲法そJれ自体と抵触する場合には当該財産

権は憲法の保護を求めることができず， したって有効でないことは当然である。憲法

が私有財産に与える保護は無条件でもなく無制限でもない。周知の通りこの保護は国

の課税権と公権とに譲歩せねばならない。 さらにまた私有財産はフィリピン共和国憲

法の礎石たるナショナリスティックな政策に譲歩せねばならない。アメリカ合衆国憲

法は国王または若主に抗議する民権法案を基礎として制定された， だがフィリピン共

和国憲法は数世紀にわたってフィリピン民族を苦しめてきた外国による国土搾取の再

現を防止するための防禦措置として民族意識に基づき制定された。憲法の基礎を成す

この民族意識と特定の憲法によって保護されない私有財産権とが背馳する場合には，

国の警察権が私有財産権に優越すると同様に前者が後者に優越せねばならない。 この

原則は私有財産権が特許，賃貸借，免許，または米国民が公有農地を取得した場合にお

ける特定形態の所有権の設定につき有効で、ある。米国民の保有するかかる所有権のす

べては1974年7月3日に消滅する。 これら権利の保有者はすべて平等待遇権が同日以

後存続しないことを承知の上でこれら権利を取得したQ 彼等の所有権は平等待遇改正

条文に定める失効期限を超えて存続せず，この期限には失効する。

議会は平等待遇措置の失効にともなって自然消滅する財産権の処分につき所要の立
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法措置を講ずべきである。政府が採るべき公平妥当な処分方法としては権利または財

産権を政府が取得し，公売を通じて適格者に売捜し費用を差引いた後に売却代金を

当該権利または当該財産権の所有者に交付することが考えられる。
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フィリピン

3 月
28日 ，強硬な反共論者として知られてきたロムロ教育相は，下院外交委員会で証言

し，世界情勢が急激に変化している故に，フィリピンは対共産圏外交，対米外交

をも含めたその外交方針の再検討を行なう必要があろうと述べた。

V外務省は現在アメリカの重要な海軍基地となっている SangleyPointを，フ

ィリピン海軍に移管せよとの要求をアメリ力に行なっている旨を確認した。

v消息筋によれば，政府はホンコンの HoSeng Syndicate, Ltdと米30万トン

を買い付けることについて合意に達したという。

29日 Vマルコス大統領は米・とうもろこし局代表と会談し，米価安定のために米の

配給組織を改造するよう命じ，その際，政府の保険，社会福祉組織，学校教員な

どをも西日給組織に組み入れるよう指示した。

vラモス外相は，私的な訪問は別にして，フィリピン政府はソビエト政府と公

式の貿易使節団を交換する準備はないと述べた。

31日 V上院は放火犯に死刑を求刑しうることを認めた法案を可決した。

4 月

T Malolos (Bulacan）発：政府は警官殺害容疑のフク団指導者 E Pelayoの逮

捕に賞金5000ペソを提供している。

1 日 Vマルコス大統領は目下リベラノレ党に奪われているマニラ市長の座を来る11月

の選挙で奪回するために，ナショナリスタ党市長候補の人選についての党内の争

いを調整するためのロベス副大統領らからなる 3人委員会を任命した。

Vナショナリスタ党本部は党規にもとづかず地区党大会を開催せぬようにとの

通達を出した。これは Baeoloc市での大会について異議が出されていることに関

連してなされたものといわれる。

Vフィリピン・ナショナル銀行は，政府の米増産運動に協力するために，米作

農民への融資金の利子率の 9%から 7%への引下げ，担保としての土地の評価額

の引上げなどの措置を決定した。

Vアメリカ下院予算委員会は海外での軍事建設費として5億4930万ドルを承認

したが，そのうちフィリピン向けは1620万ドルである。
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2 日 T Villarealリベラル党党首は，マルコス大統領が，すでに議会を通過した“地

方分権化法”を大統領権限で廃案にしようとしていることに抗議する声明を発表

して，要旨次のように述べた。

もしこの分権化法が成立すれば，州および市はもはや中央政府の思いのまま

になるものではなくなる。彼等は所得税のとり分を現在の12%から17%に増や

すことができるし，その権限で地方警察，消防，司法機関などの長も任命する

ことができる。また農業開発関係の仕事も地方公共団体に移管されることにな

る。こうしたことは結局地方の農村地帯の住民にとって中央の専断から守られ

ることによって大いなる利益となる。

マルコス大統領は1965年2月，彼が上院議員であった時，同様の法案に賛成

投票をした。大統領となったいま，これに反対することは異常である。

Vマルコス大統領およびナショナリスタ覚下院指導者達は，地方自治強化のた

めの“最終的措置”として，住民税からの全収入を地方公共団体に与えることに

ついて合意に達した。

, Sagun下院議員（リベラル党〉は，政府の米・とうもろこし局が，ホンコン

商社を通じて中共30米万トンを輸入せんとしているのは不法であり，禁止せよと

主張した。

3 日 V下院で Roces議員（N）を議長とする特別委員会が，経済，軍事，政治の各

分野にわたるフィリピン＝アメリカ関係の再検討についての審議を開始した。

T Bicol地方出身のナショナリスタ党国会議員は会合を聞き， 政府が同地方の

米作開発に資金を出しおしみしていると非難した。なおこの地方は南ルソンの穀

倉で人口は総人口の10%を占める。

v国家警察検査委員 deCastro氏は上院財政委で証言し，全国の警察官の70%

以上が廃敗し，無能力であると非難して，次のように述べた。

3万人の警官のうち， 2万人は一般の事務的業務につく能力をもっていな

い。警官は殆んどの場合，資格や能力を基準としてではなく，政治的つながり

によって採用されている。

de Castroro氏はまた，人口増加，失業，経済情況の悪化，警官数の不足と装

備の悪さのために，犯罪が増加していると指摘した。

Vマルコス大統領は北部への 2日間にわたる視察旅行からマニラに帰着したが

この間， !locosNorteおよび !locosSur両州知事をはじめ多数のリベラル党員

を，ナショナリスタ党員に入党させることに成功した。
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f Espinosa労働相は， 労働運動内部の団結の重要性を強調するとともに， フ

ィリピンの大きな労働組合組織の多くは共産主義者に惨とうされていることを明

らかにLfこ。

4 日 V上院予算委員会は，大統領にたいし，1962年来廃止されている，大統領が外国

と通商条約を締結しうる権限を回復させるよう勧告した。これについて Ganzon

同委員会議長（N）は，この勧告は，国際貿易の急速な発展と，ラウレノレ・ラング

レー協定の失効接近とを考慮してなされたと述べた。

5 日 f Mata国防相代理と Winn少将 (JUSMAG司令官〉との間で，フィリピン陸

軍の Tabak師団に属する工兵大隊の米国からの装備援助に関する協定が調印さ

れた。

v政府は17人のメンバーからなるソ連文化使節団の訪問を許可しないことを，

治安上の理由から決定した。

f Roxas上院議員（L）は，多数の日本人業者がフィリピンに入国しているため

に，フィリピン人業者の権益が脅やかされつつある事態に対し対策を講ずるよう

主張した。

6 日 f Mata国防相は上院財政委員会で， 中部ルソンのフク団の活動は重大である

が，まだ直ちに危機をひき起すほどのものとはなっていないと証言し，さらに次

のように述べた。

フク団は自由に活動し，資金を集め，さらに人員を募集している。フク団が

資金を集めることに成功しているのは，地方の公務員，警察のだらしなさに帰

すことができる。しかし，精力的な情報収集活動によって，農村の困窮を救お

うとするための諸活動に従事する国防関係者をも含めて，フク団と連絡をもつ

ものをつきとめるための努力が行なわれている。

なお Manahan上院議員（PPP）は，フク団が中部ルソンの各地で“見えざる政

府”を組織し政治や経済に干渉していると述べたが， Mata国防相はこの発言を

実質的に裏づけたものといえよう。 （マニラ・クロニクノレ）

V世銀はフィリピン電力公社のミンダナオ地区とパターン地区における発電所

建設計画に対し，総額1200万ドルの借款を供与することを承認した。

7 日 Vラモス外相は，フィリピン政府は国内の米軍基地が適正に使用されているか

否かについて調査するつもりであると述べた。これはベトナム戦争に直接フィリ

ピン基地が使われている疑いがあるためとみられる。

Vマルコス大統領は，政府の米増産運動への民間の協力を促進するために， 52
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人の民間人からなる NationalRice Action Groupを結成した。

v政府は10人のメンパー（4人の新聞記者を含む〉からなる非公式のソ連およ

ひ守東欧諸国訪問貿易使節団へのパスポート発行を許可した。

8 日 T Camp Olivas (Pampanga）発： BarrioBalutoの道路上で4人の警察軍ノfト 〆

ローノレ隊がフク団に攻撃された。警官2名が死亡，民間情報員 1名が殺されたが

フク側の指導者Dante（賞金1万ペソがかけられている〉も死体で発見されたo

T Iloilo市発：当地の大金持で企業家の J.E. Locsin氏は BarrioBalabagで

2人の男から発砲され，重傷を負ったo

v上院は遅滞している法案審議を，残された33日間の会期中に促進するための

実行計画を採択した。

9 日 ，パターン陥落25周年式典がマルコス大統領参列のもとに Luneta公園で開

かれたo

T Pampanga州の Mabalacat,Sapang Balonのさとうきび、畑で、軍のパトロー

ル隊とフク団員が約20分交戦し， フク側の指導者 Suba（あるいは Cleto〕が殺

害された。

12日 vマルコス大統領は最近の政治論議の中心のひとつであった， “地方分権化法

案”を拒否した。しかし，これにかわる妥協的法案の提出が準備されているとい

われる。

拒否の理由は，この法案が違憲の恐れがあり，さらに政府の公共建設計画を阻

害するというものであった。

V第一警察軍管区の E.Zerrudo大佐は下院で証言し，中央ルソンのフク団の活

動について次のように述べた。

① Pampanga全域，西部 Bulacan，南西 NuevaEcija，および南 Tarlacを

含むフク団活動地域での情勢は重大である。

②人員および装備の不足している警察軍では，新たに南ベトナムのベトコ

ン型の組織形態を採用したフク団を撃滅することはできない。

フク団の新組織は，“正規兵”（全時間活動する武装したフク団員〉，“合法幹

部” （民間人スタイルのフク団員で，その任務は町，村での連絡網を組織し，

目的のために資金を集める〉からなっている。

“正規兵”は常に山中にひそみ， “合法幹部”は平和な市民の姿をしている

ので，フク団の核はそれがはっきりしないために武力行動によって叩くことは

できない。
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⑨ フク団の力の主たる源は地方役人が黙認していることからきている。

フク団は益々多くの人員を集めており，それも実際に給料を支払う形で募集

している。

資金集め係は月々 200ペソも手当をもらっている。

現在 170人のフク団“正規兵”と約 170人の“合法幹部”がいると推定され

る。しかし，少数であるにも拘わらず，彼等は中部／レソンの多くの地域で人々

を脅やかすことができる。

V一般繊維労働者協会は，最近日本および米国からの繊維製品輸入が急増した

結果，我が国の22の繊維工場の労働者達の聞に，操業短縮による解雇の不安が広

がっていることを明らかにした。

14日 V マルコス大統領は， J.Montemayor, G. Cuadraらの労働界指導者達と会談

した。この会談で労働指導者達は，農業関係の訴訟を取りあっかう判事や弁護士

達が，地主達の影響によって反小作人的となっており，土地改革計画の大きな妨

げとなっていると主張した。

彼等によれば，地主達の土地改革計画への反対は次のような形で現われている

という。

1. 小作人がひとたび分益小作から永小作へかわろうとするような意図をみ

せると，訴訟を通じて小作達を苦しめる。

2. 永小作地にせねばならなくなった土地を売却すること。

3. 利益を与えて判事や弁護士を地主側につけてしまうこと。

4. 警察をコントロールして，土地改革計画で、永小作人にせねばならなくな

った小作人達を苦しめる。

V農業・天然資源会議所の Montelibano会長と Castillo中央銀行総裁は，我

が国の経済問題解決のために是非必要な外資の導入は，明確な政府の外国投資に

関する政策が欠けているために妨げられているとして，直ちに外国投資法を制定

するよう要求した。

, Romualdez大統領特使はワシントンから帰着し， アメリカの対フィリピン

援助交渉の進展状況について，事態は進展していると述べた。

Vシャープ太平洋方面軍司令官は，米国は 6月末までにフィリピン軍の工兵5

個大隊に対する装備援助を完了させるだろうと述べた。

vラモス外相は 4月18～20日の第12回 SEATO年次総会と 4月20～21日のベ

トナム参戦国会議および国連総会出席のためアメリカへ出発した。
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15日 Vリベラル党はきたるべき選挙戦に向けての与党ナショナリスタ党攻撃の第 1

弾として，マルコス政権は殆んどみるべき業績もなく，計画も間違っていると非

難するステートメントを発表した。

ステートメントは，政府の全施策はその約束と大衆の期待からみれば不十分で

あり，またその経済開発計画は我々の国家的目標の殆んどと矛盾し，危険なほど

欠点の多いものであると述べ，さらに政府の経済政策が物価高を惹起し，大衆を

苦しめているとして，さらに次のように非難している。政府の新開発計画は私企

業部門に十分な刺激を与えることを主張している。しかし，実際には，それは外

国企業をも含めた，お気に入りの企業にあらゆる種類の支持を与えることを意味

する。その支持は自由な借款，脱税，独占的権益，その他の刺激という形をとっ

ている。

16日 Vマルコス大統領は，フィリピンでの外国および圏内投資に関する国策を定め

ることになる投資奨励法たる“フィリピンでの投資を奨励し保証すること，およ

び投資委員会を作り，さらにこれらの目的に要する経費支出を認めることに関す

る法”を直ちに立法化されるべきものであると認めた。

’ベノレギー貿易使節団訪問。

18日 V リベラル党の Mitra議員ら数名の議員は，ラモス外相が SEATOに対し，

フク団対策として民間工作員の派遣を求めたとの報導についてラモス外相を非難

し，純粋な悶内問題であるフク団問題に外国の介入を求めるべきではないと述べ

た。

V軍情報部筋はミンダナオで，インドネシアから逃れてきた中国人，ルソン島

から移住している元フク団員などを中心とする武装反乱計画が進めちれており，

彼等はすでに2個連隊と予備の 1コ大隊を武装しうる兵器をたくわえていると述

べた。

20日 Vマルコス大統領， Iloilo市訪問。大衆集会でリベラル党のマルコス政府攻撃

を妨害主義と非難。

V米軍のクラーク空軍基地のレーダ一関係設備倉庫が武装した6～7人の強盗

団に襲われ，レーダー・電気関係器具などが奪われた。

Vアメリカ政府商務省の出版物“ International Commerce ”はフィリピン経

済の今年の状況と見透しについて次のように述べている。

第2四半期に入ったフィリピン経済の今年の見透しは， 1966年に比して若干良

いようにみえる。しかし長期的には不確定要因が多い。
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新政権は圏内の金融を緩和したが，これは輸入見透しを明るくさせた。しかし

一方， 1966年末のアメリカ企業の地位に関するフィリピン裁判所の二つの判決は

外国からの投資にとって暗影をなげかけるものである。

またこの出版物は対フィリピン貿易において日本およびヨーロッパとの競争が

激化していることに注意を向けている。

22日 , Castillo中央銀行総裁は今年度は国際収支の悪化が予想されるとしてその原

因を次のように挙げた。

政府の4ヵ年開発計画達成のための外貨の使用増大，世界市場におけるコプ

ラ価格の軟調，政府の森林保護政策による木材輸出の減少，フィリピン製品を

輸入する先進国に不況が予想されること。

, Villarealリベラル党党首は，マルコス大統領はあらゆる政策決定を独裁的に

行なっていると非難し，議会は政府から国家政策を策定する権限を奪い返すべき

であると述べた。

Vナショナリスタ党上院議員 Diokno氏は，上院に対し，フィリピンの石油製

品供給の92%が三つの外国系会社により独占されている現状から，石油製品の流

通管理をおこなう石油局を設置するよう提案した。

23日 Vマルコス大統領は中央 Visayan諸県の視察旅行の途中， Danao市で， リベ

ラノレ党が彼の独裁について非難したことについて激しく反論した。

Vマルコス大統領， Cebu市に到着。

24日 V下院予算委員会でリベラノレ党の Barbero議員は， 現在のフィリピン軍は

1万4000人の士官および下士官を有するという政府答弁に対して，軍の実際の戦

闘力は定員の充足されていない7個大隊の戦闘部隊と完全に充足されている 1個

大隊にすぎず，その土官と下士官数は6000人にすぎないと述べた。

25日 V三木外相，東南アジア開発閣僚会議出席のためマニラに到着。

26日 Vマルコス大統領，三木外相会談。

v第2回東南アジア経済開発閣僚会議が，インドネシア，日本，ラオス，マレ

ーシア，タイ，シンガポール，南ベトナム，フィリピン各国代表を集めてケソン

市で聞かれた。

, Tolentino上院議員（ナショナリスタ）は，マルコス大統領の提出している

“投資法”は政府がフィリピンの投資家を外国投資から守ることを恐れているよ

うな印象を与えるとして，この法案を“非フィリピン”的と非難した。

28日 V東南アジア経済開発閣僚会議終る。
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’マルコス大統領，三木外相会談。

29日 , Salonga上院議員（リベラル党）はマルコス政府の R&R計画（道路と米〉

は単なるショウにすぎず，近代化を保証するものではないと述べた。
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フィ リ ピ ン

4 月
29日 T IsabelaのSanMateoにある休閑地 1万7000ヘクタールを反収の高い米作地

とする計画が開始された。

これは“RiceBowl作戦”と名付けられた国防省と農業生産性委員会協同の計

画の第1段階である。次の計画地は NuevaEcija, Pampanga, Cagayan，および

Nueva Vizcayaである。

30日 Vマルコス大統領は北部ルソンの Cagayan地区を視察した。

5 月
1 日 Vフィリピン国立銀行は，外国人仲介業者による価格操作を打破するために，

農民あるいはフィリピン人仲介業者から 1cavan当り 16ペソの支持価格でもみ米

を直接買い付けている。

同銀行は特に収穫期に入った Leyte,Samarの支店に買付けを開始するよう指

示し，フィリピン人仲介業者に対する融資をも行なうよう指示した。

なお農民達は，外国人業者に対する借金などのために収穫期あるいはそれ以前

に， 1cavan当り 9～10ペソで売却するのが通例となっているといわれる。

2 日 , Laurel議長はフィリピン空軍記念日式典で演説し，フィリピン軍の装備が

時代遅れとなっていると指摘し，アメリカの援助を要望した。

Vモスクワ発： ソビエト訪問中のフィリピンの“民間”貿易使節団団長の

Espirituフィリピン工業会議所会頭は，ソ連はフィリピンからの輸入品に対し関

税をかけないという特典を与える用意があることを明らかにしたと述べた。

3 日 , Castillo中央告艮行総裁はフィリピン企業家に対L, 1974年に廃棄されるラウ

レlレ・ラングレー協定にあまり頼るべきでないと警告し，米国以外の国に輸出市

場を開拓すること，地域協力を通じ近隣諸国との貿易を拡大することの必要性を

強調した。

Vワシントン発：ラモス外相は UPIとの記者会見で対米関係について次のよ

うに述べた。

フィリピンは米国がアジアにいることを歓迎し，アメリカからの経済および

軍事援助が継続することを望んでいるO しかしフィリピンでのアメリカ企業に
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与えられた特権はますます，“植民地主義の遺制七 “主権の侵害”とみられる

ようになっている。

フィリピン政府は経済の近代化と社会改革とを進める上で，アメリカの短期

的利害L それらがアメリカのものであるからではなく，それらがあるという

理由で，衝突する。フィリピンのアメリカ企業への特権を廃止しようとする動

きは反米とみられるかもしれないが，それはフィリピン人が自分の国を支配し

たいという望みにすぎない。

4 日 V下院通商産業委員会の Duman委員長は，政府の対共産圏貿易についての新

政策を支持し，もしソ連がフィリヒ。ンからの輸入品に特恵的待遇を与えてくれる

ならば，ソ連と貿易すべきであると述べた。

T Tolentino上院議員は， ラウレノレ・ラングレー協定終了後の新協定について

米国と直ちに交渉に入るよう主張した。

5 日 T Pampan伊丹lArayatの Arenas村付近で軍パトローノレとフク団 No.5の

Gregorio Ocampo （または George）に卒いられていると思われるフク団員とが

約15分交戦した。政府側に被害なく，フク側に負傷者が出たと思われる。

Vマルコス大統領は， NuevaEcija州Bulacanから彼等の不満を訴えるために

大統領官邸に集まった約1000人の農民達に対し，全中部ルソンを土地改革地域に

すると述べた。

彼によれば土地改革にとって唯一の障害は資金の不足であるが，しかし政府は

すで、に全中部ノレソンを土地改革地区とする計画を作り上げたということである。

なお大統領は今年初めPampanga第2地区全域を土地改革地区に指定した。土

地改革計画では小作人が借地保有権を申請しうるためには，その土地が事前に土

地改革地区に指定されていなければならない。

またこの日の農民達の要求は，国に納めるかんがい料金のヘクタール当り12ペ

ソから60ペソへの引上げを中止すること，かんがいの恩恵を受けない米作農民に

もかんがい料金を課すことを中止することなどであった。

6 日 Vマルコス大統領は，フィリピン銀行家協会は，投資を盛んにするために，生

産企業および貿易業者への貸出し資金の金利を現行の12パーセントから 9パーセ

ント（年利〉に引き下げることを決定し， 同時に中央銀行は定期預金金利を 6.5

ノξ一セントから 6パーセントに引き下げることを決めたと発表した。

Vマルコス大統領， Dava,o地区を視察。

T Villarealリベラル党党首は，国内の治安と道徳の悪化をマルコス政権がくい
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止められないでいることを非難し，これはマルコス政権自身が巨額の不正取引を

行なうなど白からに厳正でないためであると述べた。

7 日 , Davao市にて一一マルコス大統領はリベラノレ党からの非難に答えて， リベラ

ノレ党は政府の治安改善，行政組織の改善，経済開発などのあらゆる政府の努力を

妨害することを決定しているのだと述べた。

, Cotabato市発：当地方の市町村役人達はとうもろこし価格の低落に重大な

関心をよせている。政府の政策によれば，農民達からとうもろこしを買いつける

権限は Facomasに集約されている。しかし現行の価格はキロ当り 0.14ペソであ

るが，政府の支持価格は0.25ペソである。このことは政府の支持価格が単なる名

目で，実際は民開業者達が大もうけをしていることを意味する。このため当地の

農民達から現行の買付け制度の改善が望まれているわけである。

8 日 , Cotaba柏市発一一マルコス大統領は議会が会期中に予算案を含む政府の重

要法案の審議を終えることができないだろうとの報告をうけた後， 5月18日に議

会が休会に入った後直ちに特別議会を招集すると述べた。

V上院は，密輸・密漁防止，海難救助などの目的のために，フィリピン海軍の

なかに沿岸警備隊を設立する法案を可決した。

V下院はフィリピン国内産業保護を目的とする 2法案を可決した。

ひとつの法案は資本の40%以上は外国人が所有している企業がフィリピン国内

で営業せんとする時は，事前に国家経済審議会（NEC）の文書による承認を得な

ければならないとするものであり，他の法案は関税局に輸入品がフィリピン産業

の脅威となるか否かを審査する権限を与え，関税引上げなどの措置をとることを

可能とさせようとするものである。

Vマルコス大統領は Cotabato市を訪問したが，そこでの空港開設式で演説し，

政府は公共建設事業の遂行に際し，軍の工兵隊を使用するなどの形の私企業との

協同事業を行なうというその方針を続けるだろうと述べた。彼によれば私企業の

みに公共事業を任せた場合，質的に仕事が劣り，工期が遅れるとし，政治の介入

は，いろいろと問題があるとしても，現段階では必要であると指摘した。

9 日 , 1967年度フィリピン企業家大会は先週 Baguioで聞かれ，次のごとき決議を

採択した。

0 Laurel-Langley協定は 1974年をもって廃棄されるべきであり，新らしい

フィリピン＝米国間の協定は，両国が輸出によって利益をうることができる産

物の特定リストをつくり，それについてのみ特恵関税を認めるという規定を含
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むべきである。

0対日通商条約は，日本企業がフィリピン産業の脅威となった場合，条約の

一部あるいは全内容を廃棄しうるという留保条件をつけて批准されるべきであ

る。

0大統領により認められた投資奨励法を議会は若干の修正をしても可決すべ

きである。

10日 T Balatbat商相はフィリピンと米国との聞の特別の貿易関係は将来も維持され

るべきであると述べ，ラウレノレ・ラングレー協定の全面的廃棄に反対の意向を表

明した。しかし新協定はフィリピン工業の保護のための諸条項がつけ加えられる

べきであると述べた。

T Camp Aquinaldoから発表されたところによると，全国の軍駐屯地で将来性

のある兵士達に対し，新らしい科学的米作法の訓練が行なわれることになったと

いう。

12日 V上院国防治安委員会 Manahan議長は，フク団が見えない，もうひとつの政

府を樹立し，中部ノレソン大衆の多くを支配下に納めていると述べるとともに，フ

ク団活動に関する同委員会の報告書を発表した。同報告は次のごとき指摘を行な

っている。

l. フク団の精力的な資金集め活動は，政府情報組織の弱体を裏書きしてい

る。

2. フク団と政府役人との不正な結びつきがみられる。

3. フク団の最高目標はなおも共産主義政権樹立にある。

4. 大衆がフク団の手に入る前に政府側に獲得せねばならない。

5. 中部lレソンでの政府施策が不十分なままに終れば広汎な幻滅をひきおこ

しかねない。

6. 土地改革の不十分さのために社会不安の増大を抑制できなかった。土地

改革および、中部ノレソン開発計画担当機関は予算不足，政策の欠除，熱意のなさ

のために活動を阻害された。

Vミンダナオの Cotabato選出のリベラノレ党議員 Pendatun氏は，マルコス大

統領の最近の Cotabato訪問の結果多数のリベラノレ党員がナショナリスタ党に入

党したとの報導を否定する声明を発表し，脱党者は少数であり，マルコス大統領

が同地域訪問に際し大歓迎されたのは，彼が同地方に 1億ベソの農業開発を中心

とする公共事業費を投入すると約束したからであると述べた。
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Vマルコス大統領はネグロス島の Dumaguete市を訪問した。

V統計局発表によれば，マニラ市の低所得階層消費物価指数は 3月の154.37か

ら4月には153.95とわずかに低下した。

この低下は肉類，魚類，果物，野菜などの食品が値下がりしたことによる。し

かし穀類価格は2.54%上昇した。しかし全食品の物価指数は 3月の166.67から 4

月には164.00となった。

その他の品目の値動きは少なかった。

13日 Vマルコス大統領はミンダナオおよびスルへの視察旅行を終えて，マニラに帰

った。

Vフィリピンのココナット生産者業界は，アメリカ市場向け輸出が，米国内で

の油脂生産の増大のために，悪化するだろうとの見透しに立って，東欧およびア

ジア諸国への新市場獲得に向うべきだとしているO

14日 , Camp Olivas, Pampanga発：当地を訪ずれた Mata国防相は， 1月以来フ

ク団にゅうかいされて行方不明になっているとされている AngelesCity Mail 

編集者 Tuazon氏を含めた約30名の Angeles市民の捜査を強化するよう指示し

た。

15日 , Montelibano農業・天然資源会議所会頭は， Si lay-Saraviaの砂糖栽培農民

が， 同地域の米系の精糖会社 Hawaiian-Philippines会社の独占を免がれるため

に，近代的な精糖工場設備を日本から買い付ける計画を立て，これにフィリピン

国立銀行が融資を行なうことを決めたことに賛成し，上院の調査委員会でその旨

三正言・したo

vマルコス大統領は，ラオスのコン・レ将軍の亡命を許可した。

16日 V上院は，マニラ市にある中央政府官庁をケソン市に移すことを促進すること

を求める法案を可決した。

17日 Vマノレコス大統領は18日に議会が休会に入った後， 6月1日に特別議会を招集

することを決めた。これは予算案をはじめとする主要法案が審議未了となってい

るためである。

なおその他の主要法案には，⑨29億ベソにのぼる公共事業関係法案，これは主

に道路建設に関連する，②工業界が望んでいる関税法改訂案，③フィリピン沿岸

警備隊創設法案などがある。

Vマルコス大統領は議会指導者達と会談し， Namarco－全国交易公社を廃止し

新しい物価安定機構を設立することを決定した。 Namarcoは12年間の歴史をも

-5- 一（ 53）ー



フィリピン（ 5月）

つが，負債が多く経費がかかるうえ，いくつかのスキャンダノレがとりざたされて

いた。なお新機構は Namarcoのように広汎な商品の輸入権限をもたず，基本的

商品のみを輸入することになり，またそのサービスは小売商向けのもののみとな

るといわ*1,る。

T Sorsogon発：ヘンプの価格が継続的に低落しているために， ミンダナオの

Bicol地区のアパカ生産者達は，アパカの作付地を破壊して，もっともうかるコ

コナットの生産に移行しているという。そしてすでにSorsogonだけで700ヘクタ

ールのアパカ作付地がココナットに転換したといわれる。

18日 Vマルコス大統領は今年初の公式記者会見で当面の諸問題につき次のごとく見

解を表明した。

まずアジア開発銀行がフィリピン向け借款額を 500万ドノレに制限したことにつ

いて，これでは何もできないと非難した。

次にフク団の脅威については，それが重大な問題となっていることは認めたが

直ちに非常な脅威となるものではないと述べた。フク団の勢力については警察当

局の，武装勢力は50～100た、とするー推定がもっとも正誌なもので、あろうと述べた

が，フク団が“議会闘争”の手段をも採用していることに注意をうながした。

また対共産圏貿易については大統領は公式にはいかなる提案も受けていないの

で論評できないと述べた。

T Bataan州、IPilarのAlaUli村のフク団アジトでフク団 No.3の Delioに卒

いられていたフク団員と警察軍とが交戦，警察軍部隊員4名が死亡， 4名が負傷，

フク団員3名が死亡した。

T Lopez副大統領兼農相は，日本人調査団の勧告にもとづいて，日本米デモン

ストレーション農場設立地域が3ヵ所選定されたと発表した。場所は Naujan,

Mindoro; San Miguel, Alangalang, Leyte del Norte; Titay valley, Zambo-

angadel Surであり，各々1000ヘクターノレからなる。

19日 V米・とうもろこし生産調整評議会は，次の米の収穫期に備えてより多くの倉

j車と精米所を設立するために，私企業部門が協力するよう呼びかけた。

20日 T Caram議員（ナショナリスタ党， Iloilo選出）はPampangaのサン・フェノレ

ナンド・ロータリー・クラブで演説し，マルコス大統領は公共事業と食糧用生産

という 2大重点施策のほかに，農村開発にも同様の比重を与えるべきであると主

張した。

v北東ミンダナオの青年労働組合委員長 D.V. Cueto氏は不法に労働者を搾
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取している伐材業者を非難して次のように述べた。

厚顔な伐材業者による不法活動の結果として，政府と労働運動はその正当な

利益を奪われている。マルコス大統領に影響力をもっていると称する一部の大

業者は，利益を上げながら収益を正しく政府に報告せず，木材業法や労働法を

侵犯している。

21日 Vマエラ郊外のPasay市で、大統領官邸に抗議行進をしようとして集まった，狂

信的な国粋運動団体である“LapiangMalaya" （または自由運動）員に警官が発

砲，同団体員31名が死亡，警官 1名が死に，他にも多数の負傷者を出した。また

多数が逮捕された。

23日 v警察軍部隊は PasayのLapianMalayaの本部を捜索し，書類などを押収し

た。書類にはLapianの閣僚リストなども含まれている。なお Delos Santosら

多くの指導者は目下，国立精神病院で精神鑑定を受けている。

25日 V ミンダナオ開発局総裁は，総額1億6800万ベソに達する，ミンダナオの商品

作物開発およびその加工工場建設のための諸計画を実施するために，金融および

資材提供を受けもつことになる米国を中心とする主な外国企業との話合いを開始

した。

26日 T Camp Vicente Lim, Laguna発：警察軍第2管区司令官は， LapianMala-

yaの勢力の強い，南部 Tagalogおよび Bical諸外lでの Lapianの動きを警戒す

るよう指示した。

Vフィリピン・アパカ生産者協会が明らかにしたところによれば，ミンダナオ

の Bicol地区，東部Visayas地区でアパカからココナットへの作付転換が進行し

た結果，今後7年間に毎年3千万ベソの損失が国家にもたらされるということで

ある。

27日 Vインドネシアのマリク外相，マニラ着。

T Camp Olivas, Pampanga発：警察軍第1管区当局は中部yレソンの Lapian

Malayaのメンパーがフク団との同盟を進めようとしているとの情報を検討して

いる。 Ileto同管区司令官は同地域の LMメンバーの動きを完全に調査するよう

命じた。

28日 Vマリク・インドネシア外相はマルコス大統領と会談し，新しい東南アジア地

域連合に関するインドネシアのプランを説明した。

Vマルコス大統領は，農民協会連合第6回年次大会で演説し，米ととうもろと

しの増産の基礎はすでに固まったので，政府は貯蔵と集配の問題に注意を向けて
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いると述べ，フィリピン国立銀行は倉庫および乾そう施設に 1億ベソの資金融資

を用意してし、ることを明らかにした

29日 Vインドネシア，フィリピン両国は現在の東南アジア連合（ASA）を拡大して，

新機構をつくりあげようというインドネシアの計画について，タイ，マレーシア

を両国を含めた会議を開くことに同意したといわれる。

T ASA （東南アジア連合）の通商産業代表者会議が開催．され， ASA諸国聞の

貿易障害を除去する問題について討議された。

Vマルコス大統領は特別議会での法案審議について打ち合せるために両院指導

者達と会談した。

30日 Vマリク・インドネシア外相帰国。
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Lapian Mα1αyα 問題

' 5月23日付： ManilaDaily BulletinのJoseDe Vera記者は， Pasay市で大流

血事件を引き起した“LapiangMalaya，，運動の性格について要旨次のように報じてい

る。

“Lapiang Malaya，，運動は1957年，その老年の指導者Valentinde los Santosが

初めて大統領選挙に立候補した時から始まる。彼はそれ以来常に大統領に立候補し

ている。

しかし，政府はこの運動にそれほど注意を払わなかった。そして最近この団体が

党員証をもっ党員440万0414人にまで拡大してきているのに気付いたのである。

団体員の大部分は文盲，中年過ぎで， Quezon,Laguna, Bicol各州の山間部に住

む人々である。若干の最近の加入者には， Visayas,Mindanaoからの者がいるし，

またいかがわしいゲリラ組織員である者もいる。

指導者達ーーーそのひとにぎりは教育を受けている者もいる一一ーは現金または現物

でメンパーから寄付を集めている。

Cruz中将は彼が警察長官時代に， Campo少将は第2警察管区司令官時代に最初

にこの運動の危険性について警告した。その頃この団体は“WatawatNg Lahi” 

として知られ，軍事的武器としてのグリラ組織をもった主として宗教的団体であっ

Tこ。

1957年 12月22日， Cruz,Campo両将軍は傘下の部隊に Bicol県の四つの地方

Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Surの同団体員をー網打じんに

するよう命じた。これは彼等が同地域の軍と政府施設に攻撃をするという脅威のた

めであった。

この時逮捕された団員のひとりは，同団体の目的が反乱を起し，指導者Valentin

de los Santosを大統領にすることであると告白した。

しかし軍当局は当時この運動に対し，徹底的な行動をとらず，むしろ監視をゆる

めてしまった。

その後 De los Santosはその本部を Pasay市に移し，組織の名称を“Lapiang

Malaya" （独立党〉とした。この団体は，労働団体として政府に登録された。

この運動の指導者 Valentinde los Santosは1884年， Sorsogon Bulanに生れ
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た。その後彼の家族は CamarinesSur州 Nagaに移った。彼はそこで Jesuit神学

校を卒業し， 1905年に牧師として6年聞過した後， Manila Trade Schoolの女教

員と結婚したためにパチカンから破門された。

何年か後，彼は自分自身の宗派を作った。彼はそれを“WatawatNg Lahi”と呼

び，メンバーを集めるために宗教議式への費用をなくすことにした。彼はまた牧師

を任命することはせず，自分であちこち布教して歩いた。

彼は彼の政治原則を 1、y【lings-

イリピン独立法においてU、るO

“Lapian”の教義は次のようなものである。

1 . De los Santosは国民の指導者であり，彼の教えは国の法である。彼の追

従者達は，彼が神性をもち，天国と話し合えると信じている。彼は追従者達に天

国での“明るい明日”を約束する。

2. タガログは宇宙の言語である。これは生れた赤子の泣き声が世界的に同じ

で，これをタガログ語で， “私は私に生を与えた神を求めている”という意味の

言葉を話していると彼等が信じているところからくるO このため彼等はタガログ

は世界の全ゆる言語の基礎であると信ずる。

3. キリストはまもなく再復活する。しかし今回の復活は第 1固とは異なって

反キリスト教者の人々を首切るために剣をきらめかせ，刺すような限をもって現

われるだろうという。

4. メンパーは彼等を導びく精霊の存在をしっている。

5. “bolo”（山刀〉はフィリピンの自由のシンボルで、あり，彼等のユニフォー

ムは“お護り”である。

6. メンパーはフィリピン政府の権威を信ぜず，憲法および独立記念日を承認

しない。また市民証を購入しない。

7. フィリピン国旗を認めず，自分達の旗をもっ。

8. 本部では自分達で紙幣を印刷，また新聞を発行する。

さてこの“Lapiang”は以下のいくつかの暴力事件などに関係してきた。

1. Albay, Sorsogon, Camarines Surにおける PedroBorja暴動， この暴動

で人民警察軍人，警官など数名が死亡した。

2. Quezon州の LopezとGumacaでの武力衝突。

3. 毎8月26日の Luneta,Blintawakでのグループ集会。 “力の示威”を目的

としている。
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4. 政府打倒， Delos Santosを大統領とすることを要求する数々のデモ。

5. 最近マニラで聞かれた7ヵ国最高首脳会議の聞に，約千人の Lapianメン

バーが騒ぎ、を起そうとした事件。これはマニラ警察と治安部隊が時宣をえた干渉

を行なったために，やっと大事に至らずくいとめられた。

さてここで問題となるのは，去る21日の朝，なぜ山刀をもっているだけの彼等が

ライフルで、武装した兵士達に突撃したのかということである。

これは， Delos Santosがお祈りをとなえ，白い水晶を口に含んでいさえすれば

弾丸も身体に当らないと信じさせたからだという。彼等の祈りは，

SATOR 
AREPO  
TENET  

OPERA  
ROTAS という。

これがどの方向からも読めることに注意したい。

そして弾丸の無害を信じさせるために，弾をつめないピストルによって，祈りを

終えたメンパーに発砲するといったことをやっているといわれる。

しかし今回の事件の後，この祈りがききめがなかったことは明らかになった。彼

等は何が悪かったのか不思議がっていよう。恐らく口に含んだ、水品の量が指示され

たものより少なかったのかもしれない。
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5 月
31日 Vマノレコス大統領は，地方の各警察，密輸取締りセンター，関税局，移民局な

6 月

どの長に対し，管轄地域内での犯罪発生状況について月間報告を提出するよう命

じた。

Vマルコス大統領は，外国貿易に関する各省間，また政府と民間の聞に意見の

相違などを調整するための，外務省役人を議長とし，各経済官庁からの役人によ

って構成される委員会を設立することを決めた。

Vマルコス大統領は目下オランダで公演中の2人のフィリピン芸術家からの，

ソ連その他の共産諸国への訪問申請を許可した。

Vフィリピン，マレーシア，タイの ASA3ヵ国は相互の間で自由に交易しう

る21品目のリストに合意した。

1 日 V特別議会聞く一一一予算案などの重要法案を審議するための，会期30日間の

特別議会が聞かれた。

v南 Tagalog地方の宗教団体“ Watawatng Lahi”のメンパー約200人は

Lagouna, Los Banosの第223警察軍中隊前に集まり，彼等は Lapianとは関係

がないと主張した。

Vマルコス大統領夫人は 405人の Lapianメンバーが収容されている Camp

Crameを突然訪問した。

V貿易自由化などの諸問題を討議するための ASA3ヵ国会議開催。

2 日 T Pasay市裁判所は 5月21日の暴動で逮捕された LapianMalayのメンパー

396人のうち347人に対しては反乱罪を適用しないことを決定した。

vフィリピン消費者全国運動の Benitez議長は治安問題が食品などの値上りの

ひとつの要因となっているとして，次のような情況を指摘している。

地方からマニラへ野菜，果物，肉などを運ぶ車は悪徳警官達に保護料を支払

うことを強制され，そのため物価が一層高くなっている。これは特に Batangas

とマニラの問のハイウェーで激しいという。政府がこうした警官に対して処置

をとらねば，人民は政府への信頼を最終的に失なってしまうだろう。
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v社会保険機構（SSS）は低所令得者会員用にごゐつの措置を講ずることにした。

ひとつは月給が 500ペソ以下の会員への米の信用貸しである。これは使用者側

企業が30日の約束手形をふり出すことにより発効されるもので，会員は 1月45キ

ロあるいは 2ヵ月 100キロの米を，年利6%の分割払い（月給より差引き〉で購

入できるというものである。

次は低所得用住宅建設計画で，詳細は7月に明らかとなるが，企業が雇用者用

の住宅建設を促進するのを助けるための施策である。

Vフランスを訪問中の Calalang国家経済審議会議長を長とするフィリピン経

済使節団は，フランス大蔵省次官 Nungesser氏と会談した。

3 B Vフィリピン・アパカ生産・輸出業者協会の Villanueva会長は，現在のアバ

力危機について次のように述べた。

対策として価格安定とアパカの用途の多様化とが考えられねばならない。安

定計両によりアパカ価格の低下による農民の困難を救い，多様化計両によりア

パカの新しし、用途，市場を見出さねばならない。

アパカに替って楠えられているココナットは実を結ぶのに7年間かかる。し

たがって，この結実期までに国家は毎年3千万ドルずつ損害をうけることにな

る。

したがって木協会は大統領に，アパカ支持価格の制定と，アパカの多様的利

用の増加を要請する。

v反乱罪の適用を免がれた Lapianメンパー 347人が釈放され，軍のトラック

で各自の出身地に送り返された。

T ASA諸国会議は 3日間にわたる会議を終えるにあたり， ASA自由貿易地域

設立のための広汎な調査活動を開始することを決定した。

4 B V警察軍の人員が 1万7千人から 2万人に増強されつつある。公報によれば，

警察軍のこの人員増は， 10月，すなわち選挙の 1ヵ月前までに達成されるものと

みられている。

また国防軍当局は大統領に対し， 6月18日から“地上”軍が警察軍と陸軍に分

けられるのにともない，勤務名簿中から両者に分けられるべき人名リストを勧告

しfこという O

Vマルコス大統領は米国のために，南ベトナムで働くフィリピン人労働者達の

給料が，フィリピン内でドルで支払われることを望んでいる。また大統領はフィ

リピンにある米大使館， AIDなどのフィリピン人雇用者もドルで支払いを受け
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ることを求めている。

なお現在ベトナムには3000人のフィリピン人労働者がおり，年間1100万ドルの

収入を得，そのうち80%を主にパンク・オプ・アメリカを通じ本国に仕送りして

いるといわれる。そして本国で、はパンク・オブ・アメリカ支店がペソで支払って

いる。

5 B , Ganzon上院議員は議会での質問で，政府赤字の増大傾向について次のよう

に指摘した。

1. 現会計年度に政府は 2億0500万ペソの財政赤字に直面している。

2. 資金不足のため40億ベソの支出をともなう諸法律が実行されなかった。

3. マルコス政府の最初の 1年間に公債は約5億ベソ（35億ペソから40億9

千万ペソへ〉増大した。

4. 来年度予算要求22億ペソのほかに政府は総額25億7500万ベソに達する予

算を要する法案を提出している。

Roxas上院財政委員長は， これに対して， 公債が政府が替るごとに増大して

いることを認め， 次の数字をあげた。 Garcia政権の末には 25億2500万ベソ，

Macapagal政権の末には35億ペソ，そして現在40億9000万ベソ。

総額25億ペソに達する“第2予算”については，これらは“固定的，補助的，

継続的支出”であって，電化行政，ミンダナオ開発，金鉱への補助金，国鉄への

支出などが含まれていると述べた。

Vナショナリスタ党マニラ地区大会は来るマニラ市長選挙への同党候補に，労

働指導者の R.S. Oca氏を選出した。

彼は対立候補の Bagatsing前国会議員を 194対104票で、破った。しかし前日の

大会では，得票が両者とも必要数に達しなかったとはいえ， 170対164でBagatsing

氏が優勢であった。このため Bagatsing氏は直ちに， Oca氏の勝利は票の買集

めと，テロなどによるものであると激しく非難した。

Vフランスを訪問中のフィリピン経済使節団は，プランス側との話合いを終え

たが，その結果ブラシスの五つの銀行と企業がフィリピンに 4千万ドノレの借款を

与えることが決った。フランス側企業は“BanqueNationale de Paris’t“Societe 

Generale”，“Banque Francaisedu Commerce Exterieurぺ“Banquede Paris et 

des Pays Bas”J‘Union Europeanne Industrielle et Financiere”であり，スリ

ガオのニッケノレ鉱開発，いくつかの空港建設，通信，工場建設などに融資するo

V ロムアノレデス蔵相の報告によれば， 1966年7月から1967年5月までのマニラ
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港の関税収入は688,941,351.65ペソに達した。これは昨年同期間（1965年7月か

ら1966年5月〉に比し192,864,663.62ベソ（39.50%）の増加であるという。

v農業信用局の発表したところによれば，同局はマノレコス政権の17ヵ月間に 4

万4561人の農民に対し， 2613万ベソ以上のいろいろな形の信用供与を行なった。

このうち1100万ベソは米作農民に対する肥料，殺虫薬などの形での信用援助で，

その他は現金である。

この貸出額は，前政権の17ヵ月間をとった額の2倍以上となっている。

また上記貸出額のうちすでに1900万ペソが返済された。

V土地改革は資金不足で妨げられている （ManilaDaily Bulletin, R. I. Goco 

記者）一一：土地改革法の実行を妨げている主たる要因はそれを達成するための

活動に必要な資金の不足であるO

これは特に改革計画で、の土地獲得過程についていえる。土地銀行一一これは大

きな地主所有のエステートの買収に融資を行ない，その土地を分割し，土地なき

農民に25年間の分割払いで再売却するという機能をもっ一一は，わずか土地買収

用に 200万ペソの資金しかもっていない。このため土地改革事業は大したことが

できないのである。

法律上，土地銀行は15億ペソの資本をもち，そのうち 9億ペソ（すなわち 9千

万株〉は政府が完全に引き受け， 6億ペソ（すなわち 6千万株〕は民間が引き受

けることになっているO 法律では政府は最初2億ベソを支出し，法律通過の翌年

に1億ベソ， 2年後にも 1億ペソを支出することになっている。したがって土地

銀行は現在までに，当然4億ベソの資金をもっている筈である。しかしこの政府

の現金支出約束分は現在まで実行されていない。

政府は現実に資金をもたないので，政府は他の方法で土地銀行に資金を与えね

ばならない。ひとつの方策は政府所有不動産の処分であり，マニラ市などにある

重要性の低い不動産の処分で 5千万ベソが捻出されるとみられた。司法省はこう

したことに賛成しようとはしなかったが，マルコス大統領は不動産処分を検討す

るため蔵相を議長とする委員会をつくった。そして大統領は土地改革のため政府

所有不動産の処分を可能とせしめる法律を現議会に提出した。また中央善良行の国

際収支勘定の再評価として知られている，ある種の資金をこの目的に支出するこ

とを可能とするよう法案も提出されている。

現在，土地問題当局はパンパンガ州第2地区での大土地所有エステートをリス

トアップしている。これらの土地は地主達から自発的に売却の申し出がなされて
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いる。もし上記2法が通れば，政府はこれらの土地を買収しうのである。（要約）

6 日 V下院は R.Roman議員（下院銀行・会社委員会議長で RepublicBankの大

株主）提出の“銀行固有化”法の審議を開始した。

7 日 V中東戦争の及ぼす影響について検討し，対策を立てるためにマルコス大統領

と閣僚との会議が聞かれ，その結果，次の諸点が決定された。

1. 緊急事態に対処し，民間防衛組織と協力するための計画の達成に責任を

もっ特別委員会を作る。

2. Balatbat商相は私企業と会い，国内物資，輸入品のストックを行なうよ

うにする。

3. 石油のストックは十分ある（手持は原油で30日分〉ので，国民に安心さ

せる。

4. 米は当分は十分あり，輸入予定分も確実に届くことになっていることを

明らかにする。

V リベラル党本部は8月中旬に，上院議員選挙立候補者選出のために全国大会

を開催すると発表した。

' 6月6日に NuevaEcijaの三つの郡の約1400人の LapiangMalayaメンバ

ーが Bongabonで集会を聞き，政府に対して土地改草の実行を要求して行進を行

なった後，彼等の山万，制服などを警察側に引き渡し， Lapiangからの脱退を宣

言したと CampCrameから発表された。

V米・とうもろこし局は中東戦争対策として， 4万トンのベネズエラ米と 5万

トンのアメリカ米を発注した。

8 B V豪雨のためマニラ市と郊外が洪水におそわれ， 22人が死亡，首都地区の60%

以上がマヒしている。

Vロムアノレデス蔵相は， 4ヵ年経済開発計画の初期の成果は大いに勇気を与え

てくれるものであるが，計画の適切な遂行を妨げている政府内の官僚主義，形式

主義を排除していく必要があるとして，次のように述べた。

4ヵ年計画には次のごとき目的がある。

1. 1人当り所得を年率0.3%から1970年までに2.5%まで引き上げること。

2. 国民総生産の伸びを年率6.5%に引き上げること。

3. 雇用機会の増大。

4ヵ年計画はこれまで次のごとき成果を上げた。

1. 1966年の農業生産は1965年の 8.9%増。
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2. 食糧生産は8%増。

3. 主要生産物の生産は11.1%増。

4. 1966年には1965年の 4倍といえる 8%の工業生産の伸び、をみたこと。

5. 工業への投資の増大。

6. 外資の増大，総投資の67%がフィリピン人による。

7. 1966年末までに1406.6kmの道路建設が行なわれたこと。

ロムアノレデス蔵相は， 1966年1月から 1967年4月まで、に政府は工鉱業に18億

1030万ペソの借款援助を与えたと述べた。

また経済開発を阻害する問題点として次のものを指摘した。

l. 進行中の計画への資金の獲得，特に外資。

2. 技術者の不足。

3. 政府各部門間の調整の不足。

9 日 Vマルコス大統領は，テレビ番組のなかでフク団問題について次のように述べ

fこ。

異端者達は厳しい政府の監視下におかれている。中部yレソンで親共的農民達

が作っているという“かげの”政府については，それが存在するとは思わない。

フク団の残存分子が政府転覆を図っていることは認めるが，いわゆる彼等に

よる徴税行為なるものはマフィア的な強奪者組織のしわざにすぎない。

マルコス大統領はまた， ManuelP. Manahan上院議員を長とする委員会のフク

団についての報告について，それはフク回復活を過大評価していると述べた。

10日 Vマニラなど都市部で犯罪増加一一ManilaDaily Bulletinの B.Alasaybar記

者はフィリピン警察統計についての警察側発表にもとづき次のような数字を指摘

している。

マニラ首都圏の犯罪発生率はその他の地方の30倍であって，圏内の 4rtf，マ

ニラ市，ケソン市，パサイ市，カローヤン市のうち，パサイ市で， 1966年には

1965年に比して最大の犯罪増加を示した。この4市の平均増加率（1965年から

1966年への〉は 7.8%である。一方地方で、の犯罪は減少した。

たとえばマニラでは重大犯罪（殺人，暴行などと〉軽犯罪（盗み，傷害など）

の件数は1965年の9308件から1966年には 1万0122となった。パサイ市では1965

年の1955件から1966年には2510件となっている。

マニラ首都圏全体では重大および軽犯罪数は1965年の 1万9083件から1966年

には 2万1075件となった。一方地方では1965年には7346件の重大犯罪があり，
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1966年には6928件となったQ 軽犯罪は1965年の4140件から1966年の3166件とな

っfこO

また1966年の州別の殺人事件数を，多いものから10）十｜並べていくと，

llocos Sur, Pangasinan, Cebu, Cotabato, Zamboanga del Sur, Quezon, 

Negros Occidental, Leytedel NorteおよびCamarinesSurとなる。

さらに総犯罪件数についてこれをみると，

Cebu, Rizal, Camarines Sur, Negros Occidental, Davao, Leyte del Norte, 

Pangasinan, Albay, Laguna, Tarlacとなる。

V外務省筋によれば，ホンコンを経由して相当な数のフィリピン人が目下中国

政府のゲストとして中国内に滞在しているという。

そのなかには政府の外交政策に批判的な V.Sagun議員がいるといわれる。ま

た情報筋によれば 1人のフィリピン人が紅衛兵の作戦会議に出席したという。

T Lapiang Malayaの49人の逮捕者に対する裁判が Passay市裁判所で聞かれ

た。なお逮捕者のなかには， Lapiangの最高指導者 Valentinde los Santosら

6人の幹部が含まれている。

1 1日 T Nueva Ecija州 Cabiaoの Pinipit村付近で，政府情報員といわれる 2名を

含む 5人の民間人が，フク団員と思われる 2名の男に銃撃され， 4人が死亡， 1 

人が重傷をおった。

13日 Vマルコス大統領は，現特別会期に彼が提出している諸法案が，いずれも会期

半ば近くの現時点において可決されていないという事情から，議会指導者達を招

き，特別会期を再度招集したくないので現議会中に全力をつくして諸法案の可決

に努力するよう要望した。

16日 T Pasay市裁判所は LapiangMalaya指導者 Valentinde los Santosが過去

3年来“精神異常”であったと認め，彼に対する反乱罪適用を除外するとともに，

病院に監禁することを命じた。

V ロムアノレデス蔵相は，所得税収入が増加しているとして，次の数字を報告し

た。 1966年7月1日から 1967年 5月31日までに， 520,063,788.72ペソが徴税さ

れた。これは1965年7月1日から1966年 5月31日までの数字449,004,563.57ベソ

に比して 15.83%増である。

' （ニューヨーク発）ロベス副大統領，比一米関係について演説。

17日 Vマルコス大統領は彼の経済スタッフに対し，全国で行なわれている公共事業

について，常に大統領にその進行度を知らせるような体制をつくりあげるよう命
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じた。

19日 V上院は大統領に対L，全体で25万8千平方メートノレ余にのぼる九つの商業地／

区の政府所有地を売却し，その収益を土地改革計画の達成のために使用する権限

を与える法案を可決した。なお，その収益の75%は土地銀行に与えられ， 25%は

農業信用対に与えられる。

V下院，銀行国有化法を否決。

21日 マルコス大統領は，議会が予算案をはじめ重要法案のすべてを現時点までに可

決していないために，もう一度特別会期を招集せねばならないかもしれぬと述べ

fこO

V上院およびド院の各国防治安委員会議長 Manahan議員と Nararro議員は，

アメリカから工兵部隊の装備が Aguinaldo基地に到着したのを視察し， 到着し

た装備は約束の 5個大隊ではなく 2個大隊分しかないと不満を表明した。

22日 V石油企業でスト続発一一1週間前からストライキに入っているシェル石油従

業員につづ、いて，本日エッソ石油のパターン石油精製所がストライキに入ったと

いわれる。さらにカルテックス従業員連合も超勤労働に対する不払いを理由に経

営者にスト通告を行なったという。

なおこれらのストは激しい労使の対立をみせているシェル労働者への｜司情スト

の色が強いとみられている。

25日 Vラウレノレ下院議長は Lipa市でのロータリー・クラブの会合で演説し，平和

を守るために，政治，イデオロギーの異なった国々とも国交をもつべきであると

述べた。

26日 V上院， 1968年度予算案可決一一上院は，両院合同委員会が同意した7月1日

から始まる財政年度のための， 2,274,955,972ペソの予算額を可決した。

予算案についての合意は上院が，政府情報活動費の支出明細に対する厳格なチ

ェックというその要求を引き下げたこと， Cebuの Badianでの発電所建設計画

費を復活させることが決められたことによってなされた。

Vラウレノレ上院議長は， 2千人からなる在南ベトナムフィリピン民間活動隊グ

ノレーず（フィノレカグ〉の引揚げを提案した。

27日 Vナショナリスタ党マニラ支部の Tolentino議長は，きたるマニラ市長選挙の

ナショナリスタ党候補として先の大会で選ばれた Oca氏をのけ， Bagatsing氏

を選ぶことに決めたQ

一方 Oca氏はこの決定を不満とし， あくまでも彼が市長候補であると主張し
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ているo

T Yan警察軍長官は，宗教的政治団体“LapianMalaya，，を解散せしめる措置

をとるとともに，全国の警察，軍，政府機関などに対し，その他のあらゆる宗教

的政治団体を解散せしめるよう命じた。

v土地銀行は土地改革計両達成のために，三つの金融的方策を利用することに

なった。

これはノξーター，現金販売，現金・証券販売の三つで、あって，土地銀行が小作

人に分配するための総額1億8832万1144ペソの地主所有エステートの買占めを促

進することになろう。すなわち自発的に土地を政府に売り渡そうとする地主が，

パーターと現金・証券販売のいずれかを選択しうる。もしパーターを望めば，土

地銀行は政府の公有地を彼等に見返りとして与える。

現金・証券を望む地主に対しては土地銀行は一部を現金で，｛也を証券で支払う

ことになる。証券は後に政府により地主の選択にもとづき，土地か他の財産によ

って支払われる。

全てを現金で売却することは政府による土地の接収を意味する。しかし地主は

部分的に公共用地による支払いを受けるものとされている。

28目 v下院， 1968年度予算案を可決

Vマルコス大統領は，ラモス外相に対し，フィリピン内の米軍基地がベトナム

戦用に直接使われているという非難に対し，真相を調査するよう命じた。

V石油および化学関係労働者連合はシェルの Batangas精製所と Pandacanグ

ーミナノレとを除きスト体制を解除した。

29日 T Comp Olivas, Pampanga発： SanSimonの SanPedro村で政府軍とフク

団員が交戦，フク指導者 1名死亡，政府軍4名負傷。

v米国は第 2次大戦中のフィリピン人ゲリラ，兵士への未払い給与分の一部と

して，3110万ドルを支払うことに同意し，ラモス外相と米国大使との間で調印が

行なわれたQ

Vポーランド人ジャーナリストが初めて入国を認められた。

30日 Vマノレコス大統領は Yan警察軍長官ら国防，治安関係幹部と会談し，警察軍

が郊外地域での犯罪取締りについて，マニラ郊外の警察と協力することを要請，

その結果警察軍のなかに CampCrameを基地とし，約200の人員からなる“機

動部隊”を結成し，郊外での犯罪抑圧に当らせることが決められた。“機動部隊”

は， “警察軍首都圏部隊”と呼ばれ， Javier現警察軍参謀長（大佐）に率いられ
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る。なお同部隊は 4日間で活動準備をととのえることになるという。

V ラモス外相は，フィリピンの米軍基地は純粋に非攻撃的目的だけに使用され

ており，政府はそれのいかなる“誤用円についても知りうる立場にあると述べた。

T Camp Olivas ; Pampanga発： SanSimonの SanPedro村でのフク団と政

府軍の交戦はなおも続き，現在までフク団3人が死亡，政府側は 1名死亡， 8名

負傷。
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フィリピン政府土木建設工事進行状況

Manila Daily Bulletin 1967. 6. 12 

道 路 建 設

大統領道路建設計画は， 1967年 1月以降 1968年6月30日までの 4半期6期間に総延

長640kmのコンクリート道路を建設することを目標としている。 これはこの計画に包

含されていない諸他工事計画， 例えば，マニラの北部迂回道路などの特別道路建設計

画とは全く別個のものである。 これら諸他工事計両で、は総延長40kmのコンクリート道

路建設が予定されている。

実施中の工事計画に関する 4月現在最新電信報告によると 252.7 kmのコンクリート

道路がすでに完成した。 これとは別に 492kmのアスフアルト舗装道路と約1000kmの支

線道路と砂利敷道路も完成し，支線道路の多くは政府濃瓶工事施行区域に設定された。

コンクリート道路建設状況は下記の通りである。

コンクリート道路建設状況

工事件数 延長（km)

大統領道路建設計画

B分類（大統領道路建設計画に包含されない〉

特別道路建設計画

計

115 642.6 

21.6 

21.6 

685.8 

完成状況（1967年4月現在）

1. コンクリート道路

2. アスフアルト舗装道路

3. 砂利敷道路と支線道路

4. 橋梁

濯瓶工事

252.693 

492.020 

1,043.299 

4,197(m) 

瀧瓶がフィリピン米作計画の成否を決定する鍵である点に着眼して，政府は現行濯

瓶組織の復旧改良と濯瓶施設新設計画の完遂とを特に重要視してきたQ

1966年1月以降1967年4月までの 16ヵ月間に濯瓶局は約2万9000ヘクタールの新規

濯瓶面積を造成し，そのほか5100ヘクタールが町村謹瓶組織を通じて濯瓶地となった。

濯瓶局は全国の現行国営濯瓶組織78系統の復旧工事を施行中で，そのほか国営潅瓶施
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設設定；J卜両 19件を完淫し／こ。町村権批組織を合めて新設潅悦組織は 1967/68会計年度

末までに 5万5800ヘクグーノレを潅慨したが 1968/69会計年度末までには 57i6500ヘク

ターノレを潅j慨するものと予想されている。

自然水利用潅瓶組織の設定が不可能な場合には， 潅j障局は公共事業局潅j陵部を通じ

て揚水ポンプ利用潅j慨を行なった。

次に1966年 1月以降， 1967年5月主での16ヵ月間に潅瓶部は21件の揚水ポンプ利用

潅瓶工事を施行したが， この工事件数は潅概部が1952年に設置されて以来1965年末ま

で施行してきた揚水ポンプ利用潅概工事件数の約3倍である。濯瓶部はこの16ヵ月聞

に2万2960ヘクターノレを濯慨し， 新設濯翫地の受益農業者は 1万8695名に達した。

濯瓶施設改修計画に基づき割り当てられたポンプ作業班は農村開発公社に 485班，

濯瓶部に 561班であったη

校舎建設

政府は兵舎式とマルコス式との校舎3585棟の建設資金をすでに支出し， 新設校舎の

全部は 6月末までに使用可能となる予定である。 このことは36万人の学童を収容でき

る約9000棟の教室が使用可能となることを意味する。

これらフ。レハプ校舎の建設に従事中の陸軍工兵隊は，現在までに兵舎式校舎867棟

とマルコス式校舎863棟とを完成し，完成校舎のうち1075棟はすでに諸地方に輸送済み

で，残りの 655棟は輸送の手配が整い次第現地に輸送されるはずであるO 陸軍工兵隊

のフ。レハブ校舎日産量は25棟であるが，近く45棟に増加する予定である。

兵舎式校舎は木造教室2室で， マルコス式校舎は鉄筋コンクリート製教室3室であ

る。

空港

政府は総工事費990万ベソの 6空港建設工事を発注した。 これら空港はザ、ンポアン

ガ，タクロパン，ロハス，サンフェノレナンド，ラユニオン，ズマゲテ， ラオアグに建

設される。

公共事業費の調達

政府は 1966年 1月以来現在までに，累計約4億6500万ベソの公共事業費を支出して

きた。 この事業費の大部分は，道路費で3億1000万ペソ，これに次ぐ費目は水道工事

費約4300万ベソと濯概費約3100万ペソである。

港湾施設設定工事

島瞬間航路船と外国航路船との停泊所新設工事については， 1967年の施工成績は

1960～66年間の年平均施工成績を超えた。つまり 1967年間には島瞬間航路船を収容す

一（ 72 ）ー -124ー



フィリピン（ 6月〉

る停泊所が 13ヵ所新設されたが， これに比し，最近 61f.問の年平均停泊所新設件数

は， 7.4ヵ所に過ぎなかった。外国航路船については第 15防波堤内に停泊所4ヵ所が

新設された。これに比し，最近6年間の年平均停泊所新設件数は2.7に過ぎなかった。

今後数ヵ月以内に第3防波堤が完成の予定で， 完成の暁には外国航路船の停泊所は

一層増加することとなる。

現在までに埋立てまたは拡張により設定された港湾敷地の総而積は， 8376平方メー

トノレである。 この総面積の一部分はロハス広小路に建設予定のファースト・ lィディズ

文化会館の敷地となる予定である。以上述べた工事計画の実施に備え，累計1万4800

平方メートルの船荷置場と倉庫とが新設され， 約 1kmの堤道と隔壁とが建設された。

外国資金借入計画

政府が外国資金借入計画を実施して好成績を収めたことは周知の通りである。 この

計両を通じて調達された外国資金は，マニラ北部迂回道路と第 15防波堤との工事費と

して使用され， そのほか諸種工事費としても使用された。外国資金借入計画の過去に

おける実施成績は，主要国際金融機関との貸借関係に不利な影響を与えたが，現在で

は信用を回復した。世界銀行と米輸出入銀行とが融資した事業計画の実施状況を調査

するため，これら銀行の調査班が数週間前にフィリピンを訪問した。調査班は事業計

画の実施状況を視察して多大の感銘を受け， フィリピンに有利な報告書を作成，提出

した。パタアン火力発電所建設費とラナオのマリア・クリスチーナに設置予定の第4

火力発電所建設費とを賄うため必要な 1200万ペソをフィリピン電力公社に貸付けるこ

とを世界銀行が承認したことは， フィリピンが外債関係で多大の信用を博しているこ

とを証明するに足る。外債獲得に最も成功した例としては波諜工事実施費の借入れが

ある。すなわち，世界銀行はフィリピン諸港の復旧改良工事を支援するため波諜機買

入れ資金を貸付けた。ちなみに，従来は波探機使用状況は不成績で世界銀行を失望さ

せてきた。

空港

1966年に政府は空港を 3ヵ所に新設した。最も重要な新設空港はマクタン離着陸用

国際空港である。 これの工事費は91万1800ベソであった。この空港はセブのターミナ

ノレ空港として使用され，ジェット機の離着陸が可能である。

政府が民間航空業務をラハグ空港からマクタン空港に本年初頭に移すことを命じた

際に抗議が政府に殺到した。 しかし政府は航行の安全をはかるため移転計画を固執し

た。数ヵ月後に旅客機がマクタン空港滑走路に着陸する直前に墜落した。 もし旅客機

がラハグ空港着陸直前に樫落したとすれば， 旅客機はセブ市中心部に落ち大惨事が発
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生したであろう。この事故があってから，マクタン移転反対の芦は全く聞えなくなっ

た。他の新設空港はカタンツアネマのビラク空港とサマルのカタルマン空港とである。

次に本年完成した空港としてはイロイロ空港とカノレパヨグ空港とがある。現在建設

中の空港はパタネスのイトパヤト空港とナダ市空港とである。 これらとは別にマニラ

国際空港にターミナノレ・エプロン（格納庫前広場〕が新設され，滑走路の再舗装工事

が施行された。

波探工事成績

1966会計年度の凌泥量は累計3200万立方メートルであった。 1966年4月現在波泥量

はすでに 900万立方メートノレに達した。 これに比し従前の月平均、凌泥量は30万立方メ

ートノレで、あった。 12月以降には月平均波泥量は1200万立方メートノレに増加し，そのた

め立方メートル当り波泥費は， 12月現在で1.50ベソであったが，本年1月には約0.45

ベソとなり，今後一層減少する見込みである。
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7 月
1 日 Vマルコス大統領は犯罪防止キャンペーンの一部として，フィリピンの犯罪調

査関係政府部局の再札織を命じた。彼はまた郊外での犯罪増加を防げなかった各

警察署長らの更迭を考えているといわれる。

, Yan警察軍長官は， Pampangaの SanSimonでのフク団との戦闘のため，

増員部隊の派遣を命じた。なお現在まで政府側死者2名，負傷13名，フク側死亡

3 0 

, Sumulong上院議員は7月 6日に終了する現特議会期の後に，更に特別会期

を召集することは反対である旨表明した。

なお現特別会期に提案された 3法案のうち議会を通過したのは，これまでのと

ころ， 1968年度予算案のみである。

3 日 v上院はマルコス大統題がすでに拒否した“地方分権化法”を再びほとんど修

正を行なうことなく， 15対 1で可決した。

しかしこれに対し下院はマルコス大統題から提案されている“地方分権化法”

の代替法のほうを可決した。このため上下両院協議会において意見の一致をみる

ことは，特に現特別会期の終了が間近かいことをも考えれば，困難であり，結局

今年この法案が成立する見込みは薄くなった。

下院はマルコス大統領の道路建設計画を推進するに重要な，ガソリン税増税法

を可決した。

, Padilla上院議員（リベラノレ）はフィリピンのドル保有の減少は， 部分的に

は外国資本のフィリピンからの引揚げ増加によるとして，次の数字を明らかにし

た。

1月から 4月までに，中央銀行に記録された外資引揚げは 840万ドルに達し

た。一方同期間の外資流入は 519万ドルで、あった。

同議員はまた現在の金融危機は政府の施策の失敗によると非難した。

T Malolos, Bulacan発：当地の警察軍筋は，二つの Bulacan地方の町一一

Baliuangと Pulilanを， この地域の警察がフク団の活動を効果的に取り締らな

いとして，警察軍の支配下に入れるよう勧告することになったという。

T Pampanga州 CampOlivas発： IlocosSurの Nagbukelで地方副保安官が

数人の男に射殺された。また St.Domingoでは同様にして地主が殺され，家族
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6人が負傷すると L、う事件が起った。

4 日 Vラモス外相は， ASPAC会一議出席のためパンコクに出発。なお昨日フィリピ

ンに立寄った国府外相も同行した。

' Cワシントン発 UPI): ロペス副大統領は国内生産が好調なため， 政府は中

東危機に際しての 9万トンの米の海外発注を取り消すことにしたと述べた。副大

統領はまた，中国が国際価格以下で米を供給すると申し出たが，フィリピン政府

カ1ことわっfこことを明らカミにした。

T Bulacan州の Pulilan市長 Castillo氏は， この市を警察軍の支配下におこ

うとする計両に反対である旨表明した。

' Cワシントン発〕：フィリピンーアメリカ綿織物協定妥結。

' Cワシントン発） : AID C米国際開発局〕は議会に対する新海外援助に関する報

告書のなかで，フィリピンについて次のように述べている。

“フィリピンはその安定を保証するために十分な経済的，社会的発展をここ

数年なしとげたとはいえない。この国は1953年のフク反乱を思い起させる，中

部ノレソンにおける社会的混乱に悩まされている。開発の程度がスピードアップ

されなければ不満の増大が予想される。”

“米国は不安定の根本原因の除去を助けるために，ま？こフィリピン＝アメリ

カの目標促進のためにこの国への援助を増加させているつフィリピン＝アメリ

カの目標とは，

この共和国の独立を維持すること，

その政治的，社会的，経済的諸体制を強化すること，

その経済的，社会的発展を促進すること，

両国間の伝統的な密接なつながりを継続するこど，

である。”

報告はまた米国が7月 1日に始まる1968会計年度に援助増大の一部として開発

借款を与えるかもしれないと述べている。さらに新たに重要な技術援助計画が始

められることも示している。

“AIDは粗税，関税行政，金融，人事行政への援助をつづけるだろう。法の

実施，国内治安の強化にも特に注意を払うであろう。最近完了したフィリピン

二アメリカの法および治安問題の研究じ最近の議会で通過した警察改革は，

この分野での主要計画の基礎となるであろう。”と報告は述べている。

アメリカのフィリピンに対する財政援助計画は， 1966会計年度には1310万ドル
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に達し，最近終了した1967会詰十年度分では約2300万ドルで、あった。新しい計画に

ついての金額は述べられていないが，報告はそれにつU、て次のような概観を与え

ている。

“1968会計年度にフィリピンに対して AIDが提案している計画には，農業，

衛生，教育，工業開発，および行政への技術援助；公法480C食糧）商品の販

売と寄贈，および恐らく開発借款が含まれている。”

“フィリピンは飢えとの戦いに敗北しつつある。肥よくな土地と農業に適し

た気候にもかかわらず，この国はその基本的な食糧の輸入を増大させねばなら

なかった。したがってAIDは1968年度計画での焦点を，農村開発，米作，一一

特に中部yレソンその他の米作地の主要地域での一ーにおいている。”

5 日 Vマルコス大統領と議会指導者との問の一連の会談の結果，再び7月17日より

特別議会を開くことが決定した。

6 日 Vシェル石油労使は産業関係裁判所の調停の結果，スト体制の解除について合

意した。

7 日 V ロムアノレデス蔵相は，中央銀行の金融引締め政策は長くて年末まであろうと

述べた。

11日 Vロペス副大統領は，スペイン訪問を終え，ポルトガノレのリスボンに到着した。

12日 , Iloiilo市発： Benedictoフィリピン国立銀行総裁は，同銀行は米価安定と，

外国人商人による米市場独占をうち破るために， 300万 cavanの米を cavan当

り16.5ベソで購入していると述べた。

V フィリピン最初の完全に統合された全国的な自動テレックス・システム設立

に関する， 1200万ペソにのぼる契約が最近， GeneralTelephone and Electronics 

Industries Inc. (GT & E）とフィリピン電報・電話公社との間で調印された。

13日 Vマノレコス大統領は無給で働いている特殊警察の解散を改めて命令した。この

命令は過去数回出されたがまだ実行されていなし、。今回の命令はフィリピン警察

と警察委員会になされ，反犯罪運動の←環であり，また11月選挙の結果に彼等が

影響を及ぼすのを防ぐために出された。

T Cagayan De Oro市発：当地の警察軍第4管区本部に達した報告によれば，

Cotabato, Buluanの Bosayon宮村－で，同教徒とキリスト教徒入植者が争いキリ

スト教徒3人が殺された。

14日 Vセンサス・統計局発表によれば，マニラの 6月の低所得世帯綜合消費者物価

指数は0.51%上昇した。
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この上昇の主因は食樋価格が 3.1%上昇したことによる。すなわち綜合指数は

153.75から 154.54に上昇したが，食品は， 5月の162.71から 167.76に上昇した

(1961年＝100）。特に果物・野菜は 5月の 122.95から 133.95へ， l勾・海産物は

163.33から173.13にt昇した。穀類は変化せず，またその他の商品もほとんど変

化しなかった。

V中央銀行は，金融引締め政策の一部を緩和する措置をとることを決定した。

15日 Vフィリピン・セメント協会によれば， 1月から 5月までの 5ヵ月間に全国の

セメント 9社によるセメント生産量は1986万0881袋であり，そのうち販売された

のは1957万9136袋であった。なお生産第 1位会社は FilipinasCementで，全国

生産量の20%にあたる 405万8111袋であった。

なお現在フィリピンのセメント需給はひっぱくしている。

Vフィリピン商業会議所会頭に T.Reyes, Jr.氏が選出された。

16日 vマルコス大統領は突然約9時間にわたる南ベトナム訪問を行なった一一マニ

ラ帰着後大統領は，在ベトナム・フィリピン民生活動隊はそこに無期限にとどま

るだろうと述べた。しかし 2千人からなる工兵隊はそれ以上増派されないと述べ

fこO

なおこの突然の訪問は当地でその意図について様々な反響をよんでいるo

v砂糖割当局の Nolan局長は砂糖需給見通しについて次のように述べた。

今年の最新の砂糖生産見通しは 172万2431トンである。この量から米国向け割

当の昨年の不足分8万3923トンを差し引かねばならない。

今年の純利用可能分 163万8508トンから国内消費用に65万4525トンが向けられ

る。したがって，米国向け輸出分としては98万3983トンが残るだけとなる。

17日 V特別議会，再び聞く

18日 v上・下両院は第2特別会期に入ったにもかかわらず，マルコス大統領が特別

会期を招集したことの合法性などに関する論議のみで，実際の法案審議は行なわ

れなかった。

19日 Vマルコス大統領は，フク団活動の中心地である Pampan伊州の農村開発計画

の実施状況をヘリコプターを使用して視察した。

20日 Vマルコス大統領は，米作増産計画の成功により， 3年でフィリピンは米の自

給を達成しえようと述べた。

V全国甘薦生産者連合は，そのメンバーに1967年の総量178万0545トンに達す

る輸出と圏内用砂糖需要をみたすために，目下不足すると見通されている10万ト
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ン余を生産するために全力をつくすよう呼びかけた。

21日 Vマルコス大統領はフィリピン開発銀行に対し，米ととうもろこし以外の食料

生産部門への借款の利子率を米と同様の7%に引き下げるよう要請した。

Vマノレコス大統領はマニラ首都圏内のPasay市警察を，犯罪に対処できないと

して，警察軍の支配下においた。同時に市民に対し犯罪取締りに協力するよう呼

びかけた。

V上院は投資奨励法を可決した。

，ラモス外相は，英国軍がマレーシア，シンガポールの基地から撤退した後，

オーストラリア軍がそこに駐留することを歓迎すると述べた。

24日 V上院， 4法案を通過。通過した法案は以下の通り。

l. 第 2，第3会期において， 11億ペソの公共事業法案，これは下院で36億

ベソの支出が可決されていたものであるが，上院で25億ペソ削減した。

2. 第2，第3会期で犯罪取締りの促進に関する 9法案のうちのひとつυ

3. 第3会期で，投資奨励法υ

4. 第 3会期で，政府の物資購入にかんする規制法。

25日 V リベラル党は， C. T. Villareal氏を党首に再選した。また党執行委員会も

改選され，またそのメンバーが拡大されたQ 新メンパーには若手の党員達の進出

が目立っている。

, Iloilo市からの報道によれば，当市およびこの地方での犯罪激増のため， Yan

警察軍長官が同市を視察するとともに，警察軍が岡市に増派された。

26日 , Castillo中央銀行総裁は，現在の金融引締め政策は，国際収支が改善されて

きたので予想以上に早く緩和されようと述べた。

なお外貨準備は 6月16日の l倍、F59万ドノレから， 7月19日には 1億9430万ドノレ

に上昇した。

v警察軍第 l管区司令官 Ileto将軍は， Pampangaの CampOlivasで Mata

国防相と会談後，フク団は Pampanga全域および、中部ノレソンで市長および市会議

員らの選挙運動に積極的に介入していると述べ，さらにフク団の勢力について次

の数字を明らかにした。

141人の武装中核ゲリラ，戦闘補助要員345人3 組織活動支援者2383人，大衆

支持者2万6500人。

, Aquino公共事業相代理は，大統領への報告のなかで， 1966年 1月から1967

年6月までの道路建設の進展状況について次の数字を明らかにした。

円。
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コンクリート道路＝ 293 km，アスフアノレト道路＝ 740 km，開発・農業道路ニ

918km, 総延長4344メートyレの永久橋が， 総額1億1374万2080ベソの費用で建

設された。

V商業局発表によれば， 6月中に総資本傾3億2818万8552ペソに達する， 848

の新事業所が登記された。

企業所有者，あるいは主たる資本の国籍別内訳は，フィリピン人が 750企業で

総資本額3億264万4937ペソ，中国人が91企業で307万4242ペソ，アメリカ人①，

12万ベソ，その他6,2234万9372ペソ，となっている。

新事業所のうち 716が個人経営で総資本は1281万9630ペソ， 132が合資および

会社経営で3億1526万8922ペソの資本であるO

事業内容は，個人経営の場合，小売商＝388で総資本366万8433ベソ（フィリピ

ン人370，総資本342万0275ベソ，中国人18，総資本24万8158ベソ），輸出入・卸

売商＝76で総資本225万3881ペソ（フィリピン人44，総資本169万1100ペソ，中

国人28，総資本46万0631ベソ，その他4, 10万2150ペソ〉，製造業＝61で総資本

142万9947ベソ（フィリピン人38, 112万7803ぺソ，中国人22, 27万7144ぺソ，そ

の他1, 2万5000ペソ〉，農業ニフィリピン人 1で15万ベソ，鉱業＝フィリピン

人 1で25万ベソ，輸送＝フィリピン人11で62万0844ペソ，建設＝フィリピン人 1'

17万ベソと中国人 1, 5000ペソ，サービス業二フィリピン人90で110万6514ペソ，

中国人 12で11万7024ペソ，その他事業＝フィリピン人 73で304万1700ペソ，中国

人1で6275ベソ。

合資・会社経営の場合は次の通り。

小売商＝フィリピン人20で416万4000ベソ，輸出入・卸売業＝38で総資本5299

万4222ペソ（フィリピン人31, 2944万2000ベソと中国人5, 121万ペソ，アメリ

カ人 1, 12万ベソ，その他1,2222万2222ペソ〉，製造業＝フィリピン人21で9553

万5000ペソと中国人4で75万ベソ，農業＝フィリピン人 1で12万ベソ，鉱業＝フ

ィリピン人1で10万ベソ，輸送ニフィリピン人3で140万ペソ，建設ニフィリピ

ン人で 145万ペソw サーピス業＝フィリピン人17で1094万700ペソ，その他事業

ニフィリピン人23, 14万7915ペソ。

27日 V米大統領特使，テーラー将軍と C・クリフォード氏の一行は予定されていた

マニア訪問を中止することが，バンコクで発表された。

これはフィリピン政府がこの“圧力使節団”の訪問を勧迎せず，ベトナムにつ

いてはマルコス大統領が先日彼自身で訪問したことによって十分だとしているた
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めといわれる。

' Cモスクワ発〉：前日に来着した，フィリピン下院外交委員会委員長Enverga氏

に率いられた4人の外交使節団は，ソ連議会グループ議長 Spiridonov氏と会談

し，両国間の外交関係開設問題について話しあった。

なおこの使節団は今後東欧諸国，さらに中国をも訪問するものとみられている。

29日 Vナショナリスタ党全国代表者会議は， 11月の上院議員選挙の党候補者を， 298

人の代表者の投票にもとづいて以.Fのごとく選出した。 （数字は票数）

1. 1. L. Teves下院議員（NegrosOriental選出）一一243

2. F. Veloso下院議員（Samar）一一一220

3. E. Espinosa労働相一一218

4. L. Perez下院議員（NuevaVizcaya）一一一189

5. J. Roy上院議員（Tarlac）一一181

6. E. Pelaez下院議員（MisamisOriental）ー一一180

7. Dr. S. Laurel (Batangas）一一一177

8. Helen Benitez (Laguna）一一一166

なお Dr.Laurelは Laurel議長の弟， MissHalen Benitezはフィリピン女子

大学学長。

v米大統領特使テーラ一大将一行は，乗機のエンジン故障のためフィリピンの

クラーク空港に着陸した。しかし米軍筋は特使一行はフィリピン政府筋と会うた

めに空港を離れることはないと述べた。

31日 v国防軍の最高諮問機関である GeneralMilitary Council （議長Mata国防相〉

は CampAguinaldoでフク団に対し特赦を与えるか否かを非公開で討議した。

国防軍の大方は特赦を与えることに反対で，故マグサイサイ大統領の“ all-out

force”“all-out friendship ”政策の採用に賛成していると伝えられる。

, Petroleum Instituteの J.P. CardenasとShellChemical, Inc.の D.C. 

Macdougall両氏は上院公共事業・通信委員会の聴閉会で‘先に下院が可決した原

油およびガソリン特別税引上げ法案に対し反対証言を行なった。
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フク団最高指導者ペド口・タルクの抗議文

Manila Daily Bulletin, 1967. 7. 23 

フク団の最高指導者ペド )::I ・タルクは「中部ルソンの某所からJ特に「ライフ・マ

ガジン」に寄稿して， 同誌に最近掲載のフク団関係記事が事実を歪曲していることに

抗議を申し入れた。彼は各新聞編集人とマノレコス大統領とにこの抗議文の写しを送付

した。抗議文にはタノレクが自署・した。抗議文の全文は下記の通りである。

アメリカ，イリノイ州

シカゴ市ミシガン街北540番地

フィリピン，中部ノレソンの某所にて

1967年7月16日

ペドロ・タルク

ライフ・マガジン・アジア版編集人殿

謹啓

私は 7月10日発行の貴誌に掲載のフク団関係記事を唯今読了しました。さてこの

記事は貴・下が貴誌のため定められたジャーナリズムの標準に全く達しないところあ

り，卑見によれば同記事の執筆者ロン・デ・パオロ氏の偏執と偏見とを示すもので

あります。そのほかに同記事では諸種事実が歪めて伝えられており，このことを指

摘し論評することは万人に，特にフィリピン国民とマルコス大統領に対して，中部

ノレソンのフク団運動に関する諸事実を正しく認識させるために，私が履行せねばな

らない義務だと考える次第であります。

さて記事の目的はフク団がクラーク・フィーノレド米軍大基地付近に繁華街を設置，

支配して根城となすことと「今後7年以内に」政府を打倒して共産政権を確立する

ことを狙っている殺人鬼とテロリストの一味だと表現するにあったことは明白であ

ります。だがかような表現は実情を正しく伝えない中傷であって，もしこの誤った

表現が訂正されないならば，貴誌は読者を欺くものであると私は断言する次第であ

ります。記事に添付された写真も著しく誇張されたり誤った説明が付されておりま

す。まず10月号の表紙からして，口径45ミリの銃を倣然構えたいわゆるフク団員が

大写しになっており，この写真の説明にいわく「アラヤト山付近のフク団で，お山
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の大将を気取っている殺し屋j とあるが，もしかような写真と説明とがフィリピン

人読者に強烈な印象を与えることを目的とするならば，その意iぎlは最初Jから愚劣で

成功の見込みがないといわねばならない。というのはフィリピン人読者は写真に大

写しの人物が毛深し、腕を露出しているので，フィリピン人でないことを容易に看破

l:B来るからである。人物の顔は写っていなし、が顔を見るまでもなくこの人物がフィ

リピン人でなし、ことは容易に判る。フィリピン人は長身でもないしアメリカ人のよ

うに腕が毛深くもない。私は表紙の写真に大写しの長身で腕が毛深し、人物に似た者

が私の配下にひとりもいなし、ことを断言する次第であります。

次に10月号の第20ページではフク団を象徴するアラヤト山がまたもや写真の背景

に利用されている。写真の説明には， 「上方に見えるアラヤト山麓ではフク団討伐

｜裁がパンパンガ道路を行進中」と。この写真を見て私は思わず吹き出した，という

のは写真の左側から数えて 2番目の白シャツ，黒帽の人物が少しも討伐隊員らしく

なく，現地視察中の高官，多分マルコス内閣の一員エルネスト・マセダによく似て

いたからである。地域社会開発計画を担当し有能で、多’忙なマセダ閣下は，中部ノレソ

ンの僻村・をたびたび社P視察なされるからして，この写真に写っていることもさもあ

りなんである。

われわれフク団は農地改革計画に無条件で同意するものであり，マルコス大統領

の構想になる「中部ルソン開発計画」を全面支持するものである。だが資金難，実

施而に存する不備j欠陥，貧官汚吏の非行など多くの障害が介在するため，われわれ

はこの開発計画がはたして完遂されるか否かにつき断定を下すことは出来ない。マ

ノレコス大統領はこの計画を成功させるに必要な権力と意気と覇気とを持っている。

だが彼の直面する問題は極めて重大であって，米作問題，道路問題，多数地方で貧

民によって素乱され，かつ高官連，時には法の執行者自身によって素乱されている

治安を，如何にして維持するかの問題は，特に緊急に解決されねばならない問題で

ある。

貴誌の記事では今後7年以内に共産主義者が決起するだろうと述べているが，こ

のことはわれわれの関知するところではない。それは何人も将来を予想出来なし、か

らである。われわれはフィリピンの貧民に知足安住の生活を送らせることを念願と

するフィリピン国家主義者であり，社会改良主義者で、ある。

貴誌が真相を歪曲した記事を掲載したことは遺憾千万であるが，これは思うに執

筆者ロン・デ・パオロ氏が黒幕の情報提供者から得た，如何わしい資料に基づいて

執筆したためであろう。
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さて私はフィリピンの現状を私自身の正視するがまま赤裸々に述べて見ょう。フ

ィリピンは貧困である。だがマルコス大統領が開発計画と真剣に取組むならば開発

が軌道に乗る望みはある。就業機会は皆無である。食糧特に米は頻繁に不足してい

る。多数地方では法は無視され秩序は素れている。全国を通じて人民に仇なす者は

誰か，それは主として法の執行者達にほかならない。毎日の新聞に眼を通すならば

このことは否定すべくもない。例えばある町では簡単な交通違反を廉に警官が所も

あろうに市庁舎内で、パス運転手を平気で、射殺した。また令朝の新聞は刑務所の看守

が凶悪な強盗を働いた前科者であったことが曝露されたと報じている。そしてまた

最近あった婦女暴行事件の被疑者達がいずれも上流階級の子弟で，そのひとりは元

警察署長の息子である。

以上述べた事柄は，マルコス政府が取り組まねばならない問題が何であるかを明

示するに足る。マルコス政府は凶悪な犯罪人を電気死刑に処し，その理由で非難さ

れているO だがヌク団はかように非難しない。その理由は法廷が犯罪人を見せしめ

のため処刑することは大統領なりともこれを阻止してはならないからであるO

さて次に私は貴誌の記事で「米人飛行士たちに奉仕することを主産業とするパン

パンガ州の秩序なく伸び拡がる醜悪な都市」と評されたアンジェノレス市とクラーク

航空基地とについて語るとしよう。フィリピンにあるこの「醜悪なJ都市は航空基

地が設置されてから一層醜化した。米比関係論を執筆したあるフィリピン人著述家

が「アンジェノレス－rlTの罪業深き人々」で述べた如く，米軍基地付近は清廉潔白なフ

ィリピン人の安住の地ではない。アメリカ本国ですら軍事基地のあるフェニクス市

を始めとして諸都市の周辺地域が醜化され頭廃していることに着眼するならば，こ

の評の正しいことは何人も認めざるを得ないであろう。

アンジェルス市の場合にはしかし「醜悪化」は最小限度に阻止された。従来人口

3万人のこの都市は，クラーク航空基地が設置されてから人口10万人以上に膨れ上

った，それは基地を目指してフィリピン全土から無頼漢，売春婦，密輸業者，その

他人生の裏街道を潜行するやからが集まり，ナイトクラブ，安キャバレー，賭博宿

などがまたたくまに発生したからである。だがかような連中とぐるになってフク団

が如何わしい商売を始め大儲けしたとの風説は虚伝である。フク団が手当り次第商

売や事業に乗り出して，甘い汁を吸っているとの貴誌の記事は針小棒大な誇張で、あ

る。フク団が縄張りをきめて業者から場銭を強奪しているとの記事はフク団を邪魔

者扱いにしなんとか葬り去ろうと企てるやからの根も葉もない宣伝である。

かような悪宣伝を一掃するため，私はフク団の活動状況をありのまま述べて見よ
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う。まず中部ルソンでは犯罪件数はいわゆるフク団問題のないその他の地方に比べ

ではるかに少ない。その理由はここ中部Yレソンとフク団のいる地方ではフク団があ

らゆる種類の犯罪人の流入を阻止するのに頗る役立つているからである。だが遺憾

ながらフィリピン警察軍は手に負えない犯罪をすべてフク団の所業だと極め付けて

いる。だがアメリカ海軍基地近くのオロンガポ市ではギャング団が市長を殺害して

企庁iを恐怖におとし入れたし，その他の地方で起った犯罪もすべて無頼漢共の所業

であってフク団は一切無関係である。

私は貴下が以上述べた事柄を充分考慮されてロン・デ・パオロ氏の記事が読者を

迷わし実情を誤解させたことにつき至急処置をとり，この抗議文全文を貴誌に掲載

するよう望む次第であります。

月フク団指導者ポメロイ夫妻の抗議

1967. 7. 1. ロンドン発 UP通信

元フク団指導者ウィリアム・ j・ポメロイの妻セリア・ポメロイは，彼女が北京か

らフィリピン向け放送を毎晩2凶行なっているとの極東で、伝っている風説を「馬鹿気

ている噂」だと否定した。

ポメロイ夫妻は 4年近くもの間ロンドンに滞在中で， 彼女は「こんな噌がどうして

伝わったのか皆目わからない。全く根も葉もない噂だ。私等は中国に足を踏み入れた

こともなく今後中国に行く気もない。私はロンドンの小学校で、 7才の学童達に教えて

いる。英国は素晴しい国だ。でも政治環境が許すならばフィリピンに戻りたい。御承

知の通り夫はフィリピン追放の身なので、われわれは帰国出来ない立場にある。帰国不

可能な現在の立場にあっては今後の計画はきまっておらず， “事態、の推移”に応じて

善処することになろう Jと彼女は記者に語った。

可
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8 月
2 日 Vロムアノレデス蔵相は端切れおよび輸入織物に対する改訂関税率を厳格に実施

するよう命令した。

3 日 V大統領はこのほど第 l特別会期でrtf決された会社法修正案（S.B. 297，制限

規定を緩和）にサインした。

TB. Aquiuo道路局長は計l函初年度（66.1～67.6〕は設。111・資金不足のためコ

ンクリート舗装293kmC目標650km），永久橋4344rnと計画より遅れている。しか

しアスフアノレト舗装は 740km，開発・支線道路は 918kmとi：十両を達成した。この

間の総支出は 1億1374万2080ペソであると述べた。

vラモス外相は，インドネシアの主唱になる 5ヵ国地域連合 SoutheastAsian 

Association for Regeonal Cooperation (Seaarc門仮名）結成会議出席のためバ

ンコクに出発。

V中国から公式の招待を受けピザ発給待ちのため香港に滞在している JoseV. 

Yap, Antonio Cuenco, Edgar U. Ilardeの3下院議員は次のように述べた。一一一

北京招待は数ヵ月前，中国を公式訪問した VicenzoSagun下院議員（L）を通し

て北京（中国人民外交学会）から伝達された。われわれの計画にはある種の障害

があった。われわれは下院議長の中国訪問許可を得ている。同議長は北ベトナム

訪問を示唆したが中国訪問後そうすることを希望している。これは比下院から中

国への最初の公式使節団であるO この旅行は外交政策の転換を意味するものでは

ない。われわれは，米国がソ連との外交関係を持ち，かつベトナムで共産主義と

戦っていると同様に中国とその他共産国およびSEATOと一層良い関係と理解を

打ちたてるというわれわれの計画を調和させることができょう。

T B. D. Oavis, Jr.米第13空軍新司令官は NicholsFieldで記者会見，米国は

5年以内に太平洋基地から引上げる計画であるとの米誌報道に論評して次のよう

に述べた。④必要および緊急の場合以外，クラーク基地内の人事および政策の変

更はしない，③米空軍軍人と Angeles市民間当局者との聞に緊張した関係があ

るといわれるが，これを円滑化するため米国人とフィリピン人との「対話」を増

す，⑨ ClarkFieldとMactanの米空軍基地は南ベトナムでの戦争に関連して使

用されている。これは攻撃のためではなく，ベトナム，タイ，沖縄，グアムの米

基地への補給品空輸に使用されている，④ベトナムに従軍している有色の米兵数
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は白人米兵数よりずっと多い。

4 日 v大統領はこのほどマニラ港開発3ヵ年計幽．および濯蹴プロジェクト融資を承

認した。マニラ港開発は費用1920万ベソ， 14パーツ等，今年度完成予定，濯i慨は

新規23システム14万3500ヘクターノレ，今年度4997万ベソ， うち14は建設中，カガ

ヤン州の Banurbur(800ヘクタール）と Abulug( 1万2000ヘクタール）は12月

完成予定，残り 9は来年度開始予定。

V リベラノレ党下院議員の“VaxPopuli ”ブロックのスポークスマンである B.

Ligotと R Magsaysay, Jr.は Villegasマニラ市長を訪問11月選挙に岡市長を

L党マニラ市長公認候補として支持するとの同ブロック22議員の決定を伝えた。

その他支持者に R.Lucman, M. Concondia両下院議員がいるという。

, D. N. Montanoカピテ州知事はカピテに自由貿易港を設置するとの M.P. 

Manahan上院議員の提案を歓迎し， サングレイ・ポイント米海軍基地の即時返

還はカピテ地域に重大な経済的混乱を引起すであろうから，同計画は基地返還を

条件として行なわれるべきではないと述べた。

vこのほど Logartaシンガポーノレ総領事は，マレーシアはサパを州のように自

身の領士として扱い，資源を奪い去っていると非難したことに対し，ラザ、ク副首

相は同総領事をマレーシアの内政に干渉したと非難した。これについて外務省筋

は，マレーシア政府はサパに関するかぎり内政干渉をいう権利はない，マレーシ

アは1962年に同州の支配を不法に握ったのであり，サパから得た 1セントにも責

任を負わねばならないと述べた。

V ロムアノレデス蔵相は，外貨準備に明確な傾向が現われれば直ちに信用引締め

を大幅に緩和しよう，外貨準備は実質的増大を記録しているが（8月3日現在1

億9380万ドル）変動の徴もある，月の輸入が 1億2000から 1億5000万ドノレである

ので，蓄積すべき理想的な外貨準備高は 2億4000万から 3億ドルに達せねばなら

ないと述べた。

Vマルコス大統領は総額22億7221万0527ペソの今68会計年度一般会計支出予算

案に署名した。 67年度より 2億0178万5499ペソ多いが，提出原案より 426万0317

ベソ削減されている。増額の大部分は開発計画の資本支出である。部局別予算は

以下のとおり。 （単位ベソ〉

0一般基金支出19億1437万4759, うち18億3020万6259は経常支出，残りは資

本支出。

0公債基金支出2500万，ほとんど公共事業の資本支出用。
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議 I',、
エヰ

大統領府

副大統領事務所

外 務省

大蔵省

法 務 省

農業天然資源、省

公 共事業省

丈 部 省

プ＇）jl二 ｛動 省

同 防 省

保 健 省

商 工 省

一般調達省

経済調整庁（OEC)

フィリピン大学

ミンダナオ国立大学

国家科学開発委員会

1117)i1977 

1億8006万9408

14万3000

2330万0500

8432万6994

8038万7247

1億0971万7343

3億3551万1664

6億8890万9856

662万4000

4億1532万8993

1億0144万5540

3092万7642

1460万4800

87万9000

2311万7000

361万5000

880万2000

その他国立綜合大学 372万5000

国立単科大学 851万8000

会計検査院 885方0000

l M. P. Manahan上院国防委員長は，われわれは緊急に自身のために行動し考

えねばならない，と議会に国防政策の調査を求め次のように述べた。新任のDavis

クラーク・フィールド米空軍基地司令官は在アジアの米軍事基地引上げを否定し

たが，彼は米国の外交政策に関し発言できる立場にない，アジアのみならず米国

内の変化の急な発展からみれば現在の米国の政策の大修正はわれわれが考えてい

るよりずっと早まろう，現在における米国の政策の現実の流動性を評価する際，

中国の水爆および運搬手段の開発，ベトナムへの米国の深入札米国内の人種暴

動など冷厳な事実を考慮すべきである。ワシントンの政策担当者が慈愛はわが家

から始まるとの手におえない世論をもはや無視しえないというのが現実である。

5 B Vフィリピン・セメント協会が現存の10工場（年間能力6462万袋）から得た統

計によると今年1ベ6月の生産実績は 2418万 9031袋と前年同期より25.9%増大
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し，開発プロジェクトの増加を反映している。

V リベラル党執行委員会は，次の 8人を11月選挙の土院公認候補に選出した。

① Camilo Osias （現上院議員改選，北部lレソン〉，② BenignoAquino, Jr. （現タ

ノレラク州知事， 中部ノレソン〉， ⑨ Francisco Rodorigo （上院議員， マニラおよび

郊外地域），⑨ Felixberto Serrano （元外相， ピコール地方を含む南部ノレソン），

⑨ Jose G. Briones （下院議員，東ピサヤ〉，⑥ HilarionHenares, Jr. （元NEC

議長，西ピサヤ〉， ⑦ Roseller Lim （元上院議員， ミンダナオおよびスノレ〉，⑨

Maria Katigbak （上院議員，女性代表）o

vマルコス大統領は就任後初めて次のように内閣を改造した。①Yulo法相を

Council of Stateに， ClaudioTeehaukee法務次官を法相代理に， FelixMakasiar 

マニラ第 1審裁判事を法務次官に，⑨ A.Raquiza公共事業相は米国へ健康診断

に出発のため ManuelSyqino国防次官を公共事業相代理に（閏防次官兼任〉，

⑨ Manuel Salientes大佐を軍需品担当国防次官に，④ DomincorChipeco元ラ

グナ州知事を空席の調達次官（generalservice）に，⑤ BaltazarAquino道路

局長を ManuelFeliciano次官退官のため， 公共事業次官に（兼任〉， ⑨ Felix 

Codilla氏を公共事業省運輸担当次官官房長に各々任命。

6 日 T ECAFE地域内に建設予定の特殊鋼生産綜合鉄鋼プラント建設候補地調査の

ため国連の鉄鋼使節団が来比。

7 8 V外務省はここ数週間増加していると伝えられる出稼ぎ労働者の流出を制限す

るためタイ，ラオス両国への旅行資格を厳しくした。

8 日 V砂糖割当局の発表によると， 1966～67作物年度のピサヤの18製糖工場の砂糖

生産は65～66作物年度の 1656万8946.61ピクル（作付面積20万1263.99ヘノレター

ノレ〉から259万2543.62ピクル（18万0773.21ショート・トン〉ふえ， 1916万1489.

93ピクル（19万5394.33ヘクタール〉に達した。

vラモス外相は他の 4ヵ国外相とともにバンコクで東南アジア諸国連合（Ase-

an）設立宣言に署名した。

Vマルコス大統領は社会福祉局長に GregorioFelicianoフィリピン農村再建運

動会長を，観光局長（代理）に GregorioAraneta II （広告代理店社長）を任命した。

Vマルコス大統領は大統領府での土地改革法署名4周年記念式典で、小作農民を

前に，土地改革計画をその利益が問中に達するよう精力的に実施すると約束，計

画関係法，①大統領に計画実施資金増額のため政府資産売却の権限を与える上院

法案 No.伺9，⑨農地改革会議（ARC）に小作農およびその他農業労働者の訴訟
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代理人となる権限を与える上院法案No.500に署名したと述ベラさらに次のよう

にこれまでの実績を列挙したυ29町土地改革地域宣言， リつのl也｝1・1；地改革委員

会を任命，←l：地改革地域内 l]j0692の農家と 1914の農民協会および協同組合に援

助を拡大した。

v上院は11月選挙の選挙人登録期限を 9Ji 15日から10月15日まで延長するとの

新選挙法案を可決した。

9 日 f M. Morenoフィリピン米・とうもろこし生産者協会会長は 6～7日にロー

マの FAO本部で、開かれた会議に提出した報告の中で，フィリピンは75年に現在

と同じ状態にあろうとの会議報告に異議を唱え， ミラクノレ・ライス導入と政府の

助成により 3～4年内に米の輸出国となろうと述べた。

f F. Sychangco予算局長は農業信用局（ACA）に対し要求額1000万ベソのう

ち200万ペソの支出を認めた。 R.A. 3844 （農地改革法）にもとづき ACAは1

億5000万ベソの回転資本を認められている。

lO日 f University of the Eastはこのほど1966年の 100大企業に関する調査結果を

発表したo

f Camp Crameの警察軍当局は 7日Caloocan市でフク同暗殺隊のメンバ一

容疑者を逮捕したと発表，しかし容疑者のパンパンガ州カンダパ， Mapaniqueの

Eulogio Uinuya別名 Yongがフク団司令官Sumulongの指揮下にある Gregorio

Ocampe司令官別名 Georgoの直接指導下の 6人からなる暗殺隊のメンバーで

あるか， および伝えられるように8月8日第 66回警察軍創設記念日に Camp

Crameに向う途中のマルコス大統領を暗殺する任務をもっていたのかについて

再定も確認もしていない。

V下院はパターン州 Mariveles港近接地の 558ヘクタールを自由貿易港とする

との下院法案 No.16516を可決した。

V上院ナショナリスタ党はリベラノレ党が批准を推進していた西ドイツとの投資

条約批准をフィリピン保護措置検討のため延期することを要求。また両院協議会

は投資奨励法，地方分権法を可決した。

11日 v外務省筋によれば，このほど中国本土の旅行から帰国した学生9人のパスポ

ート取消しが Ingles外相代理に勧告されているという。

Vマルコス大統領は大統領官邸でパンパンガ州民間当局者および警察軍当局者

と会談，同州特に Angeles市の犯罪取締，治安強化を指示した。

V比米両政府は米国の対比戦災補償支払から文化センタ一事業融資基金として
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;350万ドノレを創設するとの覚書を交換したり

vラザ、グ・マレーミ／ア副首相は，マレーシアはタイの許可が得られればサパ要

求にっし、てマニラと会談することに異存はないと述べた。これはラモス外相が中

立地パンコクでの会談について示唆したとの報道に論評したものO

Vナショナリスタ党首脳部はマニラ市長候補の選出をマルコス大統領に一任す

ることを決定， 4人の志願者もこれに合意した。

12日 , National Language Anti-Purism Movementの G.Lacuesea会長はこのほ

ど，ロムロ文相が述べたようにすべての国立学校での国語問題の自由な討論に対

する一切の障害を除去することを主張，公立学校局長に公立学校の認可済一般読

本リストに“Katas”を再掲するよう要請した。

（注〉 Katasの雑誌は国語研究所が定めたタガログ語の20文字アルファベット

とは異っているとして， 3年前公立学校局長により禁止された。

Vマルコス大統領は Sampalocのナショナリスタ党選挙対策本部開所に臨み，

選挙キャンベーンのテーマ「不言実行」（Work,Not Talk）を示し，与党は 1年

半で野党政権が4年間で達成した業績を凌駕したと述べた。

V ラモス外相は 8日パンコクで合意された Asean協定はインドネシアの提案

になる「外部の攻撃」および「外国基地J反対宣言を含むものであるが，これは

加盟各国の個々の関心事であって， Aseanは政治ブロックでも軍事ないし安全保

障同盟ではないと述べた。

, F. Z. Caram, Jr.下院議員（N）は先ごろ大統領にフク団隊伍に特赦を与え

ることを求めた決議を提案したが，下院ではほとんど関心を呼ばなかった。これ

について同下院議員は同提案はフク団の脅迫を終らせようとする計画の一部であ

ると述べた。

V中銀通貨委員会は，フィリピン米とうもろこし生産性会議の申請にもとづき，

米作用農業機械・設備の輸入を機械・設備輸入に従来必要とされた25%の現金証

拠金預金から免除するとの決議を採択した。

13日 ' 6月29日ナショナリスタ党公認候補指名に破れた GaudencioE. Antonino 

上院議員は11月選挙に無所属で再出馬すると発表した。

14日 v農業信用局（ACA）はこのほど1966年6月から1967年7月までに中部ノレソン

チト｜の農民3万5628に生産および商品ローン約2177万ぺソを貸付けたと発表。

Vマルコス大統領は国防軍幹部将校の更迭を次のように決定した。①A.F.P.

参謀長 VictorM. Osias陸軍大将，⑨海軍司令官 HeracleoAlano准将，③空

つ
0

4
4
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軍司令官 J（ーlseB. Ramos河川主命空軍副司令官 HoracioFarolan市将，（｛，出－ -・ 

軍管区総司令背 IsauroSison l{fa:I守，（⑥ブイリヒツ陸軍アカデミー校長 Reynaldo

Mendoza准将，（7)A. F. P. 軍医総監　Protacio Rizal Satto准将，⑧警察軍副長

官 SalvadorPiccio准将，⑨ CampAguinaldoチャプレン JoseN. Valdez大

佐。

T J. W. Diokno 上院議員は OperationsBrotherhood International Inc.に援

助を与え， 大統領にこれと契約を結ぶ権限を与える法案を上提， 駐ラオス AID

代表部は駐ラオスの OperationsBrotherhoodを単なる雇人にしようとしている

と非難した。

v帰国した J.Alejandrino駐仏大使は， かかる関係は考えうる一切の利益を

もたらし，全く政治的危険はもたらさないと仏比経済・貿易関係の拡大を支持，

フランスは容易に 2億50007::.iドルほどの借款を与える状態にあると述べた。現在

銀行5, 工業界からなるフランスの借款団は Suτigaoのユッケル鉱床開発向を

含む4000万ドノレ借款の取極作業を進めている。

v上下両院は JoseW. Diokno上院経済委員長， LorenzoSarmiento下院経

済委員長（N）の投資奨励法に関する両院協議会の報告を承認した。これで10年来

の懸案であった同法が最終的に議会の承認をえたことになる。同法は下院の「開

放J案と上院の「ナショナリスティック」案とを調整したもので，その特徴点は

以下のようである。⑥投資優先分野においては少なくとも60%フィリピン入所有

および支配になる企業のみが投資委員会に登録できる。ただし特殊の投資分野の

資本が 3年以内に規定に達しない場合，フィリピン人の支配および所有の程度に

かかわらず，いかなる企業も投資委員会に登録を申請できる。⑨投資創始分野に

おいては外国人はその分野が投資創始分野として宣言された後直ちに登録の申請

を認められる。⑨非フィリピン人も，特典を享受しなし、場合，優先分野宣言3年

後規定能力に達しないならば，すでにフィリピン人が従事している投資優先分野

に従事することを認められる。例外は輸出産業に設けられる。④本法にもとづき

登録された創始企業の外国人株主は法人の登録の日から10年以内にその株式をフ

ィリピン株式取引所に上場し，第11年の初めに売却のためその株式を提供するこ

とを要求される。フィリピン国民が資本ストックの少なくとも60%を保有および

所有し，かかる企業の議決資格を得さしめるため，上記株式は登録後20年以内に

フィリピン人に十分な数の株式を売却することを要求される。ただ、し同法は投資

委員会に，登録企業より十分な理由が示された場合，最初の20年をさらに20年延
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I止する権11.ltを与えるυ

（注） 両下両院聞の主論争点は以下の 4点であった。⑨下院；投資優先分野に

外国資木とフィリピン人資本に区別を設けない。ヒ院；すべての企業の少な

くとも60%をフィリピン人が支配すること。③下院；外国人投資の保有期限

に制限を設けない。上院；外同人はその株式を登録の日から20年以内に処分

すること。③下院；外国企業も特典を受けない場合，すでにフィリピン人の

従事する投資優先分野に従事することを禁止しなし、。上院；非フィリピン人

はたとえ特典を受けずとも，上記分野に従事することを禁ずる。④下院；す

べての投資家の投資の保護に某木的権利と保証を考慮。 と院これらを否定。

15日 T Bernabe Rocha・Albayアパカ生産者協会連合会長は世界市場でのマニラ麻

の価格，需要改善のため中国およびソ連との貿易拡大を支持すると述べた。

v国防軍の人事異動が行なわれた。主な異動は次のようである。①A.F.P.参

謀去に SegundoD. Velasco大将（面1］参謀長，少将〉， ③ A. F. P.高1］参謀長に

Manuel T. Yan少将（警察軍長官兼任，准将），③ AF.P.参謀長代理に Remo

Lavadia 海軍大佐（SEATO駐在軍事顧問），④タノレラク州 CampAquino第1

軍管医司令官に CesarJimenez准将（A.F. P.参謀長代理），⑤パギオのフィリ

ピン軍事アカデミー校長に EτnestoSantos陸軍大佐（A.F. P.総司令官人事担

当〉。

T Yan警察軍長官は犯罪増加の訴えのあった Maudaluyong(Rizal）警察を警

察軍（P.C.）管理下に置くことについて調査を命じた。すでに以下の三つの郊外

地域警察が PC管理下にある。 Parafiaque,Makati, Pasay市。

16日 Vマニラ警察署の年次報告によると， 66～67年度中処分を受けた警察官は 203

人に達したo

vサラス官房長官はインドネシア独立21周年記念式典出席のためジャカルタに

ll'i発。

V議会は35億ベソの公共事業法案を可決した。

V リベラノレ党は C.T. Villareal党首の名で， 11月選挙の“realissues，，を発

表した。⑦抑制されない犯罪の激増の中で数百万フィリピン人の生命の危険，③

物価上昇に直面している不安定な生計。

17日 V リベラル党執行委員会は AntonioJ. Villegas現マニラ市長を同党マニラ市

長公認候補にすると発表した。一方で SalvadorL. Marino L党マニラ支部長

（元法相）も市長に立候補すると声明しているO

T Jose Viado再植a林局長は， 毎年伐採されている17万ヘクタールのうち再植

145- 一一（ 93 ）一



フィリピン（ 8月）

林されているのは 2万ヘクターノレにすぎないと報告，これに対しロベス農相！は再

植林促進のため森林税の引き上げを提起したu

18日 V議会は 7月16日に始まった第2特別会期を閉会とした。今会期には46法案が

大統領府から上提されていた。可決された法案は14であった。大統領府に送付さ

れたものは以下の 5法案である。①16犯罪巡回裁判所設置器；案，②26の特別検察

官設置と法務省検事局改組に関する法案，（3：公共事業支出（35億ペソ）法案，④

投資奨励法，⑤州キヨよび市検事による予備調査統一システムに関する法案。その

他両院が可決し作業の完了した主要法案一一一⑨地方分権法案（大統領が拒否した

Manglapus-Manahan原案に大統領府が修正を加えたもの〉，⑦外国人が比圏内で

その専門職業を開業する場合，自国においてフィリピン人専門家に互恵権利を与

えていることを示す必要があるとする法案，⑧贈収賄防止のため政府契約の裁定

額を規定する法案，⑨学校におけるスペイン語教授法修正案。

, Francis Deakカーネギー財団国際平和担当国際法計画理事はパギオ市で，

共産ブロックとの関係はその特定の民主国家の特定の歴史ないし環境にかかって

いる，共産国家と関係を聞いた国のあるものはかかる関係から利益を得ていず，

かえって悪化した。この点からフィリピンは共産国家との関係開設問題を注意深

く考慮すべきである，と警告した。

19日 v最高裁は，米ないしとうもろこし生産に従事するフィリピン人所有事業所に

おいて技術者を除く外国人の雇用を禁止する R.A. 3018は憲法に違反せずとの

判決を下した。本件はフィリピン入所有で要職に 7人の外国人を雇用している

Universal Rice and Corn Products, Inc.が米とうもろこし委員会の同社外国人

の解雇を要求した同法実施決議は違憲であるとして訴えていたものである。これ

が全ての業種に適用されると，中国人だけで 7千人が追放されるだろうといわれ

る。

, Calalang NEC議長はセンサス統計局の雇用調査結果を大統領に報告した。

（単位万人〉

｜雇用人口｜農 村 ｜都 市

61. 10 ¥ 909 .5 l - ¥ 
65. s ¥ 1,054.3 ¥ - ¥ -

10 I 1,010.1 I - I 
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66. 5 l 1,103.2 -I 789.6 I 313.6 

10 I 1,093.6 J - I 

67. 5 1- 1,210.5 I 869.5 1 341.0

報告は， 66年5月一昨年5月の雇用増加は 107万3千余と61～65年の 4倍強に

達している，これは経済活動の活発化によるもので特に米作・道路計画（R&R) 

が集中した農村地域の数字に明らかであるとしている。

v南ベトナム，タイニン省のフイノレカグのベース・キャンプがベトコンの襲撃

を受け，周囲の掩蔽壕に小火器と M79手摺弾5発が打ち込まれた。負傷者はな

かったが，米軍キャンプ付近で米軍 MP3名が待伏せ攻撃を受け死亡した。

20 B V国防軍は軍工兵隊を使って 4万7千ヘクタールの遊休地の開墾を計画，現在

Capiz州Jamindanの政府指定保留地3万3千ヘクタールの開墾作業を進めてい

る。すでに三つの模範農場用地が完成した。

V大統領はパンガシナン州 Sta.Barbaraで， すでにフィリピン開発銀行にコ

コナツ産業に対し9050万ペソの融資を償還15年低利で行なうよう指示したと述べ

Tこ。

Vセブ市で、聞かれた警察軍地方司令官会議で、 Yan長官は，最近モスクワおよ

び中国製缶詰製品が相当量ミンダナオおよびピサヤ地方の中国人食料品店に現わ

れており，しかもその背後では政治家と密輸業者とがタイアップしているらしい

との報告を受け，各司令官に密輸取締の強化を指令した。

Vクラーク米空軍基地従業員労働組合（8千人）は，レイ・オフされた従業員

317名の復職を要求しストライキに入った。

21日 Vマノレコス大統領は遊説先の Legazpi市で次のように述べた。①野党が関税法

修正案，政府再組織法案，税制法などを含む重要法案をわざとしかも計画的に阻

止したため大衆の生活向上のための計画を実施できなかったと野党の議事妨害を

非難，② B.Aquino, Jr. L党上院議員候補が， もしフク団がいなかったら，わ

が国は富者と権力者が貧乏人に対して行なった不正に目ざめなかったで、あろうと

述べたことに対し，フク団の支持を得ょうとする企てである，③政府は貧者と富

者各々に対するこつのタイプの正義をもっているとのL党の非難に，正義の配分

は司法の機能であって行政のそれではないと反論した。

' 中国訪問のため香港に滞在していたリベラノレ党の E.U. Ilarde （リザーノレ〉，

A. Cuenco （セプ〉， J. Yap （タノレラク〉の 3下院議員は計画を中止し， シンガ
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ポール経由で1吊凶し次のように述べた。 一一われわれは下院から公式の旅行許可

を得ることが最上と考えた。 しかし北京はわれわれが M.K. Katighak上院議

員， R Mitra, Jr. （し Palawan)V. A. Sagun ( L，南ザンボアンガ）下院議員

と同様， 「私的資格」で中［：§に来るものと考えていた。北京がフィリピン政府か

らの公式使節団を受け入れることは北京が二つの中国政策に暗黙の中に承認を与

えることを意味する O これは北京の拒否するところであり，フィリピン政府に事

実上の承認を与えることでもある。

23日 v“Lapiang Malaya”の指導者 Valentinde los Santos (89）はマニラ・サナ

トリウムでイ氏血圧性肺炎のため死亡した。

V外務省高官筋は，マレーシアがサパはその bordersの一部を成していると仮

定していることは不当であり，しかもフィリピンはその仮定を認めるべきだと考

えていることはごう慢であると述べた。マ・比密輸ノぐトローノレに関連してマレー

シアがサパを意味するに“border”の語を使うことを主張し，一方フィリピンは

これを他の語で置き変えることを提案していた。

v国民政府大使館は，もし「好ましい中国人」が出国前に再入国許可を与えら

れるならばとの条件で，台北はすべての超過滞在中国人－2千人と考えられる

一一のフィリピンからの送還を考慮することに合意したと発表した。

Vマルコス大統領は Yan警察軍長官に対し地域の治安，特に選挙時の治安確

保のため第1警察軍管区（パンパンガ，タノレラク，ヌエパ・エシハ，ブラカン州〉

内のすべての民間人を武装解除するよう命令した。

24日 , Licaros開発銀行（DBP）議長は米農務省は 66年12月22日の米比協定にもと

づき DBPの保障付きで原綿（約4万梱〉の PL480による購入のため credit

purchase authorizatin No. 42-404を承認したと発表。

V ロベス副大統領兼農相は，国連世界食糧計画（WFP）はフィリピンに 123万

6570ドル相当の食糧援助を約束したと発表。①農業生産性向上のための生活費貸

付用50万8900ドル，②畜産開発31万8200ドル，③ミンダナオ国立大に対する食糧

援助4万1420ドル，④ SapangPalayの不法占処者移住18万0050ドル，⑤国家濯

瓶体系の改良98万8000ドノレ。

25日 Vフィリピン肥料協会は大統領に対し30万トンの賠償による硫酸アンモニア肥

料の輸入を農業信用局に中止させるよう要請した。

V労働省はこのほど，非営利教育機関の職員は団結権を有するが，団体交渉の

ためにストライキを行ないあるいはその他の相互扶助ないし保護に訴える権利を
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もたない，団体交渉権は営利学校職員のみが享受しうるとの裁定を下したQ

vラモス外相は，マレーシアに対し比政府が示した友好と誠意をサパ要求追求

に際しての弱点と誤解してはならない，われわれはたゆまず要求を追求す’る旨の

大統領のラーマン首相宛親書をたずさえ，第4凶 ASA閣僚会議，およびマレー

シア独立10周年記念出席のためクアラノレンプールに111］け出発した。

26日 Vマノレコス大統領は Davaol↑iでミンダナオの木材伐採権の50%をキャンセノレ

するよう命じた。これは大統領が， 50%はダミーの名で実際には外国人が経営し

ているとの公式報告を受け出された。

T Espiritu工業会議所会頭は，東南アジア諸国のより大きな経済協力へのステ

ップであると ASEANの結成を支持する旨の声明を出した。

27日 V最近終了した輸出市場開発セミナーに参加した約30名の著名な実業家がこの

ほどフィリピン輸出業会議所（Phiippinechamber of Exporters）を組織した。会

頭： LeopoldoB. Saloma (Glneral Rubber & Footwelar Corp.），副会頭： Alex

Y. Pardo (Special Services Corp.）。

V ロムアノレデス蔵相兼産業委員長は，深海漁業，クソレタミン酸アムフア・モノ

アシド，林木切出，その他類似産業のプロジェクト調査を完了した， 1963年頃に

作成された他の産業調査40も改訂が進められていると発表。

Vマノレコス大統領はパンパンガ州 Bacoorの Maliwalu村で支部オルグ，女性

の会計係を含む31人のフク団員の投降宣誓式を行ない，問題をかかえ自分のとこ

ろに来るフク団員はみな援助する，しかしフク団員に特赦を与えることには反対

である，無条件の投降者は受け入れると述べた。

0±) Maliwalu村は1950年代政府軍による男女31人の大虐殺があったところ。

28日 V このほど完了したフィリピン大学経済学部の企業調査の仮報告の主要結果は

次のようである。①主要な非金融事業部門の総資産 142億ペソのうち， 77.9%・

110億ベソはフィリピン人， 22.1%・31億ベソは外国人投資として記録されてい

る。③これらの外国投資の細分は次のようである。 25億ペソ（17.5%）米国， 3

億 0050万ペソ（2.1%）英国， 1億9650万ぺソ（1.4%）スペイン， 4600万ベソ

(0.3%）中国， 1億1600万ベソ（0.8%）その他。③外国投資の比率は小企業よ

りも大企業に高く，フィリピン人のコントロールが下位グループよりトップ・グ

ノレープでより稀薄なことを示している。④多くのトップ企業がフィリピン人所有

と記録されているが，実際のコントロールは外国人の手中にある。 25の最も堅実

な企業のうちフィリピン人企業は48%にすぎず，米人所有企業は40%に近い。⑤
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これらの企業に対するフ fリピン人の所有を一層弱めているものは，ある企業の

有効なフィリピン人の所有が帰化フィリピン人特に中国人子孫、による株式の所有

により一層薄められていることである。これらの点からまた企業をコントローノレ

するものはそのグループないし産業の資源をどのようにどこに向けるかをコント

ローノレするということをも考えるなら，フィリピン企業におけるフィリピン入所

有の統計上のワェイトはかなり弱められる。

Vマノレコス大統領は PabloOcampo下院議員（マニラ第41正）をナショナリ

スタ党マニラ rh‘長公認候補に指名した。発表後 Ocampo, リベラル党公認候補

Villegas, リベラル党無所属候補 S.Marino元官房長官は各々声明を発表した。

T W. Encarnacionパンパンガ州警察軍司令官は Mata国防相に，フク団の侵

透しているパンパンガ州における11月選挙は血なまぐさいものになろう，しかし

結果は選挙民の自由意思を反映したものにはなるまいと報告，またタノレラク，パ

ターン，ブラカン，ヌエパ・エシハの各司令官も辺地の村で、フク団の指導者が公

然と選挙運動を行なっていると報告した。

vブラカン州 Baliwag発の PNS報道は，政府法律家の無能のため土地ー改革法

が小作農に誇大な重要性を与えたの利用して小作農が不法行為を行なっている，

土地局が農民向けに行なったセミナーや政治的野心を抱く土地局の役人の肩たた

きが農民のエゴを一層増長させていると次のように伝えている。無法な農民たち

は地主と刈分小作ベースで土地を耕作するとの口契約を結び，収穫時になるど彼

らは収穫の75%を取り，地主に残りの25%を与える。しかも土地の下ごしらえを

する問地主が全費用の半分を負担している。 R.A. 3844土地改革法の第4条は刈

分小作は公共の政策に反するものであると宣言し廃止すると規定しているので，

もし抗議すると地主は小作農に裁判に訴えると脅される。

vラウレノレ下院議長は外務省を通じ， スカノレノ大統領がリザーノレに土地を購入

したといわれることに同議長の名を結びつけたジャカルタの新聞報道に抗議する

正式の覚書を送った。

29日 , Gil Puyat, Jr.フィリピン製粉業協会長はテレビ・フォラムで政府の原料輸

入削減提案を批判，製粉業の操業率は現在約55%にすぎず，輸入削減による生産

能力の減少はコストを上昇させ， 15%という低率関税による粉製品の輸入は製粉

業界に悪影響をおよぼそうと述べた。

V政府軍は 3人の陸軍兵士の死体と， 27日パンパンガ州 Apalitの Calantipay

村で彼らを待伏せ殺害したフク団のグループを捜している。フク団は Domingo
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Yambaoこと“Freddie＇’「司令官に率いられていたという。

v大統領はアンガット・ダム（工費1200万ベソ）の落成式を行なった。

Vマルコス大統領は大統領地域開発機関（P.A.C. D.）と賠償委員会に対し398

の水道プロジェクト（総工費460万ベソ〕に着手するよう指示した。

30日 T 67年第2四半期現在の資産の点で最大の民問金融機関にlYrJ期 l位の Equita-

ble Banking Corp.を抜いて ChinaBanking Corp.がなった（両銀行とも 11』［五

入所有）。 3位は PhilippineCommercial and Industrial Bank0 ｜司立銀行の資

産は 2億1900万ぺソ増加して27億ペソとなった。

T Padilla上｜涜リベラル党院内総務は声明を出し次のようにマルコス政権を批

判した。 ほんの 1年前大統領は米国や日本の財界から18億ドルの投資を確保

したと自慢した。だが反対に外国投資はわが国から逃げ出しているように思われ

る。 67年 1～4月に外国投資の流出は流入519万ドルに対し 840万ドノレに達し，

純流出は 221万ドルとなった。フィリピンは香港からの逃避資本を少しも得てい

ない。これはフィリピンの状態が香港ほど危険でないとしても外国投資家には危

険に思われるからである。将来の見込は外国紙が我国の状態を公然と批判してい

る現在より厳しい。 Timeと Life両誌は比政府内の汚職を暴露し治安状態の引

き続く悪化に驚きを表明する記事を載せ，フィリヒ。ンはただ、病気なのかそれとも

死につつあるのかと述べている。これは誠に重大である。なぜなら外国紙はフィ

リピンの政治にまき込まれていず，客観的に国内の情況を観察していると考えら

れるからである。大統領は政府実績が選挙の争点であるとしているが，国民にこ

の情況を説明すべきだ。

V中銀通貨委員会は29日，フィリピン国内で営業する銀行に，ペソ貨預金を有

する外国銀行を含む非居住者はその預金をドノレあるいは交換性を有するその他の

外貨で積まねばならない旨決定，本日発効した。

31日 vラウレノレ下院議長（N）はミンダナオで，現政権は住民の生活向上のため同地

域の開発を推進している，現行の少数民族統合は彼らの地位の損失を含まず単一

の政治への｜司化は物質的・知的前進を促進しようと述べた。

Vナショナリスタ党9人中央委員会（junta）は地方選挙公認候補を確認したが，

その中にイロコス・ノノレト州副知事候補として， マルコス大統領の妹 Elizabeth

Kean夫人とレイテ・デノレ・ノノレト州知事候補としてマルコス夫人の兄弟 Ben-

jamin Romualdez （現ワシントン大使〕も含まれている。
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9 月
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1 B f Villareal リベラル党総裁（下院議員）はこのほど 11Jj選挙における 8大争

点を発一表したo (1)暴力と犯罪の増加，②物価の高騰，ぜ）一般人に対する社会的良

心と関心の欠如］， （｝）独裁支配設立の明白な意凶，（長〉選挙公約の不履行，⑥大衆の

貧困と国家の経済困難解決のための誤ったかっ貧弱な計画の実施，⑦大統領自身

により多数のケースにおいて！酌1Jされた前例のない汚職，州国民を欺き，ばかに

する際の大げさな行動。

Vフィリピン，マレーシア両国はサバと南フィリピン聞の密輸防止協力協定に

調印した。

TN党はL党発表の11月選挙争点に反論， L党は土地改革，米，道路，密輸防

止，政府に対する国民の信頼回復における現政権の確回たる実績を否定できまし、

と述べたo

f Lorenzo Tafiada上院議員（ナショナリスタ・シチズン）は Movementof 

the Advaucement of Nationalismに代り個人としての大統領への覚書の中で，

L-L協定再交渉では米国との“特殊関係”を切断するよう勧告した。

v消息筋が明らかにしたところによれば外務省はカンボジアとタイ両国間の関

係正常化の仲介者となる可能性を打診しているといわれる。

2 日 Vマルコス大統領はセブ市でL党の選挙争点に対し，これは1965年選挙でラウ

レノレ党首自身がマノレコス政権に対して提起した争点、の焼直しにすぎない，これに

対するー最良の回答は野党の非協力と積極的な抵抗の中で任期2年弱の聞のマノレコ

ス政権の実績であると述べた。

3 日 ' 1週間前にストライキに入ったクラーク・フィーノレド米空軍基地従業員組合

の KexNazarene委員長がアンジェルス市の Santo｝村の基地の柵内の草地で射

殺死体となって発見された。当局は同委員長が再度ストを打．つことを拒否したた

めに殺された疑いがあるとしている。

Vマルコス大統領はセプ市で， L党の候補者が大統領に高い地位や権益や契約

などで引き立てを得ょうと頼みにきたが，これはテープに録音しである，これら

のあるものは汚職のもととなりうるものであると述べた。

f Yan警察軍長官は選挙中の銃器携行禁止に違反した者の銃のライセンス取消

と没収を命じた。

Vマノレコス大統領は SergioIsada, Marte Lglesias, Melito Bulanの各大佐を

准将に昇任させた。
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4 日 f Padilla上院多数党院内総務（L）は，大統領は通信のプライパシ一保護法RA

4200に違反したことを公言したが，マルコス政権は多くの憲法上の市民の権利を

踏みにじり，あたかも大統領府が法の支配の上に位するかのよう考え行動してき

たのであり，驚くにはあたらないと， また Villegasマニラ市長は大統領はゲシ

ュタポ・タイプの策略を使ったと非難した。

f Salvador P. Lopez ［司連代表はマニラでの記者会見で，われわれの政策は核

兵器の非拡散を支持する，しかしアジアの自由諸国はアジアの長期的安全保障の

ために今こそアジアにおける共産中国の核独占を認めるか，ヰ11:mに核競争で挑戦

するか決めねばならないと述べたυ

5 日 vタlレラク州 Capasの St.Rita （元 Talimunduk）村で、警察軍パトロール5人

とDante司令官に率いられていたと考えられる約8人のフク団とが20分間交戦，

警察軍に死者2，負傷 1を出した。

vラモス外相は，マレーシア，台北訪問から帰国マニラ空港で声明を発表，同

外相はサパ要求に対し不利な内容を含む協定に調，ミIJしフィリピンのサパ要求を事

実上秘かに裏切ったと述べた批判者を非難した。

f L党首脳は，大統領府がマノレコス大統領のセブ市でのL党非難を否定したこ

とはフィリピンの報道機関の誠実に対する直接的挑戦であり， 1万5千の聴衆に

対する侮辱であると非難，否定の理由は明白で，大統領の発言が大統領がかくし

マイク・システムを設けたという長い間の疑念を確証したからであると述べた。

v比米合｜司退役軍人委員会とフィリピン退役軍人銀行との間で3100万ドノレの退

役軍人給付要求に関する伝託協定が調印された。

0主） 上記3100万ドルの支払は 6Jj 29日ラモス外相と Blair米大使が調印した

協定に具体化されてし、たもので，給付対象者は60万余。

f Raquiza公共事業相は，マカパガル前大統領の批判に答えて，現政権のコンク

リート道路 lkm当りの平均費用は厚さ 9インチ， 11届6.70メートノレで16万7千ペソ

である，マカパガル在任の 4年間に今回と同額の予算が支出されたにもかかわら

ずコンクリート道路はただ、の70キロしか建設されなかったで－はないか，と述べた0

6 日 V ミンダナオの BasilanIl1 Maluso地区で警察軍パトローノレとジープに乗った

7人のイスラム教徒のギヤング団が衝突，警察軍兵士 1人が重傷を負い，ギャン

グ2人が死亡した。首領とみられる Endayaは元警察軍兵士で， 1月前Suluの

Toloで掠輸パトロール中の兵士2名を待ち伏せ殺害した疑いをうけてし、る。

f S. Laurel上院議員候補（N）は今こそフィリピンは対米依存を徐々に減らす

リ
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ために大胆な措置を取り，；ft[ヨーロッパ諸凶を含む他の諸国との貿易開設を真実lj

に考慮すべきときであるとの声明を発表した。

7 日 Vマルコス大統領はこのほどフィリピン開発銀行に対しケソン市における永久

ピノレ建設資金を政府機関に与えるよう命令した。

, 65年大統領選挙時および61年の上院選挙で首位を得た R.Manglapus上院議

員およびフfリピン進歩党（P.P. P.）のスポークスマンであった Autonio P. 

Garciaはマニラ市長候補のおluadorMarinoは P.P.P.提案のマニラ政府計画

を受け入れうるものと考えていると述べた，その他P.P.P.のメンバーには Jorge

Lorreclo, Jr., Alfonso Altveros, Raul Paredesがいる。

Vマクナマラ米国防長官は下院の秘街聴閉会で，フィリピンにおける米基地お

よび施設に対する米国の依存は，ベトナム闘争の前進とともに引続き増加してい

る，この点に関しわれわれはマルコス大統領からすく守れた援助を受けてきたと証

言した。

8 日 Vマノレコス大統領は SEATOの各国代表にフィリピンの地域開発および民生

活動計画に投資するよう，またSEATOのパワー・ベース強化のため大型の経済

協力計画を実施するよう要請し，経済分野での共産中国の挑戦に対抗するよう求

めた。

Vサラス官房長官は，大統領との会談の録音は故マダサイサイ大統領時代以来

引継がれたもので，これら施設は速記者より便利なので引続き使用されていたも

のであると述べた。

Vマルコス大統領はグエン・パン・チュー南ベトナム大統領の北ベトナムとの

直接会談を提案するとの計画にコメントして，われわれは北と南との直接的な話

合いなしには，いかなる交渉も始まりえないとの立場を，常にとってきたと支持

を表明した。

, L. Teves上院議員候補（N，下院議員〉はラジオ・インタビューで，未開発

資源のための外資導入および共産中国を含む共産諸国との貿易関係の開設に賛成

する，しかしー貿易関係は相互的かつ収支ノミランスのとれたものでなければならな

いと強調した。

タ日 Vマルコス大統領はブラカン州 Norzagarayの Angat水力発電フ。ラント完工

式で， Angat多目的フ。ロジェクトは独立独行の，道徳的に強固な，すべての任務

を自身の性格ばかりでなく自身の能力に対する挑戦と考える「新しいフィリピン

人」の真の意味でのモニュメントである，マニラ北分岐道路， Mabini橋， Gua-
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<lalupe橋，プレハブ校舎， IR-8も小さなものであるが，新しいフィリピン人の

モニュメントであると述べた。同プラントの費用は 2億 4千万ベソ，発電能力は

6万 2千・kw，全計画完了時能力は21万 8千kwo

V外務省消息筋によれば，共産諸国との関係正常化の世論は海外の外交公館の

積極的支持を受けている，しかしこれは原則的にということであり，現実政治に

調整されねばならないと伝えられている。

10日 ' L党スポークスマンは大統領府による私的会話のか2くし録音は政府の「主要

罪悪」のひとつであり，次期の上院支配をマルコス大統領に許さない有力な理由

であると述べた。

v各州、陪遊説中のN党上院議員候補はマノレコス大統領に50歳の誕生日の祝詞を

送り，すべての徴候からみてN党が11月に完勝するとの大統領の予言は現実とな

ろうと述べた。

Vフィンランド貿易使節団来比。

f Mike Mansfield米上院民主党院内総務はマニラを訪問， マルコス大統領，

ラモス外相と個別に会談した（～11日〉。

11日 T 50歳を迎えたマルコス大統領は， 閣議で，① Tondaの前部汀の一部を同地

区スラムの低所得者住宅用に割当てること，③政府が RCA, NAMARCO, PN 

BRその他政府関係機関の PNBiこ対する 4億1200万ベソにのぼる負債保証を引

受けることを決定，また Mabini橋，マニラ北分岐道路，マニラ南道路の一部の

落成式を行なった。

Vナショナリスタ党本部はL党がマルコス政権の確固たる業績に論ばくしたこ

とに答え，次の事例をあげた。①18ヵ月でマルコス政権は 646kmの支線道路を建

設したが，マカパガノレ政権は4年間に 118km建設しただ、けで、ある，②同上期間に

現政権は 262.7 kmのコンクリート道路を建設，前政権は70kmをセメント舗装した

にすぎない，③67年 6月30日現在，現政権は3247棟のフ。レハブ校舎を建設，前政

権は 101の軍式校舎を建設したにすぎない，④前政権期に未完成で、放置されてい

た Mabini橋とマカテイの Guadalupe橋は記録的な工期で完成した。

f E. Zerrudo警察軍第1管区司令官代理は，パンパシガは 11月選挙における

最も危ない州である，また同州に隣接するプラカン州の数町，パターン州も危な

い地域であると述・ベた。

v今年末で任期の切れる L Sumulong上院議員（N）は上院の与野党連合ブロ

ックを間接に批判，これらの者は，すでに忍耐の限界に達している人々の怒りを
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引き起す1'1ijに心を入れ将え，有害な政治的変色(i'jの傾向を放棄すべきだ，民主主義

が正しく機能するためには 2大政党制が必要であると述べた。

12日 Vマルコス大統領は地方分l技法案にサイン＇ [,iJ法が成立した。

v最高裁判所は Santos対 Heng事件に関し，フィリピン人は外国人に売渡し

た土地を回復できる，外国人はわが国において土地の所有を禁じられている，こ

れは憲法の神聖な命令であるとの判決を下した。同判決はクリベンコ事件判決を

確認するものだが，‘フィ，リピン人がすでに外国人に売却した土地の回復権を認め

ないとした Rellosa対 GawChee Hun事件判決に対立するものである。最高裁

は「われわれは友情あるいは公平の名において妥協するつもりはないJ，また E.

M. Fernando判事補は「憲法は土地証書が外国人パイヤーの手に残されている

ことに渋い顔をしている」とも述べている。

v外務省当局者は最近比台両国パネル問で達せられた7年来の超過滞在中国人

(2341人）問題に関する合意は実行しえないものと見ており，大統領はこれとは

かかわりなく“好ましい”超過滞在中国人の当地滞在を合法化することが必要と

なろうと述べた。

13日 T Antonio Baτredo首席検事は，①土地登録委員会に対し国家への回復訴訟を

起こしうるよう現在外国人の所有にある土地の完全なリストを送付するよう要請

するとともに，③外国人所有の士地回復巳関するすべてのケースを扱う検事団を

設けた。

V警察軍第4管区当局は司令官会議を聞きミンダナオおよびスノレ15州の選挙を

前にしての情勢を検討，結果は次のようであった。⑦選挙前当日に暴力事件が発

生する恐れのある“ホット・スポット”は 7州， 4市， 81町，⑦550人の密輸業

者のうち大シンジケートに属する60人が，ある州市町の候補に資金を供給してい

る。他の者は選挙時期を利用して密輸を続けている。⑨富裕な中国人事業家が候

補者たちに多額の運動資金を寄付している。これら中国人は特定の候補だけでな

くその対立候補にも資金援助を与えている。④報告によれば多数の市町警察官特

に回教徒の多い地域の警察官は公然と特定候補に対する支持を表明している。⑤

組織のリーダーが支持する候補者にだけ投票する偽宗教的な種族組織がある。⑨

報告によれば未許可の火器が推定2万2071あり， うち9300はスノレに， 8000はコタ

パトにある。これらの銃は政治テロに使われている。⑦ダパオとアグサンからの

報告によれば，富裕な候補者たちが 300万ベソを用意し粟買いをしており，今ま

でのところ買収された票は 2万票に達し，支払われた額は 150万ベソである。票
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民いは選挙人の新規立鉱の促進要因のーっとなってし、る。

14日 Vマルコス大統領夫人の兄弟である Benjamin Romualdezは駐ワシントン大

使を辞任，レイテ州知事に立候補の予定。

, Villegasマニラ市長は中央政府は各種税の市に対する未払交付金の支払と市

に対する長期末払債務の解決を一貫して拒否してきた，大統領府の裏の日的は財

政的困難を造り出し，市政府を混乱させることにあると非難した。 13日市当局は

市長の 1千万べソ借入提案審議のため議会を召集したが定数不足のため審議でき

なかった。

15日 , F. Serrano前外相は対共産圏貿易開設の動きについて次のように警告した。

ぬフィリピンは米国その他反共諸国からの軍事・経済援助なしですませうる準備

ができるか，③国防は中立に転身することによって維持できるか，⑨米国その他

反共諸国からの経済援助が停止された場合，フィリピンは共産諸国その他から同

様のあるいはそれ以上の援助を確保できるか，⑨共産諸国との貿易が開設された

場合，フィリピンは共産主義の破壊が全くないと確信できるか，⑤国内での共産

主義の破壊が，対共産諸国との貿易関係の結果停止ないし禁止されえない場合，

フィリピンは共産主義に転化する用意があるのか。

16日 Vヌヱパ・エシハ州 SanAntoninoの Lambakinでジープで通行中の警察官

を含む4人が待ち伏せを受け 2名が死亡， 2名が負傷した。 18日警察軍は容疑者

8人のうち 2人を逮捕，当局は彼らはフク団の“contactmen”であることおよび

警察軍の監視下にある農民組織“Masaka”のメンパーで、あることを認め，フク同

司令官 Liwanagから 16日に負傷した警察官を暗殺するよう命令を受けていたと

自白した，と発表したo

v上院選挙法廷は， RaulManglapus (PPP), Gaudencio Antonino (N), Maria 

Kalau Katigbak (L）各上院議員を1961年選挙時の過剰支出に関し有罪とし，残り

任期議席を奪うとの決定の再考を求めた上記3議員の申請を 5対4で否決した。

17日 V在南ベトナムのフィルカグの兵2名がキャンプ近くの BinhPhong部落でべ

トコンの待伏せ攻撃を受け死亡した。

TN党の P.Ocampoマニラ市長公認候補はマニラの党候補宣言大会で，

Villegas現マニラ市長をその在職中様々の罪を犯したとし，刑務所に送り込むと

述べた。

' L党は声明を発表，同党が次期上院を支配しようと議事妨害をしたとのマル

コス大統領の非難は間違っている，大統領府はその貧弱な実績をかくそうと煙幕
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を張っていると非難したぐ）

Vマルコス大統領はマニラの党候補宣言大会で， L党に対し単に政府を批判せ

ず，政府計画の対案を示すべきだと批判した。

18日 T Yan警察軍長官は長期間その地位にあってこのほど任地の政治家との関係が

明らかとなり問題となっていた EmilioNarcise南イロコス州警察軍司令官を解

任，選挙当日まで他地域より増強した 750人の機動隊をイロコス 4州の警備の任

に当らせると発表した。

T G. E. Antonino上院議員（N）は16日の上院選挙法廷の決定を最高裁に提訴

する，また11月選挙には再出馬すると発表した。

T C. T. Villarealリベラル党党首は党の利益に有害な行動をしたL党候補，役

員は党内でどのような地位にあってもその権限を停止するよう指示した。

19日 Vケソン市警察当局は，岡市第 1審裁判所の差押え命令に従いマニラ空港で

“Time”および“Life”両誌のコピー全部と銀行預金7万ベソを差押えた。“Time”

誌の記事が労働運動指導者 I.Lacsinaとその所属組織を共産主義の影響を受けて

いると批難したとして， Lacsinaが文書誹段で Time-Life社を許えていた。

V プラカン州 Baliuagの Tangos村・で、パンパンガ州カンダノミの助役 B.Sang-

galangの一行が何者かの一団に待伏せ襲撃を受け 2人が死亡， 3人が負傷， 助

役は無傷であった。 21日警察軍当局はこのグループのリーダーを元 Apalitの警

察官でフク団司令官“Feddie”であると述べた。

, S. L. Mani白0 マニラ市長候補（無所属， L党マニラ支部長〕は18日の L党

党首の芦明は明白な偽善であると非難，マニラの大会を支持するとのL党幹部委

員会の以前の決定を委員会が不明朗な理由から突然変更したことこそ党の利益に

対し有害であると述べた。

' L党本部は選挙民に次のように警告した。一一マルコス大統領はねらいを19

69年に置いており，無競争で立候補できるようぜひとも11月選挙を勝とうと決心

している。もし国民がマルコスの力とテロの政策に対抗しなければ，わが国は無

能かつ誠意のない政権をしかも冷酷なそれを負うことになろう。われわれは次の

10年停滞状態から脱け出すことはできなくなろう。

20日 Vマレーシアの移民監督官はこのほどマレーシアとフィリピンはサパに入るフ

イリピンの未熟練労働者問題に関する協定を起草することになろうと語った。現

在この種の労働者は 2万4千人いるといわれる。

, Mata国防相は， フク団がタルラク州南部で特に LaPaz, Concepcion, 
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Bamban, Tarlacおよび Capasで政治運動を強化しているとの報告，およびフク

団が高性能の Armalite M 16ライフノレを使用しているとの報告を受け， タノレラ

ク州南部の兵力を増員すること，中部ルソンの国防軍部隊の火力を増強すること

を命令した。

21日 Vマノレコス大統領はこのほど Ser旬ps-Howard紙とのインタビューで，英国は

すでに pacificpowerの地位を退いた，もし米国がアジアから引くならば，共産

中国が一一一アジア諸国がその自国に対する圧力のみでなく究極的には軍事支配を

も防ぐことはできないーー－powerであるという現実にアジアは順応せねばならな

くなろうと述べた。（UPI)

, Villareal リベラノレ党々首は，新しい社会正義を前進させることを目標とし，

課税の不平等を是正する租税構造のドラスティックな改訂と国民に対する直接的

社会サービスの大幅な増加を主柱とする「政府計画」を発表した。

Vマルコス大統領は警察軍とマニラ市警察当局に対しマニラ市の治安状態改善

のための勧告を提出するよう要請した。マニラ市の治安についてVillegasマニラ

市長は政府がマニラを警察軍管理下に置くことを計画している，これは明白な政

治的行動であると非難している。

22日 V大統領は幹部問の対立のため，事実上機能を停止していた改革と政府活動の

ための大統領機関（P.A. R. G. 0.）議長に N党のマニラ市長候補指名に破れた

Ramon Bagating前下院議員を任命した。

' N党本部はL党の政府計画なるものは大統領が精力的に実施している計画の

一語一語，アイデアも同じ模写であると非難した。

, Operation Brotherhood （奉仕団体〕はラオスで活動している 123人の団員

に9月末まで引き上げるよう指示した。 0.B.はすでに 10年間ラオスに駐在して

いるが， 22日で米 AIDとの契約が切れ， AIDと活動方針について意見の相違が

あった。

, Antonino, Manglapus, Katigbak 3上院議員は上院が正式に追放するまで上

院議員の職にとどまると述べた。 3議員は最高裁に提訴しているが，選挙資金の

限度を定めた法律は憲法違反であるとして上院選挙法廷の判決を無効であると主

張している。

（注〉 選挙資金の限度は上・下両院議員選挙とも7200ベソ。

23日 T W. C. Blair米大使は大使を辞任した。

24日 Vマルコス大統領は Bacolod市での N党候補者宣言大会で，①砂糖およびそ
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の他主要輸出産業の保護が11月のラウレノレ・ラングレー協定改訂交渉の主要な交

渉点となろう，③選挙委員会に対し重要な政府プロジェクトを選挙前45r1の公共

事業停止令から除外するよう求める，⑨L党に対し εereralnoisesを起こさない

ようまた独自の政府計画およびプロジェクトを主張すべきだと述べた。

25日 Vマルコス大統領は Zamboangadel Norte 州の Dipolog市でのインタビュー

で，大統領は終身大統領となろうとの野望をいだいているとのL党の非難に対し

何とナイープなことかと述べ， L党が憲法修正2提案にマルコスの権力を永久化

するものだとして反対していることに対L，これはL党の後向きの思考を示唆す

るものだと述べた。

’最高裁判所は A叫oninoらBJ-:院議員の上院選挙法廷決定無効訴訟を却下し

た。

' L党スポークスマンは大統領府はあらゆる大統領の権力を利用してマルコス

大統領が自ら選んだ候補者の勝利を確保する秘密の政府計画，“Tsunami”作戦を

開始したと述べた。

, Villaerl L党党首は，党内で69年選挙に同氏を大統領候補に， Villegasマニ

ラ市長を副大統領候補に，という推測が行なわれていることについて，69年の野党

の］F：副大統領候補について議論するには時期早尚にすぎる，党内には大統領候補

の資格をそなえた者がいる，即ち SergioOsmefia, Jr., Ambrosio Padilla, Gerardo 

Roxas, Jovito Salonga各上院議員， Villegas市長， Salipada,K. Pendatun, Jus-

tiniano S. Montano両下院議員である，彼らは69年にマルコス氏を破ることが

できる，と述べたo

v最高裁判所は次のような要旨の判決を下した。一一平等待遇権は米国市民に

わが国の天然資源の開発，および公共施設の運営を1974年7月3日まで認めてい

る。これはすべての外国人に対し上記の活動を禁じている憲法規定の免除であ

る。しかし憲法の平等待遇権条項には米国人にフィリピン人と同様の免税措置を

享受することを認める表現はなく，また合意もない。

26日 V米紙 Journalof Commerceは最近の外国事業の活動に関する比法廷の判決

は L-L協定満期時の比米関係に対するアメリカの関心を強めていると伝えてい

る。

V外務省筋は25日ラモス外相が第22回国連総会で，ソ連はドイツの永久分割と

同時にベトナムと朝鮮の国境を無視し，東南アジアを再分割しようとしていると

非難したことを，比ソ関係開設に反対する最初の公開宣言と解釈している。国連
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代表の 1人である Manuel Enverga下院外交委員長は東欧諸国への招待旅行後

ワシントンで比ソ関係開設を提案するつもりであると述べている。

Vマルコス大統領は MisamisOccidental州の Tudelaで政府は不公正な

“Tsunami”作戦を開始したとのL党の非難は悪意ある偽りである，彼らはもし

政権にあればするであろうことを語っているのであり，われわれは選挙で、は法の

支配を順守するつもりであるから，これを許すことはできないと述べた。また

Bocobo N 党広報担当官は“genso”に悩んでいる心だけがこのような計画を思

いつきうるにすぎないと述べた。

, Villareal L党党首は， 要旨次のような声明を発表した。マルコス大統領が

24日 NegrosOccidental州 Bacolod市で砂糖産業は L-L交渉の決定要因とな

ろうと述べたこと等砂糖産業に関する大統領の動きと声明は今回の選挙キャンペ

ーンの最大のミステリィに発展しつつある。大統領は党派的にまた人を欺くよう

な質問の形で問題を取り上げた。即ちあなたがたは（Visayas州に建設予定の）

五つの製糖工場に賛成なのか否かと。われわれは大統領に以下の質問を提起する。

⑨五つの製糖工場は経済の重要部分を大統領の親友や日本のザイパツに分配しよ

うとする計両の一部ではないのか？，②大統領は砂糖の生産を拡大して何をしよ

うとしているのか，それをソ連固に売るのか？，③大統領が砂糖に関して示唆し

た立場は，大統領が L-L協定を74年以後も延長することに合意する準備をして

いることを意味するのではないか人命大統領は国民経済を正確にはどの方向に

引きずっているのか人

27日 ' L党の NegrosOccidental州知事候補の FelixAmante下院議員は Bene-

dicta国立銀行（PNB）総裁の解任を要求し次のように述べた。 Benedictoは丸

紅飯田のフィリピン代理店である BelgonInvestmets社の理事等の役職にあり，

したがって Agro-Industrial development company of Silay and Saravia 

(Aidsisa）と丸紅との 7千万ぺソの取引に直接的金融上の利害を有している。

Aidsisaと丸紅は PNBの保証をうけ，ターンキー・ベースで日本の会社による

Silay市での製糖工場建設契約を結んだ。 RNBは Benedictoの指示にもとづき，

Aidsisaに無担保で信用状を発行した。これは憲法第7条第2節の違反である。

また彼は刑法216条に違反している。

Vマルコス大統領は VillarealL党党首に対し26日の声明を支持する証拠を要

求，毒舌を浴びせることはL党を象徴していると述べた。また Ba]atbat商工相

は大統領の演説は L-L協定の失効により影響を受ける輸出産業に関する政府政
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策から生じたものである，砂糖産業は過去3年生産不足のため6:mo万ドノレ， 日佑：

4400万ペソを失な，pたなど砂糖産業の問題と現状につし、て述べ，更にVillarealの

質問に逐一反論した。

T Ombra Amilbangas元下院議員のスポークスマン（米人不動産業者〉は，サパ

州は Amill】angas氏に1967年のサパの%の貸借料として1967.32マレーシア・ド

ノレを支払った，これは同氏をサパの正統なサノレタンであり，サパ紛争処理の権限

をもっていることを承認したものであると発表した。北ボルネオのこの部分はス

ノレの第25代サノレタンの後継者の 1人，故Amilbangas夫人 DayangDayang Hadji 

Piandaoのエステイトに所属するものといわれ， Amill】angas氏は同ヱステイト

管理者でスノレのサルタンのタイトルを保有していると主張しているO これに対し

28日同氏に賃借料を手渡したマレーシア大使館員は， Gruber氏の推論は正しく

ない，害1］譲金は慣習的に夫人の司法上の管理者能力をもっ Amilbangas氏にずっ

と支払われてきたと論ばくした。

T Henares前 NEC議長・ L党上院議員候補は政府は L-L協定に関し物乞い

の態度をとっていると非難，フィリピンは物乞いせず，只iveand takeの原則で

望むものを手に入れることができると述べた。

, A. C. Espiritu工業会議所会頭は， L-L協定は比経済の 3部門（外国貿易、

工業，投資〉を強化するという「重要」な役割を演じていないと述べた。

28日 TN党本部は， L党はマニラ地区だけでなく， Cotabatoでも詐欺やテロなど

不正行為を行なっていると非難した。

T F. M. Serrano前外相， L党上院議員候補はベトナム政策の全面的再検討を

要求し，われわれはベトナム戦争終結時に予想される地域経済への有利な影響を

見落すべきではない。フィルカグの派遣がわれわれのベトナム危機早期解決の希

望に矛盾せぬか否か政府は分析すべき時であると述べた。

29日 V香港暴動は香港に代ってフィリピンを貿易センターにしようとの期待を強め

ている。現在ロムアルデス蔵相を委員長とする「自由貿易ゾーンJ用地決定のた

めの委員会が作られ，有力な候補地として LaUnion州 SanFernando, Bataan 

州 Mariveles,Batangas州 Batangasがあがっている。

V警察軍は警察の不正行為および選挙テロに対する不平杭高まっているIloilo.

Cotabato, Cebu, Cagayan, Masbate州の 6市町を同軍管理下に置いた。

v政府はワシントンで米国務省との L-L協定改訂に関する会談を予定してい

るラモス外相を補助するため A.Melchor大統領経済顧問副委員長を派米した。
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Vシュガー・ブロクのスポークスマンの 1人 ArmandoC. Gustiolo下院議員

(N., Negros Occidental州選出）は， L党は全体の経済計画を無視して砂糖論争

を悪意をもって利用していると非難した。

〔E〕経済

1 B T T. Reyes, Jr.商業会議所会頭は， ASEAN諸国がすでに ASA諸国の間で

一致したような自由貿易地域の設立会談を始めるよう提案した。

T Castillo中銀総裁はリオの IMF年次総会で特別引出し権は各国のクォータ

ーに比例して割当てられており，少数の先進国に有利となっていると述べた。

3 日 Vフィンランド貿易使節団来比。

V最高裁はこのほど，米およびとうもろこしないしこれらの副産物を成分とし

て使用し製品の製造，加工ないし売買に従事する外国人およびフィリピン人が全

有せざる事業所は米とうもろこし国民化法（A.R. 3018）の適用を受けるとの判

決を下した。

6 日 T Bank of Asia 8月リポートは，政府は67会計年度中の歳入増に刺激をうけ

放慢な支出を続けている一方で，民間部門にタイトな信用と輸入削減を押しつけ

ている，そのため生産，利潤，所得は圧迫を受け，関税局も内国税収局もその徴

収目標達成が困難となっていると政府を批判した。

7 日 V ロムアノレデス蔵相は記者会見で，政府は66年1月以来その歳入の範囲内で運

営してき， 67会計年度をーセンタボの経常赤字もなく終了した， 67年7月の全支

出は66年の 1億6400万ベソに対し 1億9430万ペソであり， 3000万ベソの増大は放

慢なものではなく経済の拡大から当然予想されることであると述べた。

8 日 Vカノレテックス・フィリピン社はこのほどパタンガス州 Bauanに4100万ベソ

の新精製プラントを完成，これにより同社の原油精製能力は 1日当り 6万バーレ

ノレとなる。従来の能力は54年に操業を開始したプラント C1億2000万ベソ〉の 3

万5000パーレノレで、あった。

v大統領は，このほどミンダナオのパイナップノレ缶詰会社 DolePhilippines 

(Castle and Cool日社の子会社，既投資額3500万ドル）の経営陣がすべてフィリ

ピン人に入れかわるとの報告をうけた。

9 日 v中銀通貸委員会はこのほどフィリピン開発銀行（DBP）が米商銀から 6800万

ドルのローンを受けることを承認した。ローンの年度別受入れ計画は， 67年2000

万ドノレ， 68年1500万ドル， 69年1400万ドノレ， 70年1200万ドノレ， 71年400万ドノレ，
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72年300万ドノレである。

DBPの各種産業に対する長短期の外国ローン保証額（平均期限7年半）は 9

億4447万ベソ， うち 6億9391万ベソは67会計年度中に；法認されたものω

f ]. P. Tambunting商業会議所理事は大統領宛書簡で， ④平等待遇権は74年

7月Hl以後延期されるべきではないし， L-L協定あるいは新協定交渉の基礎

とすべきではない，③ L-L協定実施の間米国人により獲得された一切の権利お

よび特権は74年に終了すべきである， と述べた。

10日 Espiritu工業会議所会頭は大統領宛書簡の中で投資契肋法の早期署名を要請し

fこO

11日 , G. Elliot米退役軍人局（USVA）マニラ事務所長は，米政府は最近従軍者補

償として 3112万ドノレを引渡した。 また比国内での USVAの月平均支出は現在

400万ドノレ以上で， フィリピン経済に重要なインパクトをもっていると述べた。

また USVAの1946年以来のフィリピンでの支出は11億3700万ドノレを越えてい

る。

, Jose Imperial大使はニュー・ヨークで EssoStandard Eastern社とパター

ン州 Limayのパターン火力発電プラント建設ペソ資金向けの400万ドル借款協定

を結んだ。

12日 , J. P. Enrile関税局長は 6月23日付中銀通牒243号， 7月21日付中銀通牒247

号実施にともなう指示を含むメモランダムに署名した。

Vセンサス統計局は8月のマニラ低所得階層（月収200ペソ以下）消費者物価

指数を以下のように発表した。括弧内は7月。食料172.96(168. 75）一一月後半の

長雨による。米，輸入食料は安定。住居，公共施設費，衣類は各々158.05, 101 

81, 118.41と不変。 61年基準のペソ購買力は0.641から0.638に下落。

V ロペス農相は中部lレソンの地主所有地を未耕公有地と交換するとの米とうも

ろこし栽培者連合の提案実施のため公有地を捜す特別委員会を設けた。

Vフィリピン側要請により経済協力日比合同委員会第2回会議が東京で聞かれ

たが，日本側が 3プロジェクトの優先順位調整を求めたのに対し，比側は等しく

緊急重要なもので，順位はつけられないと拒否したため物別れに終った。上記3

フ。ロジェクトは， 日比友好道路（7500万ドノレ〉，カガヤン鉄道延長計画（4500万

ドル〉，校舎・病院・濯瓶水路建設計画（ 1億ドノレ〉。

13日 Vロムアノレデス蔵相はリオデ・ジャネイロでの IMF総会出席のため離比。

V第 1地域社会開発地区ディレクター R.R. Marquezはこのほどパンガシナ

←（ 112）ー -164ー



プィリピン（ 9月）

ン州、ICamp Manaoagの第108民生活動センターで、行なわれた村官吏， 民間指導

者訓練セミナーで，フィリピンは買手が農民の生産物価格を決めている世界で唯

一の国である，これは農民の間に協力が欠けているためである，問題はわれわれ

は不平ばかり言って，自分では何もしないことにある，農民の多くは住民税を年

0.5ペソしか払っていない， これだけでは彼らは政府から多くを期待すべきでは

ないと述べた。

14日 v大統領はこのほど66年2月に締結された小規慎工業振興訓練施設設立に関す

る比・オランダ協定を裁可した。

T 68会計年度の公共事業投資額は 5億8000万ベソで， 実施された場合約2%

の物価上昇と 6500万ベソの国際収支赤字が予測されている。 これについて A.

Melchor計画i実施副部長は， 大統領経済顧問と中銀はインフレおよび外貨準備

への影響から見た最大限の投資額を 2億ペソと算定した，道路局の 9億7400万ベ

ソ要求に対し68年度分として2億ベソが割当てられたが，前年度繰越分を加えれ

ば計画実施には十分であると述べた。 68年度の資金源内訳は以下のようである。

4億4820万ペソ；一般歳入，公債。 8080万ペソ；中銀，特別基金。 5100万ペソ；

戦災補償基金。各四半期別支出計画一一一①1億1000万ベソ，②1億2930万ベソ，

③ 1億7150万ペソ，④1億6920万ベソ。建設目標一一一道路；コンクリート舗装528

km，アスフアルト舗装521km，永久橋8437メートノレ。濯概； 23プロジェクト14万

3750ヘクタール。空港；11滑走路， 9誘道路舗装。水道；マニラおよび39州のプ

ロジェクト，深堀井戸のドリノレ。出水制御； 6大フ。ロジェクト初期工事。校舎建

設； 1万4000棟。港湾；国営港32の改良。電力； MariaCristina第4＇パターン

火力発電プラント初期工事。

T A. Calala時国家経済審議会議長は米AIDと可能性調査プロジェクト用200

万ドノレ，濯瓶修復プロジェクト用470万ドルのこのつの借款協定を結んだO

15日 Vマノレコス大統領は欠員となった労働大臣（代理〉に BlasOple社会保険制度

コミッショナーを任命，人的資源開発案の作成を指示，これに重点を置くよう指

令した。

T A. Calala昭 NEC議長と C.Virata商工次官は，大統領に対し次の指標か

らみて経済は改善され，経済の将来と経済社会開発計画に対する信頼が示されて

いると報告した。①1966年の国内粗資本形成は45.6億ベソと増大，②政府金融機

関の産業融資， 66年 1月1日から67年 6月30日の18ヵ月で38億ペソ，③各種税の

徴収増加。
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政府金融機関の融資状況（1966.1.1～1967.6.30)

1. 製 造 ー業

2. 農林漁業

3. 不動産・建築

4. 公共事 ： 業

5. 商 業

6. そ ぴ） 他

〆r-1』

貸 付 保証 合＇id'

925,949 

786,056 

38,012 

120,726 

735,708 

121,854 

2,728,305 

742,586 1,668,535 

449 786,505 

38,012 

272,991 19:l, 717 

735,708 

121,854 

1,074,164 :),802,469 

, Nolan砂糖割当局長はニューヨーク砂糖クラブの昼食会で次のように演説し

た。今年の砂糖クオータは 112万6千トンであるが，プエノレ・トリコ等の恐らく

40～50万トンに達する供給不足分の 47.22%の追加クオータを受けた。しかし 1

月末農務省に追加クオータを充当できまいと通告した。これは干ばつ，台風等の

自然災害によるもので，一時的なものであるので，現行のクォータを完納できる

ことを確信しているO 今年の収穫は約 170万トンになろう。政府は消費増大を考

慮し計画を立て，増産をはかるため産業に援助と協力を与えている。数年内に 5

ないし 6の製糖工場を建設し，砂糖生産を 250万トンに引上げることを計画して

いる。われわれは米国の最大の供給固としての地位を維持し，その責任をあらゆ

る点で、果たすつもりである。

16日 Vラモス外相は第22国連総会代表団長として訪米に出発。

Vマルコス大統領は，37億6700万ペソの公共事業法及び投資奨励法に署名したo

T Mapa大統領経済顧問委員長は以下の内容の投資報告を大統領に提出した。

一一工業開発投資の67～70年度間新規投資目標は33億ペソである。大統領が経済

開発報告を行なった5月現在の新規工業投資は18億ベソで4ヵ年目標の54%であ

った。その後再評価調整された新数値は 6月現在 19.8億ベソ目標の 60%を示し

た。主要な変化は Dole社の投資報告である。 5月の報告では Dole社の投資を

4000万ベソとしているが，これはプラントのコストのみを含むにすぎない。 5月

の Dole社報告を再評価したところ， Doleの総投資は 6月30日現在1億2800万ベ

ソと評価された。数週間前 Doleの社長はすでに同社の投資は 3500万ドノレを超

え，さらに2年内に 700万ドルが投資される計画である（雇用労働者数2800人〉

と報告した。また Doleの姉妹会社 StandardFruit社も輸出用パナナ生産に

1000万ドノレ投資を実施しているO 68年中頃までに日本向バナナの船積が始まる予
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1966. 1～1967.6 数

完成プロジェクト 34 

実施中プロジェクト 34 
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投資額（百万ペソ）

462.1 

l,51Ul5 

68 1,974.05 

17日 vこのほど L L協定に関する対米輸出の調査を終了したフィリヒ。ン側パネlレ

の団長 Virata大統領経済顧問副委員長は，主要問題として，④LL協定満期後

のないしその後の協定で定義される米国市民の投資および既得権ないし財産権の

各種解釈の効果，③小売業国民化法の各種解釈，⑨貿易および関税問題をあげた。

Vマルコス大統領は，マニラの党候補宣言大会演説で要旨次のように述べた。

政府の経済計画に対する一般，財界の信頼が急速に高まっているとの認識が広ま

っている。これは，①投資額，②開銀 progressbond 1億 5千万ペソ販売（67.

6.30現在〕，⑥ 67年度第4四半期税徴収30%増，関税50%増，④2700の不振事業

に対する総額7億9千万ベソの開銀再融資に表われている。政府は次のことを実

施した。④前政権の引締め政策のため不振となった2千余事業の復活，②政府企

業の開銀に対する負債4億0600万ペソを 3億：5800万ベソに減少，③前政権の中銀

借入2億5000万ペソを返済，④関税徴収を65年 1月現在に比し67年 1月現在 100

%増大した，⑤租税徴収の中央集中を前政権下の451=!から 7日に促進，⑥国鉄の

救；済65年国鉄は1400万ベソの赤字をかかえ，機関車28車両中使用されたもの8輔に

すぎ、なかった。①土地改革，パイロット地域のパンパンガ全域への拡大， 66年中

の1827家族農場が土地をもたない家族に与えられた。土地改革法実施のため2800

ベソを支出。中部ルソン開発計画を通じ2900万ベソを割当てた。⑧雇用は66.5～

67.5の聞に107万3千増加した。 61～65の年平均増加の4倍である。⑨道路建設，

8月末コンクリート道路308km，アスフアルト道路305km，砂利道・支線路1525km,

永久橋664メートル， 1142の道路・橋プロジェクトに9500万ベソ支lf10第 3, 15 

埠頭（外航用 9パース〉完成，アンガット多目的フ。ロジェクトの完成一一アンガ

ット水力発電プラントの出力は21万8千七v。パターン火力発電プラント， Maria

Cristina水力発電フoラント第3unitの建設が近く開始される。

20日 v商業会議所法律・税制委員会は S.Aranetaから提出された｜荊銀増資を主l」

的とする10%の特別輸入税，外貨取引に対する 5%の国内消費税課税案（60億増

収）を研究すると発表。

21日 Vフィリピン米作者協会の M.Gallego氏らはロペス農相出席の同協会主催昼
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食会で中部ノレソンの地主所有エステイトを政府企業の株式，公有農地，公有牧草

地等と交換するとの提案を行なった。 Gallego氏によれば大統領は RA926によ

り地主エステートを1024ヘクターノレを越えない公有農地と交換する権限をもって

いる。

22日 T World Food Programはこのほど比政府と食糧925メートノレ・トン， 30万7

千ドノレ相当の援助協定に調印した。援助は Agno川流域の AmbuklaoとBinga

流域 C1万627ヘクタール〉およびパンパンガ川流域の Angat流域（6000ヘクタ

ーノレ〕開発フ。ロジェクトの労務費の一部に当てられる。 WFPの対比援助はドノレ

換算で現在230万ドノレ。

23 B V リチャウコ商業会議所政策担当理事・前 NEC政策顧問は，政府は対米交渉

の立場を強化する手段を構じ L-L協定再交渉に備えるべきであると政府の準備

不足を批判し次のように述べた。討論の間貿易を非貿易なしい政治的問題から分

離すべきである。米国は商品協定を利用し平等待遇権にもとづき米国人が獲得し

た財産に関する既得権や小売業国民化法からの除外等の政治的利権を74年以後も

確保しようとするだろう。それに備え交i歩から最大限のものを得るよう自身の政

治手段を準備すべきである。これには次のようなものがある。①輸出代替市場と

なりうるその他の販路を排除せず，ソ連，中国の共産貿易ブロックに対する開放

政策を宣言する，③ UNCTADにすぐれた代表を送り UNCTADの原則にもと

づきフィリピンを待遇するよう米国に迫る，③国連でフィリピンの政治および経

済政策は必ずしも米国の利害に付随させられないことを宣言する，④特殊な貿易

問題に対する手始めとしてベトナム援助を使用する，⑤米国人持ち株の収用。

27日 Vインド商工会議所後援のインド貿易使節団は2日間の訪問を終え離比。

29日 V比米商業会議所会頭に AndresSoriano, Jr., (A Soriano y compafiia, San 

Miguel corporation社長）が選出された。
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1 日 ' L党， L-L協定で大統領批判一一一リベラル党スポークスマンは，このほど L-

L協定改訂交渉に関する政)f;J・の立場の明確化を要求し（特に砂糖について），政H;J

はいわゆる既得権問題等協定の決定的に重要な問題の詳細について研究不足であ

るなど，大統領を批判したo

TN党， L党戸明に反論 ナショナリスタ党の A.Bocobo広報官は，リベ

ラノレ党の戸明に答えて次のように述べた。（1）既得権条項－L党は，マルコス大統

領は1974年以後米国におけるフィリピン糖の市場維持と引き換えに，米国に既得

権の延長を認めようとしていると述べたが，これはまことに危険な声明であるQ

(2) Cesar Virata委員会ーはマルコス・ジョンソン共同コミュニケにしたがい作

られた準州市f究グノレーフ。で、あり，その調査事項は， Councilof Stateのような超

党派機関に提出される。（3）糖業に対する優遇援助。大統領は政府ー機関にその他の

輸出産業にもあらゆる援助を拡大するよう命じたQ

V大統領， L-L協定で声明一一マノレコス大統領は，④L-L協定の平等待遇条項

から生ずる諸権利は，比・米貿易条約が1974年あるし、はそれ以前に失効するや，

終了する，②「L-L協定均等条項は，もし条約の早期出止交渉が成功するならば，

1974年あるいはそれ以前に終了するJ，⑨「平等待遇条項から生ずるすべての権利

は，協定と同時に終了する」。

（注） マルコス・ジョンソン共同コミュニケ12lJf参照。

2 日 ' N党院内総務， L党に反論－A.Tolentino上院 N党院内総務は， L党こ

そその立場をもつべきであると次のように述べたQ ①L-L協定終了により影響を

うける産業は，誤り導かれ「平等待遇権」延長を求めるかわりに，現在準備・調

整をはかるH寺問がある。③現在上院で未決定となっている対日，対西独貿易条約

準備のため早急に措置がとらるべきである。砂糖は米国の特別法の適用をうけて

おり，砂糖でさえこれら条約の主題となりうる。

' L党，大統領は既得権永続化を目指すと批判一一一L党スポークスマンは L-L

協定について，マルコス大統領の砂糖政策は，新しい日本市国主義にフィリピン
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を開放し，その上外国人の既得権の永続化を目指すものであると，次のように述

べた。①マノレコス・ジョンソン共同コミュニケが，米国は平等待遇権の延長を求

めない，と述べているのは本当である。しかしこうも述べている。「同大統領は，

新規および、現行の投資の公正かつ公平な処遇……のために1974年以後の適当な枠

組を与える必要があると認めたJ。これは次のように解釈されうる。「米国人は，

鉱業，公共事業等の基礎産業を支配しあるいは支配しようとする人々を含め， l!J

74年以前我国に投資する米国人によるいわゆる“既得権”を維持，留保するとし、

う計画を実際には放棄しなかったJと。③1966年2月 Davaoのでの比米会議は，

これを「L-L協定第6条と第7条とに基づく，起こりうる米国人の現行の財産権

にかかわる問題の解決は，見い出されねばならない」と述べている。これは換言

すれば，米国は延長を求めないであろうが，すでに前記の諸権利を獲得した米凶

企業に， 1974年以後も平等待遇権と内国民待遇権の保留を提案するかもしれな

い」ということである。

V輸出農業生産者，砂糖論争を批申トー米・とうもろこし生産者全｜毛l連合およ

びフィリピン・アパカ生産者，輸出業者連合は共同声明を出し，次のように述べ

た。混乱した砂糖問題に関する応酬は， ドノレ獲得産業に対する明確な政策という

より包括的な問題を無視することになるかも知れぬ， L-L協定に関すーるフィリピ

ンの立場は，砂糖だけによって影響をうけ，導かれるものではない。いかなる政

策も一切の輸出産業を考慮せずして，設けらることはできない。

4 日 ' L党党首，マルコス声明を批判一一一Villareal前下院議長・ L党党首は，次の

ように述べたQ L党は2年前から問題に関する立場を表明してきた，平等待遇権

と既得権に関するマノレコスの声明（10月1日付参照〉は，政府が， L-L協定に対

する最終的立場を決定していないことを反映する「2面的声明」である，同声明

は，フィリピン人民を欺き，同時に既得権問題に反対の立場をとっているフィリ

ピン人とアメリカ人を一時的に満足させようとする抜け目のない試みであるO

' A ・モンテリバーノ Jr.のスポークスマンは， F.Amante下院議員（L）の，

モンテリバーノは「日本による第2の侵略」を起こすだろうとの批難は無責任で

ある。モンテリバーノ Sr.は抵抗運動の指導者であった， Jr.もその伝統を受け

継いでいると述べた。

（注） ,,,a者とも NegrosOccidental ；トlほu事候補である。

T NEC長官，アジア版マーシャル・プランを要求一一－A Calalan話国家経済審

議会（NEC）議長は FarEast-America Council of Commerce and Industry, Inc. 
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の1067年アジア会議（ニューヨーケ）でアメリカのアジア援助強化を要求し、次

のように詰ったの一一北7；：にアジア全域を飲み込ませまし、とするなら、ベトナム

でのアメリカの「tfn.と財」の投資は不可欠である。アジアの問題を解決するには，

主た［Lt界平和を達成するために，アメリカは軍事的観点からの戦いに勝利するば

かりでなく，アジアの発展途上岡において経済的社会的観点からの戦いにも勝利

せねばならない。アメリカは他の先進諸国とともにアジア向けのマーシヤノレ・プ

ランのような高潔なプランを立てるべきときである。

T P. Ocampoマニラ市長候補（N 下院議日）の運動日2人が，ピラUi'，り中，そ

撃され負傷した。

V工兵隊援助対米交渉は前進 外務省は，ワシントンで交渉にあたっている

ラモス外相からの報告として，フィリピンは米国から新たに工兵大隊の装備を得

るための交渉で「満足すべき前進」をみた， と述べた。

( ll') これは， ラモス外相が米同は装備供与に合意；したと述べたとの外電を訂

正したもの。1966年のジョンソン・マルコス共同コミュニケによりすでに5

工兵大隊の装備供与は完了しているが，同コミュニケはさらに，初めの 5大

隊の装備供与終了後，米国は別に 5大隊の装備供与・を「考慮するJであろう

と述べている。

5 日 Vマニラ市治安問題一一Teehankee法相を議長とする治安会議は， Villegasマ

ニラ市長に対し 6日10時半までに警察軍首府管区部隊の市内進駐を認めるよう要

請した。

（汗つ また同会議は，犯罪防止のため市野察力と警察軍の増員を大統領に要請

する決議を出さざるを得なくなろうと？？告した。 Villegas市長は他の市長候

補とともに同会議に出怖を求められていたが，これを拒否した。

6 日 V蔵相・外相対米交渉一一ロムアノレデロ蔵相は現在ワシントンに滞在中である

が，端切評価と領事送り状問題に関して Trowbridge米商務長官との会談を終

り， 世銀と借款について会談の予定。 主たラモス外相と Syqio国防次官は今パン

ディ米国務次官と援助問題で会談中である。

Vマ二ラ市銃火器押収キャンベーン一一一マニラ市警察当局は， 7日からマヱラ

市内の銃火器類（約1万3千丁余と推定〉押収を始めると発表した。

V政府，セイロンの東南ア諸国連合加盟を推進一一外務省筋によれば，フィリ

ピンはインドネシアに対し正式に，同国が東南アジア諸国連合へのセイロンの加

入を認めるよう要請，ジャカノレクで協議中であるのまた同筋によれば両閏はイン

ドの加入には反対している。
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vマニラ市長， LL協定で・政府支持一－V日legasマニラ市長は L党指導者とし

て始めて、 L一L協定から生ずるすべての既得権は L-L協定の満期と同時に終了

すべきである，これは同家利益にそうものであると述べ事ごの問題に対する政府

の立場を支持した。

Vこのほど雨ネグロス州で L党指導者数人が脱党， N党に入党した。

7 日 ' L党，選挙で日本企業に警告一一日本の企業から 2人の N 党｜二院議員候補

に贈られた選挙HJ,1,i，が先週関税局に押収され輸川税を課せられたといわれるが，

これについて Villareal・L党党首は次のように述べた。一一一この上うな情況では

フィリピンの議員は，いかなる形態の日本人の利益にも反対するかもしれない。

「なぜなら議只は，現在わが同から外国人の経済的支両日を除外し上うと努めてお

り，しかもその支配が他の外同人に入れ替るにすぎないのではないかと疑ってい

る」からである。

V在比米軍基地拡張一部完成一一木年 1月から始まった，スピック湾サングレ

イ・ポイント米海軍基地（第7艦隊補給基地）， Cubi point air Stationおよび

Sun Miguel Communication stationの基地施設拡張16プロジェクトが完成米軍

側に引き渡された。総額1082万7859ドルで，主な施設としては貯油施設，弾薬専

用埠頭，弾薬庫5棟，発電施設，油送管（スピック海軍基地一ーサン・ミゲルの

クラーク・フィールド米空軍基地問約65キロ〕などがある。さらにスピック米海

軍基地，クラーク米空軍基地等での総額 1億ドノレの建設計画が今後四ヵ月に行な

われる予定である。米海軍の Fisher大｛主によればこの工事量は， 1964年のトン

キン湾事件発生前の同期間の完工量の10倍で、ある。同計両にはスピック基地の海

軍・空軍貯油施設，艦船補修用埠頭が含まれる。

8 日 f Bulacan 州警察軍当局は， Calumpit市のある L党および N 党の候補がフ

ク同の援助を得ょうとしているとの報告に対し警告を発した。

V在比米宣教師，ベトナム戦中止を要求－PhilippineMissonary Committee 

of the Consience on Vietnamの23人の宣教師は，米国は「平和のために数百

万ドル」を，しかし「戦争のために数10億ドルjを使っている。米国はベトナム

におけるすべての戦闘行為を中止すべきであると述べた。

（注〉 他の 101人の宣教師は26日，ベトナムにおける米闘の現在の政策を支持

し，上記の23人を批判する決議に署名したと発表した。

v関税局処分一一J.Emile関税局長は，昨年11月以来不正行為に連庫した同

局職員に対し80件の刑事訴訟， 131件の行政処分が行なわれたと発表。
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9 日 T CCP副会頭既得権に反対一一J.Tambunti昭商工会議所副会頭は，フィリピ

ン人を除き「既得権」は憲法に存在しないこと，および平等待遇期間中に獲得さ

れた財産権は1974年7月3日以後延長されないことを前提とし，アメリカ人によ

り獲得された財産は同時点以後次の 4措置により回復されうると提案した。①財

産復帰，②収用（十．地収用の場合あるいは国防上〉，⑨警察権，④課税権，その

根拠は以下の4点である。④L-L協定が第11条で， 「本協定は1974年7月3日以

後効力をもたない」と述べていることに基づき，憲法自体に付属せしめられた布

告は， 「1974年7月3日以後いかなる場合にも延長しない」と明言している。⑨

平等待遇権の享受は，憲法の布告およびL-L協定に明示されている期限に従う。

命L-L協定および憲法における制限は，悶の警察権の正当な行使である。伝市民

は，法令による特権および義務免除においていかなる既得権ももたない。

Ot) 同氏はまた， L-L協定の満期は，もし企業が戦略的公共施設であるなら

ば， 同にその企業を収用する権利を与えるであろうから， 先の Philippine

Long Distance Companyにかかわる移転取引において DBPを仲介者とし

て使用する必要はなかったのではないか，と述べたo

v治安会議は大統領に対しマニラ市警に対する警察軍首府管区部隊援助計問実

施のため大統領の権限を行使するよう勧告した。

（注） 大統領は10日警察軍にマニラ市幹への援助を拡大するよう命令した。

V蔵相訪米の成果について一一訪米の帰途ロムアルデス蔵相は，国際金融機関

は歳入改善に好感をもっており借款供与の見込みは明るい，中部ノレソンその他の

濯瓶・洪水制御プロジヱクトの建設資金借款交渉は現在最終段階にあり，世銀専

門家が協議のため来比しよう，と述べたo

v下院議長銃撃さる一一ラウレノレ下院議長（N）は夜11時半頃 Pasay市のナイ

トクラブ・マキシムで何者かに銃撃され， 3ヵ所に全2治週間の重傷を負った。

10日 V沿岸警備隊発足一一フィリピン沿岸警備隊（海軍所属〉が正式に発足したの

当初は警備艇49隻。他にも海軍の主要部隊としては， navaloperating forcesと

naval shore patrolとがある。

Vケソン市のナショナリスタ党進歩派は，議会から提案された2項目の憲法修

正の可否を問う国民投票が11月14日に中間選挙と同時に行なわれるが，われわれ

はこれに反対投票を行なう，また反対投票呼びかけのキャンベーンを行なうと発

表した。

Ci主〉 修正提案の内科は、⑦下院議席数を 104から 160に，議席数制限を120か
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ら180に引き kけ。る，ぐ島国会議員が議会の議席を杭棄しなくとも，業革法制定

会議代表となることを認めろ，というものn また PhilippineConstitution 

associtation はすでに修正に反対するとの立場を声明ートレンティーノ l二院ノレ

数派院内総務（N）も14n反対を表明した。

11日 V警察軍首府管｜天部隊はマニラ市警と合同パトローノレを始めたの

V外相，対中関係について一一一ラモス外相はニューヨークからマニラ各紙に向

けた声明で，インドネシアと中同との同交断絶により，北京との貿易・政治関係

を擁護しているフィリピン人は真剣にそのことを再考せねばならないであろう唱

と述べたの

V日航のマニラ乗入れ許可一一政府は日本航空が2月日木政府を通じて申請し

た日航のマニラ乗入れを王式に許可した。 H航は11月20flから東京一大阪一台北

ーマニラ航路に週 3便を， またフィリピン航空（PAL）はマニラ一東京間i在行路

に週2使同年4月 1日から就航の予定。

12目 V過去5年のフク団犠牲者数一一Emeritode .T esus前同防次官は SanFernand 

でのパンパンガ・ロータリークラブの会合で，過去5年間に 497人がフク団に殺

された，この数にはクラーク米空軍基地に対するストライキの要求に応じなかっ

たため最近殺された労働運動指導者は含まれていないと述べた。

13日 V米・とうもろこし国民化法で判決一一最高裁判所はこのほど Go Ka Toe 

Sons & Co.対米とうもろこし応（RICOB）裁判に， 9月3日付で， RTCOBの立

場を支持した 5月23日付の判決の再審申請を却下した。

CH:) 5月判決の要旨は，原料として米ないしとうもろこし，あるいはその副

産物を使用する製品の加工および製造に従事する外同人およびフィリピン人

により全有されていない企業は，米とうもろこし悶民化法（R.A. 3018）の

適用を受ける，というものである。 RICOBは，木、I'llVtにより上記企業は同

日に夜録する必要があると発表した。

14日 ’米議員，米国タバコ保護を主張一一SamErvin Jr.米上院議員（民主党）は

ラウレノレ・ラングレー協定満期後の対比貿易政策を検討している米国務省の特別

班の聴開会で，フィリヒ。ンは米国タパコに輸入割当を課し，間接的にL-L協定に

違反している，対比新貿易協定に米国タパコ産業に対する保護条項を入れるべき

であると述べた。

15日 Vブレア米大使退官一－11月に国務省を退職することになった Blair,Jr.在比

米大使は，記者会見で次のように述べた。－ー反アメリカニズムは明白ではある

が，ほとんどマニラ地区に限ちれている。フィリピンにはナショナリズムを反ア
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メリカニズムと同等視し，過去および現在の米国の行動はフィリピンの進歩と利

益に損害を与えたと主張し，これを正当化しようとする声がある。しかしフィリ

ピン人の庄到的多数は，両国間の関係は相互に利益があり，両国の友好の粋はこ

れまでと同様強固かつ恒久的であるとの米国の見解を共にしているものと信じて

し、る。

16目 V外相，南ベトナム増派を考慮一一一15日約1ヵ月の訪米かち帰国したラモス外

相は，次の上うに述べた。①「米国のアジア諸国に対する南ベトナム増派提案は

『真剣な考慮』に値する。J「米国がこれら諸国の増派を可能にするにあたって，

何をなしうるか考えるととは賢明である。j国連内で無条件北爆停止要求が高ま

っているが，とれは米国の立場を理解していないためである。第2回南ベトナム

参戦国会議が遠かちぬ将来開催されよう。②在ラオスの OperationBrotherhood 

の地位に関し現地の状況評価のため Umali農務次官を派遣するよう大統領に勧

告する。

（注〉 Operaton Brotherhood は1954～56年の間南ベトナムで難民救済等に当

り，その後ラオスで移動医療活動を続けていたが，最近資金供給先の AIDと

の意見不一致のため活動は停滞しているという。 25日の報道によれば南ベト

ナム政府は比外務省に南ベトナムに戻り難民救済を援助するよう要請したo

v一審裁，小売業法で新判決一一C.Vasquez第 1審裁判所判事は EssoStan-

dard Eastern, Inc，と SellCompany of the Philippineの訴えに対し要旨次の

ような判決を下した。①米国市民お上び、法人は小売業国民化法の適用を受ける。

⑨外国企業による大規模な産業使用者への大量販売は，小売業の範囲に含まれな

v、。

18日 V佐藤首相フィリピン訪問一一佐藤首相は東南アジア諸国歴訪4番目のフィリ

ピンを公式訪問した（～21日〉。

v上院候補，経済侵略を警告一一SalvadorLaurel ・N党上院議員候補は，「特

別の協定を通してのフィリピンに対する一層の外国の経済侵略に警告し，政府が

フィリピン人企業家が商業，工業，金融を支配しうるようあらゆる可能な誘因を

与えるよう提案した。

〈注〉 この発言は明らかにラウレル・ラングレー協定および日比通商条約を指

すものと考えられる。

V上院候補，日比条約批准を支持一一LorenzoTeves・N党上院議員候補は日

比条約について次のように述べた。一一「条約の規定中現在遭遇しているどのよ

うな困難も，日比関係を条約の承認によって正常化しうるために解決さるべきで
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ある。J「正常な関係にもとづきフィリピンは日本かち多くの資本財，設備，流動

資本を得ることができる。j

19日 V佐藤・マルコス第 1回会談一一佐藤首相は午前マルコス大統領と最近の国際

情勢とくにアジア情勢と両国の関係について討議した。経済協力問題では，フィ

リピン側が要望した日比友好道路建設計画に日本が資金援坊をすることに合意し

たが，援助額，供与方式で両者の話合いがつかなかったため， 20日に第2回会談

を開くととになった。

（注〉 日比友好道路はルソン島イロコス・ノルト州ラオアグ市から太平洋側の

サマール・レイテ・パナオン・レイテ各島を縦貫しミンダナオ島のザンボア

ンガ市に至る全長3100キロの計画で， 9月12日の第2回日比合同委員会の席

上フィリピン側から正式に建設資金の長期借款要請が出された。

Vフィルカゲ着任 1周年一一一在南ベトナム・フィリピン民生活動隊（フィルカ

グ〕は全隊員2千人の着任1週年を記念する司令部会議を行なった。その他同隊

からの報告は次の上うである。①タイ・ニン州の村々かち集めちれた， 「フィリ

ピン軍人jに向けられた，南ベトナム解放民族戦線の宣伝ピラは，ベトナム人民

に対する同隊の援助を称賛しているが，フィリピン部隊がベトナムから出て行く

よう主張している。⑨ ThanhDienで明ちかに同隊に向けて解放戦線が埋めた

81mmの白燐弾を発見，処理した。⑨解放戦線「帰還者J2名が同隊に帰順した。

V上院候補，回教徒軽視を非難－RosellerLim L党上院議員候補は，政府

は回教徒や他の少数民族を「第2級の市民Jとして扱ってきたと非難した。

（注） 同候補はミンダナオの L党のただ 1人の上院議員候補である。

v警察軍本部は，各地方の警察軍から提出される政治事件に関する通常報告は，

本部に達するや「機密扱いjとすることに決定した。

20日 V佐藤・マルコス第2回会談一一佐藤首相とマルコス大統領は前日に引き続き

会談した。前日の会談でまとまちなかった援助問題，とくに日比友好道路建設に

対する日本の援助問題が主題となった。会談の結果，援助額など大筋では合意に

近づいたと見ちれるが，詳細についてはさらに両国専門家の問で検討を続けるこ

とになった。

（注〉 最期までまとまらなかった日比友好道路建設は，フィリピン側が建設費

総額7500万ドルの援助（日本側は6300万ドルと推定〉を要望したのに対し，

日本側は3200万ドルから3300万ドルの援助をする意向に固まっているといわ

れる。現地の新聞は，援助の代価はもとの計画名称であるパン・フィリピン・

ハイウエーからフィリピン・ジャパン・フレンドシップ・ハイウェーへの名
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称変更と日本側がかねて希望しのびのびとなっている日比友好通商航海条約

の早期批准であるとしており，また日本は，条約の批准がフィリピン上院で

示すベースによって借款の実施を平めることは明瞭だと見ている。なお同条

約は60年に署名され，日本側ではすでに批准がすんでいる。

Vカンボジア国境を承認 ラモス外相は「マルコス大統領はカンボジアの現

在の国境線を承認することを決定したJと発表した。（AFP)

21日 V 日比共同声明発表一一資料参照。

V国連大使，庸兵発言撤回を要求－Lopez国連大使は， S.M. Young米上

院議員（民主党）に対し， 18日同議員が在南ベトナムのフィリピン工兵大隊をア

メリカ草命戦争におけるロシア部隊にたとえ，同工兵大隊を「庸兵Jであると述

べたと伝えられたことに対し，この発言を取り消すよう要求した。

V警察軍，フク団と遭遇一一警察軍部隊とフクの一団（ 6人〉がパンパンガ州

カンダパの Magumbali村で遭遇，フク容疑者2名を逮捕，流れ弾で民間人2名

が負傷した。当局は，手摺弾2，カーピン銃用弾倉 3' トンプソン軽機関銃用弾

倉 3，警察軍レンジャーの迷彩服1，各種の布の入ったスーツケース，フクの書

類を押収した。

v砂糖業者， L-L協定延長を求めず一一一C.Ledesme砂糖栽培者全国連合（NF

SP）会長は，「われわれは米国市場において砂糖産業を保護するためにラウレノレ・

ラングレー協定を必要としない。J とさらに次のように述べた。正当かつ秩序あ

る生産縮小が与えられ，もし経済がそれを要求するならばわれわれは進んで自身

の利益を軽視するものであって」経済全体に損害を与えないような立場を追求す

ることを約する。われわれは国民経済における特恵的地位は求めない。

22日 V共産圏貿易禁止法は存在せず一一商業会議所外国貿易委員会小委員会は，こ

のほど対共産圏貿易について次のような答申を出した。①共産諸国からの商品輸

入を明白に禁ずる法律はない。②司法上の観点からすれば，共和国法（R.A.)4109 

号は 1個の法律に一つ以上の主題（subject）を包含するものであるから， 憲法の

rules of statutory Constructionおよび anexpress prohibitionに従えば違憲で

あると思われる。

' N党日本援助でし党に協力要請ー一一ナショナリスタ党スポークスマンは， リ

ベラノレ党党首は佐藤・マルコス援助協定をやじり倒している他のL党指導者の利

己的態度を超越していると述べ， Villareal L党党首に対し， 日本の優先的援助

を利用するよう L党党員に「道徳的勧告」を行なうよう求めた。
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24日 V大統領，取締強化を命令一一ーマルコス大統領は警察軍と国家調査局に対し反

政治テロキャンペーンを一層強力に遂行するよう命令した。

（注〉 これは最近イロコス，パタンガス州で政治的対立にからむ殺人事件が多

発しているため出されたものである。

Vサバの比出稼労働者問題一一外務省筋によればこのほど，フィリピンとマレ

ーシアはサパのフィリピン人労働者に関する協定締結に「原則的」に合意した。

（注〉 サノミでは労働力が不足しているため，フィリピン人労働者を一定期間雇

っているが，これはフィリピンの税関等公式機関を通さないものである。伝

えられるところではこれらの多数の労働者はしばしば，マレーシア側の否定

にもかかわらず，不当労働行為の犠牲になっていたといわれる。

V財界人対日関係について一一一A.C. Espiritu前工業会議所会頭はこのほど東

京の海外記者クラブで要旨次のように述べた。一一日比貿易がわが国の貿易の27

%を占め，特に日本の対比投資が着々と増加しているととを考えるなら，両国の

関係は正常化，明確化さるべきである。フィリピンには日本の商工業カが非常に

優越しているために，何の制限もなしに日本の商工業の導入を認めることにいく

らかの疑念はある。もしこの新しい工業カが，地域全体が利益をうけるように昇

華されねば，アジアの将来を危くする軍国主義の復活へ移行する可能性がわずか

ながらある。

V在サイゴン大使館は，繰り返えし外務省に対し，旅行者を装ったフィリピン

人求職者の南ベトナム旅行防止に援助するよう求めた。

25日 V治安維持強化一一11月 14日の選挙の治安維持援助のため国防軍の12個中隊

（士官60，下士官兵1440，その他〉が警察軍に編入され，別に中隊が予備として

留保されている。また大統領は Batngas州 Bataugas,Rizal州 SanJuanを警察

軍の管理下に置いた。

27日 V中国人が偽札を密輸か一一台湾の消息筋によれば，中国人共産主義者が2度

にわたって，各々 400万ベソの偽札をフク団に使用させるためにまた地下組織を

通じて市場に流通させるために密輸したという。（台北発 UPI)

, B. F. Ople労相は， より厳重な政策が移民局により作成されるまで，事前

契約雇用の一切の申請処理を停止するよう命じた。

28日 V中部ルソン警戒警報下に一一M.Yan警察軍長官兼国防軍副参謀長は，パン

パンガおよび週辺のフク団の横行する州のすべての警察軍および国防軍部隊を

「redalert」の状態に置く，これは11月1日から 14日の投票日まで続くと発表し

た。
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V ラモス外相は南ベトナム大統領就任式出席のためサイゴンを訪問。

V上院候補日比条約に反対一一F.M. Serrano・L党上院議員候補（前外相〉

は，日比友好通商航海条約に反対する理由は，現在の未批准の条約は「発展の初

期段階にあるわが国の産業を危くする」であろうからであると述べた。

29日 V選挙運動期間の殺人一一警察軍第 1管区犯罪調査部に近い筋によると，選挙

運動が始まった9月15日以来中部および北部ノレソンで78人が殺され，そのうち21

人は政治的対立によるものと思われるという。

31日 Vサバ問題一一在マレーシアのあるフィリピン・ミッションはサパに関する次

のような内容の情報を伝えた。①伝えられるところでは，中部マレーシアから月

に1万人を目標に労働者を集中的，計画的に移住させ，サパに対する支配を永久

化させるという計画がマレーシアにある。②サパの密輸タパコ業者の聞には， 12

月 1日のフィリピン・マレーシア密輸阻止協定（66年9月調印〉実施前にフィリ

ピン海軍の密輸阻止封鎖を破ろうとする明らかな計画がある。③協定の実施とと

もにフィリピン向け積荷の書類および課税を管理するサパ駐在のフィリピン人税

関吏員の任命に関して両国間に行き詰りがある。

（注〉 ある外務省職員は，これについて，サパの Semporma,Jesselton, San-

dakanに対比輸出用といわれる「blueseal」タバコが大量にストックされて

いる，サノミにマレーシアのサパ支配を困難にする分離主義の徴候があると述

rくfこ。

〔E〕経済

3 日 V台湾農業援助一一フィリピン，台湾両国は， Leytedel Norteのミラクノレ・

ライス・デモンストレーション・センター建設協定に調印。

V需要増に対処し， 糖業の機械化をー一一L.G. Teves下院議員（N, Negros 

Occidental選出）は，次のように述べた。国内および海外の需要増加に対処する

ため産糖業を完全機械化すべきである，フィリピン砂糖研究所は新しい研究成果

をあげ，生産増加に役立つている，糖業の将来は明るく， 1974年 L-L協定失効

後米国市場を失うことを心配する必要は何もない。

Vケソン市，外国投資家にも免税一一－Amorantoケソン市長は，ケソン市は国

内あるいは国外を問わず，新規ないし必要産業に対する 5ヵ年の市税，許可・認

可料の免除を希望する投資家の申請を受付けると発表した。

4 B V西独 Krupp社，融資調査一一一西独の KruppInternationalのHeinrichHeep 

社長は， 2日ワシントンの比大使館でラモス外相，ロムアノレデス蔵相と会談し，
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次のように述べた。 「われわれはフィリピンにおける直接投資の可能性は調査し

ていない」。「Krupp社は基礎産業の融資，産業プロジェクトに対する政府後援資

本援助計画の融資に関心をもっている」。

V土地局に申請承認権限移譲一一一ロベス副大統領兼農相は，土地証書の譲渡・

土地改革促進のため，大統領が nationalresettlement and rehdbilitation admi圃

nistrationに留保していた公有農地の売却，宅地， freepatent，その他の申請の処

理・承認の権限を土地局に正式に移譲した。

（注〉 これは農地改革法（R.A 1160）第2条によるもの。

V茶プランテーション計画一一ロベス副大統領は，隣国のある投資家の Cota-

batoに200ヘクタールの茶プランテーションを建設するとの計画申し入れに対

し，内容提出を求めた。

（注） フィリピンは主にセイロンから年約 700万ベソを輸入しているが，計画

によれば5年以内に圏内供給を土廻る30トンの茶が生産されるという。

5 日 V東パキスタン SmallIndustries Corp.の視察団がフォード財団の後援をうけ

来比した0

6 日 戦後の米援助一一－NormanH. Dohn米国文化情報局（USIS）の AID連絡担当

官は USISの公開討論会で次のように述べた。 AIDのフィリピン代表部は食料

増産と同時に農民の福祉向上に援助活動の重点を置いている。 1967年の米国の対

比経済援助は総額3980万ドルで、ある。本国の経済援助の歴史は1945～50年の復興

期， 1951年の両国間の経済技術協力協定調印以後の開発援助期に分けられる。ほ

ぼ12億ドノレがフィリピンの復興に直接振り向けられた。 1951年以来4億1800万ド

ルがフィリピンに投入された（ドル貨および農産物にほぼ等分に）。その他これに

含まれない米輸出入銀行借款1億7500万ドル， 1963年米議会承認の戦時補償7300

万ドル， 1961年最初の平和部隊が到着して以来の平和部隊援助1700万ドノレ，従軍

者補償10億ドル余（現在年4800万ドルに達している〉がある。

8 日 V英商業調査団来比一一英国パーミンガム商業会議所の一行が来比。主な目的

はフィリピンが建設を考慮しているといわれる鋳貨工場（能力年9千万ベソ〉に

対する技術援助協議にある。現在フィリピンの貨幣は米国で鋳造されている。

V国際収支一一Bankof Asia Report 9月号は1967年の貿易収支を 1億5千万

ドルの赤字，貿易外収支を 1億2千万ドルの黒字，綜合収支を 3千ドノレの赤字と

予測している。最近のドル「大量」流出にもかかわらず，貿易外収支の黒字が予

想されているのは，観光，米国の「Rand R」Spendingおよび密輸阻止活動の比
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較的な成功による。外貨準備は 5月の 1億3千万ドノレから， 9月に 1億8千万ド

ルに増加した。これは一部米政府による従軍者補償3100万ドルと IMF借款2000

万ドノレによるもの。輸入は 6月の信用引き締め前は昨年の30%高水準を続けたが，

輸出は10%低い水準であった。商品によるドル赤字は約1億2500万ドルで、あるが，

現在の指標からすると年末までに赤字は 1億5000万ドルに上昇しよれもし現在

の信用引締めは短期のものであるとの約束が守られるならば， ドル問題に対する

新たな対策が必要である。

Vニューヨークの ClintonB. Synder Financial Corporationはこのほどイン

ドネシア政府と 2億ドルの融資協定を結んだが，米社の代理としてフィリピン事

業家が新設した金融・投資会社である NationwideManagement Corporationが

交渉にあたった。

9 日 Vフィリピン国立銀行（PNB）は， 10月5日現在 Bacolod Murcia Milling 

districtの117の甘薦栽培業者に 1968～69穀物年度貸付として670万ペソを承認し

たと発表した。

11日 V米国の織物使節団一行3人が， CottonCouncil International，米国大使館，

Textile Mills association of the Philippines共催の綿織物最終処理に関する会

議に出席のためこのほど来比した。

12日 V投資法の効果は投資委員会に依存一一パラトパト商工相は，商業会議所で実

国の貿易代表団と会談，投資奨励法の概要を説明し，同法の目的の有効かつ公正

な実施は同法にもとづき設置される投資委員会 boardof investmentsの活動と

同委員会に上り用意される投資優先順位にかかっていると述べた。

13日 V大統領輸出産業にも重点政策一一マルコス大統領は輸出産業指導者との一連

の会談を予定しているが，その第 1@.Jとしてココナツ産業指導者とココナヅの輸

出能力拡大の方策を協議した。

V鉱業会社，日鉱と合併一一DizonCopper-Silver Mines社はこの陪E，日本

鉱業（東京〉と投資奨励法にもとづき合併事業契約を結んだ。

(rt) Dizon社の鉱山は ZambalesとPampanga州にあり，銅，銀，金鉱床を

合む。 2年半以内に 1日の処理能力 5千トンの採掘プラントを完成の予定。

V産業連関表完成一一国家経済審議会（NEC）はこのほど 2年間を費して産業

連関表を完成した。正式の名称は「1961Interindustry Relations (input-output) 

Table of the Philippines」。同表は210×210セクター， 115×115セクター， 50×

50セクターの 3種類がある。

ウ
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（注〉 同表の作成は， NECの Officeof Statistical Coordination and Stan-

dards (OSCAS）が行なった。

T Pick Currency Year bookの新版はフィリピンについて， 「ぼう大な賄賂」

がフィリピンにおける闇取引を保証している， 「外国人を小売業から排除する超

ナショナリスティックな立法」と外国投資に関する不明確さが，フィリヒ。ンへの

hard currencyの流入を減少させたと述べている。

15日 V比米会議所 L-L協定について一一フィリピン・アメリカ商業会議所の A.M.

McLeod会頭は米国務省の公聴会で，フィリピンの砂糖輸出はラウレノレ・ラング

レー協定の失効により影響を受けまいが，ココナツ油の輸出は減少するであろう

と述べ，その理由として以下の点を挙げた。①特恵関税と加工税免除（両者でポ

年ンド当り 3セント〉が失なわれ過重な負担がかかる。②しかし平均1億3500万

ドルの対米砂糖輸出は，ポンド当り 2分の 1セントの関税を除けば，協定の失効

により影響を受けまい。特恵関税の終了によりフィリピンの輸出収入は年7500万

ドル減少しよう，また他の輸出品にかかる米関税により推定年1500万ドルを失う

だろう。

16日 Vマルコス大統領は鉱業界の指導者と会談，鉱業の能力拡大のため3500万ペソ

これとは別に5000万ペソの支出を命じた。

V魚類保護週間一一ロベス副大統領兼農相は魚類保護週間（10月16～22日〉記

念式典で，魚類の自給率を1965年の67.3%に対し1970年までに86%に高めるため

には，年約9%の増加率を達成せねばならない，がそれは厳格な保護措置にかか

っている，と述べた。

17日 ’英民間，比に借款供与一一在比英大使館は，英国の民間金融グルーフ。が14日

にマノレコス大統領と会談した Brithish National Export Councilの Michael

Montague議長を通じてフィリピンに対し 1千万ポンドの信用の提供を申し入れ

たことを明らかにした。大使館スポークスマンによれば，主に英比聞の民間の資

本設備取引に与えられ，政府金融機関の保証のもとに，年利5.5%，償還期間 3～

7年程度の条件で行なわれる予定という。

〈注〉 この 4年間に英の対比輸出は75%増加している。

17日 V中部ルソンの農業貸付状況一一農業信用局（ACA）は中部ノレソンでの貸付状

況を次のように発表した。本年7月1日から 9月30日までに総額350万ベソの生

産貸付をパンパンガ，ブラカン，パターン，ザンパレス州の 1万0276の米作農民

に与えた。うち80%は現金， 20%は現物。貸付農民のうち9425件は農地改革プロ
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ジェクトの小作農， 2100件は零細自作農， 743件は Baliwagの特別プロジェクト

に直接関係する農民， 1008件は農業協同組合員。州別内訳は， 160万ベソがパン

パンガ州の5610の農民（うち 4934件は同州第2地区の小作一賃借農〉に， 136万

ペソがプラカン州の農民2489人（うち 407人は小作一賃借農〉に， 53万5247.35

ベソがパターン，ザンパレス州の農民2177人に貸付られた。これらの貸付農民の

うち75%は90～98%の返済能力を確立した。

T 67～70年度経済計画 大統領経済顧問（PES）産業計画部はこのほど年平

均 3%の人口増加率を見込み， 1人当り所得平均2.5%の増加を目標とする1967～

1970会計年度期間中の経済計画を策定した。 A.V. Arizabal産業計画部長は同計

画の戦略目標として，①将来における貿易収支の困難を招く可能性を相殺するた

め輸入代替産業および輸出産業を共に促進する，②資本財の生産能力拡大のため

engineering industriesの開発を促進すること，を指摘している。

（注〉 すでに多くの例においてプラント価値の30～60%が国内の人的物的資源

によりまかなわれることが示され，また産業計画部が作成した， リストに含

まれる政府の 4ヵ年計にもとづく輸出産業，輸入代替産業は年約8億6700万

ベソの外貨節約・獲得に寄与するものとされている。 Arizabal部長は輸出戦

略は多様化する（例えばコプラからココナツ油への移行，アパカから長繊維

パルプを製造する〉ことであると述べているが，同部は有望な輸出品目とし

て30品目を考えており，重要なものとしてニッケル，銅，家庭用品，木材，

織物等がある。

V中銀総裁金融引締めについて一一Castillo中央銀行総裁は記者会見で， ドル

準備に対する圧力は，中銀が IMFから約5500万ドノレを引き出さねばならないで

あろうほどにまで高まっている， 6月26日の信用引締め措置は大統領が約束した

ようは解除されまい，もし政府が支出を緩めねば， 「為替管理Jにまで進むかも

しれない，と述べ，さらに歳入増加を目的とした18の法案を一つも承認しなかっ

たとして，議会を非難した。

18日 V米作資金貸付状況一一農業信用局の発表によれば本年度第1四半期中（ 7月

1日～ 9月30日〉米作農民に総額1625万ペソの各種貸付を行なった。これは前年

同期より 340万ペソ増加している。そのうち1053万ペソは現金貸付， 52万9032.41

ペソは現物貸付， 517万ベソは農民に販売された肥料の価額である。貸付農家数

2万2577C前年同期比 1万0500増），土地改革プロジェクト内の貸付農家数4377

(2609増〉，個人農家数3780(2267増〉，農協を通じ貸付を受けた農家 1万4095

(5591増）であった。
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v中銀総裁，為替管理を否定一一Castillo中銀総裁は17日の報道に異議を唱え

次のように述べた。一一「私が記者会見で述べたことは，現在の外貨準備は需要

に応え，ペソの公定レートを維持するに十分だということである。」 わが国は為

替管理に立ち戻ることはできないというのが常に私の立場であった。 「事実1962

年に decontrolを勧告したのは中銀総裁としての私であった。」もし新税制法が

制定されたならば，国庫は 4億ペソ豊かになり，中銀は金融引締め措置をとる必

要はなかったであろうということを指摘するために， 「議会が税法案を通過させ

なかったことに言及しただけである。J私は 11月11日現在の外貨準備が 1億9300

万ドルで、あり，経済の安定を維持するに十分であると答えたのである。

V比開銀貸付状況一一フィリピン開発銀行の， 67年7月1日～ 9月初日の貨付

総額は約7509万ペソ， 7776件，主な内訳は農業貸付2941万ペソ，工業貸付2689万

ペソであった。

19日 V中銀総裁，信用確保について一一Castillo中銀総裁はこのほど記者会見で次

のように述べた。一一外貨準備に対する現在の圧力に応えるために，中銀は IMF

のεoldtranchに頼るであろう。この引出しはほぼ2850万ドルに達しよう。リオ

での会談期間中西独およびイタリアの銀行家と， EECの銀行は現在剰余がある

ので，｜司地の商業銀行から一層の安定化を計るため信用を確保できるか，その可

能性について討論する機会をもった。西独は先に米の購入のために 1千万ドノレを

提供したが，米を輸入する必要がなくなったので使用されなかった。中銀は安定

化購入のため同額を信用として使用することを交渉している。米国では連邦準備

銀行で，．対比投資に関心をもっている22の商業銀行の役員と会談した。ペソの平

価切下げや為替管理はたぶん起るまい。だからこそ銀行家はフィリピンに対し一

層の信用援助を申し入れたのだ。

（注） 同総裁はリオデジャネイロの IMF下会議出席の後訪米，最近帰国した。

23日 V農業生産委員会は FAOからの 5万ペソ相当の放送設備をもとに農村放送用

の番組の製作センターを設立する予定。

V土地銀行債発行承認一一大統領は土地銀行に LandAuthorityの土地取得活

動資金として， 1千万ベソの第 1回臨時債の発行を承認した。条件は満期10～25

年，年利6%。

24日 V既得権問題は L-L交渉から排除せよ－AlejandroLichaucoアラネタ大学

経済研究所長は， 1億3500万ペソの砂糖産業は対米関係における弱点である，ま

た既得権問題は，くるべきラウレノレ・ラングレー協定交渉の討議題目に含まれると
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の趣旨の Cuaderno前中銀総裁の声明に次のように反論した。一ーもしわれわれ

がわが国の立場の弱点を公衆に気づかせねばならないのならば，米国政府はもち

ろんわれわれ自身にも公然と米国の立場の弱点を気づかせねばならない。米国の

弱点はわが国において若干の米国企業が保有している13億ドノレ余の投資資産にあ

る。これらの投資資産は適当な時に国家の収用措置，フィリピン化諸法，為替管

理制限の対象でありうる。 「われわれはフィリピン政府が農地改革法にもとづき

公債を以って所有地を収用しうると全く同じに，これらの資産を公債をもっ収用

しうる。J「政府は今日交渉において優位にあり，われわれが討議を自身の条件で

展開できない理由はない。J既得権問題は，討議に政治的および非貿易問題を注

入するのを避けるため，会談から全く排除さるべきである。

vドjレ流出一一ロムアノレデス蔵相は，最大のドノレ流出は幾人かの破廉恥な個人

によるものである。その上海外旅行の支出だけで、も週に 120万ベソ，年に6000万

ペソに達したが，外国旅行者からの受取は年1900万ペソであると述べ，商業銀行

にそれらの活動限止に協力するようアピーノレした。

25日 f C. Ledesma甘薦栽培者全国連合（NFSP）会長は覚書の中で会員に対し，関

税を節約することはもちろん供給者としてのフィリピンの信頼性を維持するため

に， 今年の米砂糖クォータ 1093万 3848トンを完納する必要のあることを強調し

た。

（注） 10月23日現在99万5727トンが積出され，残りは 9万8121トン。米国への

着荷期限は12月31El o 67年の米関税はピクル当たりし10ベソだが68年のそれ

は1.66ベソである。

f 67～68年産糖推計一一フィリピン砂糖協会は26の精糖工場からの資料にもと

づき1967～68穀物年度の予備推定生産高を発表した。これによると 1966～67年度

の推定量 172万6765ショート・トンに比し 188万3556.51ショート・トンである。

また甘薦作付面積は29万7602.56ヘクターノレ（年前は28万4993.63ヘクターノレ）

（注） Nolan砂糖割当局長は3046ヘタタールの甘煎畑に新品種の米が植え付け

られたと述べた。

26日 V中銀，金融引締を修正一一中央銀行は 6月23日付の通牒4本を修正する要旨

次のような通牒4本を発した。①250号（240号の修正）外国為替A銀行の外貨負債

に対する従来の 100%外貨準

証券と公債の国内資産による保有を認める（27日実施〉。②251号（241号の修正）

商業銀行の基準再，剖引枠を払込み資本の 125%ブQ ラス 6月；10H現在の純資産の90 
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とする。再割引枠の最低50%は輸出金融ないし輸出作物金融に使用され，米およ

びとうもろこし金融には枠に従わないものとする（即日実施〉。③252号（243号

の修正） 100ドノレをこえる輸入は信用状（L/C）を必要とする。 6月26日付の輸入

担保金要件を免除される品目は，生産者による輸入は 18013，輸入業者による場

合は90日をこえない DIPないし DIAによる融資を認める（即日実施〉。④253

号（244号の修正〉当座預金の預金準備率は従来通り 15%，普通および定期預金

の預金準備率は10%に引き上げる。本通牒発効30日後当座預金の準備率は 1%引

き上げる。また普通および定期預金のそれはに16%に達するまで30日毎に 2%引

き上げる。準備金の最低50%は中銀への現金預けとする（従来は25%, 10月31日

実施〉。また通貨委員会は渡航外貨の流出防止のため覚書を発し， 渡航外貨を 1

人 1日当り50ドノレ， 1ヵ月最高1500ドノレに制限した。

27日 V信用緩和は幻想一一MarianoH. Laurelフィリピン銀行家協会会長は，伝え

られる中銀の「信用緩和」は幻想にすぎない，中銀通牒は右手で与えた以上のも

のを左手で取り戻しており，民間と銀行業界はより悪いポジションに直面しよう

と述べた。

28日 Vアバ力価格支持一一大統領はこのほどアパカ価格支持のため2500万ペソをフ

ィリピン・アパカ公社（Abacorp）の特別信託基金に支出するよう命じた。

er主〉 今年 3月 Abacorpの始業資金として 200万ベソ支出されている。 Aba-

corpの67年の取扱高目標は 6万9000梱である。

29日 V公式筋によればフィリピンはこのほど公式レベルで日本に対しマンゴーの輸

入を認めるよう要請した。

Vアバ力助成要求一－J.Villanueraフィリピン・アパカ生産者輸出業者連合

(PAAPE）会長は，今ほど政府の援助が必要なときはないと次のように述べた。

アパカの市場は圏内では中国人に，国外では中・英・米人に握られ，競合天然繊

維が各地で政府助成をうけ栽培されている， PNBは砂糖とココナツに各々 2億

3100万ペソ， 1億7600万ベソを認めたがアパカにはわずか420万ペソ認めたにす

ぎない。アパカの外貨獲得高は一貫して減少している。

v韓国経済人協会の貿易使節団がフィリピン業界と協議のため来訪した。

V米増産は前進一一一マルコス大統領は Pangasinan州で，政府の米・とうもろ

こし生産計画の成功により「Pila」（行列） Systemは消え去ったとさらに次のよ

うに述べた。一一多年の米不足問題を打ち負かすための「大規模かつ冷酷な努力」

を始めてわずか一年半，わが国は現に米を輸出している。もともとは今年予想さ
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れた米不足に備えエジプトと輸入契約を結んだ米が，インドに転売されRCAは

利益を得た。パンガシナン州の水稲作面積は12万3716ヘクターノレだが，これは米

生産計画の優先第 1位に分類されている12の稲作面積の43%にあたる。米作技術

の訓練が全国12の訓練センターで行なわれている。

31日 T 66年在比米軍事支出一一フィリピン大学のエコノミストが作成，在マニラ米

国大使館がこのほど発表したフィリピンにおける米軍事支出調査の概要は次のよ

うである。一一軍事支出は65年の 1億3000万ドノレから66年には 1億3800万ドノレに

増加。その 100万ドル当りの影響は，国民所得を 780万ベソ，完全雇用労働者を

3900人，外貨を56万ドノレ各々増加させたと考えられる。したがって66年の約1億

4000万ドルの支出は，国民所得を10億9200万ペソ創出，完全雇用の機会を約54万

6000人に与え， 7840万わレの外貨を創出した。

v松下，比会社に資本参加一一一松下電器はマニラで PrecisionElectronics Corp. 

に資本参加したと発表した。資本比率は松下60%, PEC 40%，新資本金は100万

ペソ，テレビ，ラジオ，ステレオセットなどを生産する。
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日比共同声明（全文〉

以下は10月19～20日， マニラで、行なわれたマルコス大統領と佐藤総理大臣の会談の

あと， 10月21日付で発表された日比両国政府の共同声明の全訳である。テキストは

Manila Daily Bulletin 1966年10月22R付による。

1. 佐藤栄作日本同総理大臣はフィリピン共和国政府の招待により，夫人をとも

ない， 1967年10月18日から21日までフィリピンを訪問した。

2. 佐藤首相夫妻はフィリピン滞在中，マルコ大統領夫妻を儀礼訪問した。総理

大臣は大統領およびその他のフィリピン政府首脳と会談し，現ドの国際情勢特にア

ジア情勢と日本およびフィリピン両国が共通の関心を有するその他の諸問題につい

見て率直な意見を交換した。会談は友好的な雰囲気の下に行なわれ，両国間の相互

理解を深める上に大きく寄与した。

3. 大統領と総理大臣は，各国が平等と相互の尊重を基礎として平和的かつ友好

的関係を維持することが何よりも重要であることを再確認するとともに，すべての

国がこの基本原則を尊守することが世界平和の維持に不可欠であるとの確信を表明

した。

4. 大統領と総理大臣は，ベトナムの現状に深い関心を示し， 1日も早く平和裏

に同紛争の解決がもたらされるよう強い希望を述べるとともに，和平実現のため両

国が今後とも，それぞれの立場から努力を重ねてゆくことに同意した。

5. 大統領と総理大臣は，両国がアジアの繁栄のため今後とも協力することの重

要性を認識し，さらに両国が東南アジア開発閣僚会議，アジア開発銀行， ASPAC,

ASEANの活動に反映されたような地域協力が，今後この地域の繁栄に効果的に貢

献しうるようあらゆる努力を行なうことに同意した。

6. 大統領と総理大臣は，両国間の関係が政治，経済，文化およびその他の分野

において近年ますます強められてきたことに満足の意を表明するとともに，かかる

関係が今後とも強められることを希望した。

7. 大統領と総理大臣は， 1966年10月3日の共同コミュニケに述べられた両国首

脳の了解の線に沿い，日比友好道路計画についての日比合同委員会による交渉が妥

結したことを発表する運びとなったことを欣快とした。これに関連し，総理大臣は

大統領に対し，日本国政府が，可能な範囲で同計画を完成するためにフィリピン政
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府と協力し，またこの目的のために借款を供与する用意がある旨確言した。

8. 大統領は優先開発計画について総理大臣と討議した。これらの計画は，学校

校舎，外航船および内航船，漁船，引き船，はしけ，漁港埠頭，および冷凍貯蔵施

設，冷蔵および食糧貯蔵施設，工作機具，濯概用ディーぜノレポンフ。および付属機材

並びに米貯蔵施設である。

大統領はこの機会に総理大臣に対し，カガヤン渓谷鉄道延長計両およびソノレソゴ

ン鉄道延長計画をできるだけ早く実施したいとの希望を再び表明した。

両首脳はこれらの計画を日比合同委員会で再検討し，討議させることに合意した0

9. 総理大臣は，大統領がこれまで日比友好通商航海条約批准のため尽力してき

たことに対し深い敬意を表するとともに，今後日比経済関係をより安定した基礎の

上に胃くためにも，右条約の早期批准が望ましい旨の希望を表明した。大統領は総

理大臣とともに両国間の経済関係の早期正常化を希望した。

10. 大統領と総理大臣は，日比両国間の緊密な経済関係にかんがみ，両国間にお

いて二重課税防止協定の締結のため早期に交渉が行なわれることが望ましいことに

意見の一致を見た。

11. 大統領と総理大臣は，両国の航空企業による両国の定期航空業務が開始され

る見込みであることについて満足の意を表するとともに，右航空業務の運営をより

安定した基礎の上に置くために，両国間において航空協定締結のために早期に交渉

が行なわれることが望ましいことに意見の一致を見た。

12. 大統領と総理大臣は，賠償協定の実施状況および同協定がフィリピンの経済

発展に貢献していることに満足の意を表した。

13. 総理大臣は，フィリピンが米作，学校建設，道路建設およびその他の経済活

動分野においてなしとげた前進に深い感銘を受けた。

14. 大統領と総理大臣は，大統領の昨年の日本訪問により生み出された好意と誠

意が再確認されるとともに，総理大臣の今回のフィリピン訪問により強められたこ

とを欣快とした。

15. 総理大臣はフィリピン滞在111に総理大臣夫妻・行が受けた暖かし、歓迎と了重

な厚遇に対し深い感謝の意を表明した。
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物与党大勝の中間選挙

今年は大統領選挙の2年後のいわば中間選挙の年にあたり， 11月14日上院議席の 3

分の lの8議席（12月30日に任期満了になる〉， 下院5議席（ 4議席は新州誕生，他

は議員死亡にともなう補充〉の中央議会と65州知事，および副知事， 47市長および副

市長， 1380町長その他地方議会議員の選挙が行なわれた。同時に二つの憲法修正の可

否を問う国民投票も行なわれた（10月18日の日誌参照〕。中でも重要なのは上院議員選

挙である。上院の改選前の勢力分野は与党ナショナリスタ党13，野党リベラル党9，フ

ィリピン進歩党（PPP)2で，改選議席の内訳はN党 3, L党 3, PPP 2であった。

N党と L党はこれに対して各々 8候補を立てたが， PPPは候補は立てなかった。 N党

の改選議員の 1人である G.Antonino議員はもと L党員で66年4月N党へ移籍した

ものだ、が， 今回の党候補指名大会では選からもれ，やむなく当選のむずかしいといわ

れる無所属で、立候補した。だが同議員は投票日前日の13日ヘリコプタ一事故で死亡，

代って未亡人の MagnoliaAntonino夫人（下院議員〉が立候補した。

11月末現在，公式の開票結果は発表されていない。票数に多少の増減はあるとして

も，当選順位に異動はないと考えられる。次にその順位を示すと① JoseRoy (N, 

改），② BenignoAquino, Jr. (L. Tarlac州知事〉，③ Mr.Antonino （無－N），④

Salvador Laurel (N, 新〉， ⑤ Leonardo Perez ( N, 下院議員〉， ⑥ Emmanuel 

Pelaez (N，下院），⑦ LorenzoTeves ( N，下院〉，⑧ HelenaBenitez (N，新〉，

以下⑨＠位はN党，⑮～⑫位はL党である。

改選前は上記のようにN党が数の上では多数を占めていた。 しかし，今年1月末

Gil J. Puy抗議員（N党党首〉が RodolfoGanzon, Eva Estrada Kalaw, Jose Diokno 

ら与党3議員（非改選〉と L党議員7人， PPP2議員と結びいわゆる Unionof Forces 

を形成， A.Toleutino議員から議長の職を奪った。このため上院の主要委員会の委員

長を野党に占められ， L党が事実上多数を勢し議会運営は円滑さを欠いた。 このため

マルコス大統領は全8議席の獲得を目標に置き， 一方では根強い人気をもっ Aquino

L党候補を年令不足の理由で最高裁に失格訴訟を起した。

改選後の党派別勢力は16-1-7となり，数宇から見るかぎり N党が上院で絶対多
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数を制したかに見える。

新らしいN党の派別は Puyat派4, Tolentino派7 (L. Tanedaは Nationalist一

Citizen），大統領派の Roy派5 (4人は新人〉であり，大統領を支持する N党議員

12, Puyat派4, L党7, 無所属 1となった。 したがって来年 Puyat派が再びL党

と結び，さらに無所属の Antonino夫人がこれに加わると12-12の同数となり，再度

Puy抗議員に上院の主導権を握られる。そこで Antonino夫人は大統領支持の条件と

して財源あるいは会計等有力委員会の委員長の地位を望むことさえできるといわれる

ほど重要な立場にあり， その帰属が注目されるが，同夫人は大統領の地盤であるいわ

ゆる SolidNorthの一部 LaUnion州の出身で大統領に近い筋にあるといわれ，大

統領派を支持することが確実視されている。 またN党は， L党で唯 1人当選圏内に入

った Aquino候補の資格問題を追求しているが， L党はすでに同候補が2位にランク

されていること等既成事実をもって対抗し， 事件を上院選挙法廷にもち込むことを主

張している。またたとえN党が結束しでも議長争いが再燃することは十分考えられ，

議長ポストの行方と Puyat派の動静が注目されるところである。いずれにしても日比

条約等懸案の解決に大きく前進する体制が整ったと見てよいであろう。

地方選挙ではマニラ市で反大統領の旗頭と見倣されるL党の Villegas現マニラ市長

がN党の公認候補 P.Ocampo下院議員を引き離し再選が確定した。しかしその他の

首長選挙では21日現在当選確実とみられる者の比率は， 知事で50対12，市長22対7と

まさにN党の「スチームローラー」は野党を各地で踏みつぶす勢いで， 野党を大きく

引き離し， 69年大統領選挙への布石を固めた。

〔I〕政治

10月
30日 V最近のフク団の動向一一M.P. Yan警察軍長官兼陸軍副参謀長は UPIとの

インタビューで次のように述べた。一一一政府は中部ルソンで軍事・民生両面のキ

ャンベーンによりフク団とシンパを除去しつつある。 66年以来，当局はフク団員

を31人殺し， 62人を逮捕， 55人を投降させた。この割合で行けば， 69年には恐ら

くフク団を極く小数にで、きょう。現在のフク団勢力は正規兵200(140名は名前な

いし通称判明〉戦闘支援隊員300，大衆基盤約3万である。現在の選挙運動中フ

ク団が中部ノレソンの辺地で， 65年の大統領選挙時と同様地方候補のある者のキャ
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ンベーンを活発に行なっているとの報告がある。またフク団が待伏せをし，われ

われと反フク候補の評判を落すため警察軍や反フク候補に罪をきせることを計画

しているとの信頼しうる情報をも得た。フク団はクラーク・フィーノレ米空軍基地

の警備員や Angels市の警察に侵透しうるまでになっているため，フク団とつな

がりの疑いある警備員は解雇されたり，警察軍部隊がクラーク基地周辺に配置さ

れた。今日のフク団は， 50年代始めマニラ周辺で故マカパガノレ大統領に獄滅され

る前，公開武力闘争を展開した共産ゲリラとは非常に異なっている。彼らは沼地・

森・丘でゲリラとして活動している。現在彼らは街着をつけ，町に滞在し，任務

遂行のため外出するときには高性能の武器をたずさえ，旅行のときは後背地で活

動せず公道を民間自動車で行く。運動自体もはや純粋にイデオロギー的なもので

はない。トップのみが頑強な共産主義者で，隊伍は必ずしも共産主義者ではない。

フク団運動が国外の共産主義勢力からの財政的ないし兵たん援助を当てにしてい

るとは考えられない。だが恐らくは北京からのイデオロギー的援助や指示はある

だろう。

, P. Enrile大蔵次官は，「共産諸国の商品の輸入を明白に禁ずる法律はない」

これが法務省の公式な法的見解であるが，私もこれに同意する，しかし現実的に

は法的解釈は困難であるが，共産圏貿易に関する一貫した明白な決定が下されね

ばならないと述べた。

31日 v粒状殺虫剤普及一一米とうもろこし生産調整会議（RCPCC）の技術者の報告

によれば， 2年前に導入された粒状殺虫剤は特に米作農民の間で普及し，今年2

回の米の作付で推定4千トン（450万ベソ）の粒状殺中剤が使用された。

11月

（注〉 普及した理由としては液状のものとは異なり，スプレイヤ一等の器具を

必要としないことが指摘されている。特に使用量の多い地域は中部ルソン，

ネグロス， ピコール，コタパト，南タガログ諸外｜である。

1 日 v日比道路改名非難一一CamarinesNorte州の Vinzons知事は， PanNational 

highwayを Phil-JapaneseFriendship highwayと改名し，また自国技術者が準

備した建設計画の再検討を日本人に認めたと非難，タイ；アメリカ友好道路は米

国により無償で建設された，日比道路の場合フィリピン側はすべての費用を負担

し， 日本はただ借款を供与するだけである，フィリピン人技術者は日本人より地

形に精通していると述べた。

2 日 f E. Espinozaナショナリスタ党上院議員候補は，フィリピン業者は南ベトナ

ムにおいて AIDによる入札へ参加資格なしとされたことは残念である，またフ
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ィリピン人労働者はベトナム政府から正当な待遇を得ていなし、と述べた。

3 日 Vソ連専門家の入国承認一一一M.Collantes外相代理は， マニラで 15～29日に

開かれる theCommission for Agriculture and Meteorological Organizationの

第4回会議ソ連代表団に対するピザ発行を承認，在東京大使館にピザ発行を指令

した。

5 日 Vマルコス大統領は，パンパンガ州警察軍司令官の， Mabelαcat町の警察官と

フク団とが結託している疑いがあり，町の警察は無能で，治安を維持できないと

の報告にもとづき，同町を警察軍の管理下に置くよう指令した。

6 日 V警察軍第1管区当局は Mata国防相にパンパンガ州サン・フェノレナンドのフ

ク団の情況について次のように報告した。同地域特にサン・フェルナンドの多く

の警察官がフク団の支配下にあるといわれる。その組織の最上位には一団の警察

官を統制するフク司令官Sumulongが，その下には指令を受けるロボットである

警察主任がいる。警察内にはほぼ24人の「忠実なフクの追随者」がいる。これら

の者はフク団のせん減数，情報隊，徴収隊の指導者ではないとしても，団員であ

るといわれる。また部内には約35人の「戦闘支援員」が，犯罪に関係したフク団

員に有利に証拠をいん滅，改変するといわれる「警察調査官」からなるいわゆる

「servicesupportJがある。このように約10%が容疑者である。

l L党上院候補の資格問題一一選挙委員会は， BenignoS. Aquino, Jr.リベラ

ノレ党上院議員候補は， 11月14日の選挙当日35才未満（同候補は11月14日生れ〕で

あるとして同候補の失格を求めたナショナリスタ党の申請を却下，委員会は本件

に関する決定権をもたない，決定を下しうる唯一の機関は上院選挙法廷であると

の決議を 2対 1で採択した。 N党は本件を最高裁に提訴すると発表した。

Vマルコス大統領は，現政権の米作，道路計画は国民を欺くものであるとのマ

力パガル前大統領のセブ市での演説に答えて， 66年には重点は米・道路・校舎建

設に置かれたが，政府は再融資計画により工業に7億5900万ペソ融資し，これは

マカパガノレ政権下で、破産した工業救済に役立つた，設備等に使われた金額は工業

に与えられたそれの 3分の l以下であると述べた。

7 日 v大統領は選挙遊説中，フク団は中部ルソンにおいて選挙を崩壊させまい，警

察軍は状況を掌握している，また前政権はフク団に対し宥和政策をとりその復活

を助長した，野党候補の中には個人的にまだフク団と宥和しているものもいるか

も知れぬが，野党は宥和政策を放棄したように思われると述べた。

8 日 v外務省は， 12月1日発足予定のフィリピン・マレーシア密輸防止機構の一部
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として Sulu周辺に設置される密輸防止ステーション C3局）の建設・活動資金

28万7400ベソを受け取った。

（注〉 サバ側にも 3局建設され，フィリピン側税関職員が任命される。また比

側の 3局は Batu-Batu,Balabac, Taganakに置かれる。

T A. Noblejas土地登記局長は次のように述べた。数ヵ月前大統領に書簡を送

り， 1949年のクリベンコ事件に関し最高裁判所が採用した法解釈により住宅用，

商業用，工業用その他の土地を含むとされた「私有農地」の外国人による所有を

禁じた憲法の規定にもかかわらず，外国人が土地を所有しているケースが多数あ

ることを報告し，これらの土地は「没収財産」と見倣されるとして，これらの国

家への「復帰」（reversion）を勧告した。

9 日 Vパターン州 Dinalupihanで警察軍部隊とフク団が交戦，でフク団 No.3, Zac-

arias de la Cruz別名 Delio司令官が射殺，他に 3名が逮捕され，兵士1名が負

傷した。

10日 v商工相，ウルトラ民族主義に警告一一パラトパト商工相は，外国人に対する

差別的，没収的な民族主義政策は政府の賛同を受けまい，努力するに値する唯一

のナショナリズムは， 「国の基本財産に対する優越した支配を国民の手中にすえ

る」ことを保証するそれで、あると述べた。

11 8 Vフィリピン・ココナツ協会連合の G.P. Reyes会長は次のように述べた。コ

コナツには競合油脂が14種あるが，ココナツ製品はすでに世界市場において競争

力を備えている。ココナツ産業に関してはラウレル・ラングレー協定の規定は現

在廃止しうると思われる。米国の同製品最終使用者の所感は，原産地での原料加

工度引き上げのためココ油に対する関税，その他税の廃止に賛成している。米国

の植物油原料局は L-L協定に関する米側パネルに，これを書面をもってアピー

ノレした。

T L-L協定協議方針一一ラウレノレ・ラングレー協定改訂予備会談が11月20日か

ら行なわれるが，比側技術パネルの議長‘ Virate商工次官はTVインタピューで

次のように述べた。一一交渉には「多辺ベースと非互恵ベースにもとづく対開発

途上国一般特恵の方針で」臨む。 「もしわれわれが64年国連貿易開発会議におけ

る原則に同意するならば， 双務協定を結ぶことはできない」。比側の立場はデバ

リエーション，外国市場の多様化，米国も認めた民族主義の高揚など幾つかの要

因によって強化された。技術協議は L-L協定にかわる新協定に重点を置くべき

だが，投資はもちろん特定の商品に言及せず議論を進めることは困難であろう。
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V外務省はフィリピン人の南ベトナムへの不法移民に警告，また駐サイゴン大

使館は南ベトナム移民法の厳重な実施のため多数のフィリピン人移民が足止めさ

れていると報告した。これら移民とは出稼労働者を指している。

12日 V最高裁はこのほど，大統領の要求は，警察軍は市長に通告しその同意を得な

ければ charteredcityに導入できないとの一般規則の唯一の例外をなすと判決し

fこO

T Israel Bocoboフィリピン自由労働組合連合（PAFLU）全図書記・フィリピ

ン労働組合協議会（PTUC）副書記長・ LapiangManggagawa労働者党書記長は

組織労働者は Villegas現マニラ市長の再選を支持しているとの市長事務所の報告

を否定，マニラ市の組織労働者90%は Ocampo候補（下院議員 N）を支持して

いると述べた。

v大統領は特別声明を出し，警察軍隊員に対し中立を守り主任務である選挙時

の治安維持にあたるよう再び警告した。

V日本企業進出に警告一一マニラ市副市長候補D.L. Reyes夫人は次のように

述べた。一一比日経済関係の最近の発展特に日本企業32社が現在証券取引委員会

に登録したとの報告は警告的である。もし警戒しなければわが国経済はただちに

高度に工業化した日本に支配され，日本の原料供給国，最終財消費国となろう。

これは米国がフィリピンを占領した半世紀聞におけるフィリピンの経験である。

われわれは経済的に前進しており実質的独立のため準備しているが，経済は米国

経済に密接に結びついている。われわれはかかる経験が繰り返えされるのを許し

てはならない。

13日 vパンパンガ州 SanSimonのSta.Cruz村で10日から行方不明だった2人の

死体が発見され，フク団に殺害されたものと考えられている。

, Jose P. Tambunting商業会議所（CCP）理事は CCP会頭宛書簡の中で，

日本の大商社の進出とそれら商社が比人業者を侵害し，国内資金源を利用してい

ると注意を促し，日本の連絡会社および代理会社の国内活動を認可する証券取引

委員会（SEC）に CCP代表を派遣できるよう，外国貿易ないし商業委員会に小

委員会を設け上記問題に関し CCPの公式活動を検討するよう提案した。

15日 Vラモス外相は力ンボジア訪問に出発した（～21日〉。同外相はシアヌーク元

首にカンボジア国境保全承認声明を正式に提出するために，カンボジア政府の招

待を受けていた。

16日 V比・マレーシア密輸・労働会談一一一フィリピン，マレーシア両国はマニラで
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サパ密輸防止協定実施および出稼労働者保護問題について会談を開始した。比側

代表は Ople労相，マレーシア側は UsmanKassim労相。

T Yan警察軍長官は7月 1日から11月14日の選挙当日までに150件の政治的動

機による暴力事件が起り， 60人が殺され， 85人が負傷した， 14日だけで死者9,

負傷27人であったが， 「全般に平隠で」あったと述べた。

（注〉 しかし新聞，ラジオの報道はより高い数字を，死者，負傷者各々 117人

と伝えでいる。警察軍の公式記録によれば， 65年の選挙時には 33件，死者

43，負傷53, 63年は死者16，負傷44,61年は 102件，死者20，負傷55であっ

fこO

Vフィリピン・マレーシア労働・密輸阻止会議（マニラ〉で，比側代表はマレ

ーシア側にサパに最小9人の税関吏の任命を認めるよう要求した。

17 B V選挙後初の閣議で、マルコス大統領は，選挙民が政府を圧倒的に支持した現在

政府開発計画の優先リストを拡大することを決定した。①土地改革一大土地所有

の購入と小作農への再配分に重点を置く。資金は政府不要財産処分によりまかな

う。②人的資源開発計画。③都市開発計画一人口密集地域の住宅供給。

V比・マレーシア会談でマレーシア側は密輸阻止協定の中で12月1日に完成を

予定されていたサパ側の施設建設に 5ヵ月から 1年を要すると述べた。これに対

し比側は建設の引受を提案したが，マレーシア側は協定によりサパ側の施設は同

国が建設することになっているとして拒否した。

18日 TM. T. Yan警察軍長官はすべての当選候補の安全を就任当日まで最大限確保

するよう指令したo

vサパのフィリピン労働者に関する新協定作成のための比・マレーシア会談は

マレーシア側が次のような方針を打ち出したため行き詰っている。①サパは両国

間の領土紛争の主題となっている旨の公式の留保条項を協定に挿入するとの比側

提案を妨げた，②フィリピン労働者はサパに永住者として移住できるとの1955年

の比英間協定中の条項の廃棄を主張，③協定を比側が当初理解していたマレーシ

ア全土にではなくサパにのみ制限する，④サパに行くすべての労働者の出発点と

してフィリピン南部に emkarkationpointを設立する，⑤労働者の出身地点では

なくサパで、すべての労働契約のサインをする。

（注〉 比・マレーシア代表団は交渉最終日である18日新協定草案に調印する予

定であったが，さらに21日最終会談を聞く。

V世界気象機構農業気象委員会第4回会議（15～29日マニラ〉のソ連代表団が

到着した。
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20日 v最高裁は，大統領は行政当局が行なった決定を（官房長官を通じて〉破棄し

うる権限を有するとの判決を下した。

（注） 53年 Lacson-Magallanes社は公有牧草地392ヘクタールの占有権の譲渡

を受けた。 54年上記土地が森林区域から外され牧草地および、農地に指定変更

され， J.Panoら占有耕作をしていた19名はうち90ヘクタールの購入を，一

方 L M.社は全ての土地の士地の購入を申請した。 Pafioらは抗議したが，

士地局および農相は Pano要求を却下した。しかし当時の官房長官はこの決

定を修正， Pafioらに上記士地90ヘクタールの購入を認めたο これに対し L.

M.社が提訴していたものである。

T M. Collantes外務次官は L-L協定改訂交渉第 11EI予備会議開会式（マニラ〉

で米側に経済特恵の供与と平等待遇権の放棄を要求し，植民地体制維持のための

構造は取り払らわれねばならないと述べた。

21日 T L-L改訂予備会談第 1日（パギオ）。

v比・マレーシア会談は具体的成果のないまま終了した。同日の共同声明によ

れば， 問題は外交yレートを通じて検討し， 密輸阻止協定は67年 12月 1日より発

効，労働協定については1955年のそれが効力をもっとしている。

22日 V警察軍発表によれば昨年初め以来また最近の選挙運動中に多くの自治体警察

が警察軍の管理下に置かれたが，選挙後もその数は増加し，現在 117の町と14市

に達している。

24日 V ロムアルデス蔵相は， 211人の税徴収職員の解雇を準備した。これらの職員

は900万ペソの公金を私消し，その多くは姿を隠し，一部は国外に逃亡したとい

う。また現在税の滞納は総額5億7300万ペソに達している。

27日 , Mata国防相はヌエパ・エシハ州 Laurの FortMagsaysayに早急に国防軍

技術訓練センターを建設するよう指令，これは工兵大隊を15から25に増員するた

めである。

28日 , Andres Reyesリザール第 1審裁判所判事は Time社および Time-Life Inter-

na1ionalの全資産の差押えを命令した。 これは Villegasマニラ市長と Emile関

税局長が Time誌1967年8月18日の記事「アジアの汚職」を両者を中傷したとし

て 110万ペソの賠償を請求した文書誹致訴訟に関連して出されたもの。

30日 ' L・L協定改訂予備会談終了 ①米側パネルは，ワシントンは1974年以降米

国人に対する平等待遇権の延長は求めないが，現在平等待遇権によってカパーさ

れている米国人投資は正当な法律上の保有期間を終了すべきであるとの比側見解

とは対立する考えを明らかにしたため，平等待遇権失効後の米国投資の処遇につ
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いて合意に達せず。③非互恵特恵問題については， 29日合同報告草案作成にあた

って用語および、米側パネルの発言について紛糾し，これも合意に達せず。米側は

予備的なものであっても，正式な協定を避けようと努め，無害希薄な報告を望ん

でいたといわれる。比側は来年2月の第2回国連貿易開発会議の結果に期待して

いる。米側パネル Braderman議長が先に比側の非互恵特恵案に同意した発言を

否定したといわれ，これに対し Vega比側副議長は米パネルをあらかじめその行

動を予定していたと非難，会議はデッド・ロックに乗りあげ予定の12月4日をま

たず終了したものである。次回の会談は来年4月か5月に開かれ，引き続きこれ

らの問題を討議する予定である。

’A. C. Espiritu前工業会議所会頭は， L-L協定改訂交渉に関連して，フィリピ

ンの新世代は，フィリピン通商法とフィリピン復興法を本質的には短期的考慮に

より鼓舞され，フィリピン圏内の米国の経済権益を保護・促進せんとする米国の

同定観念、によって支配されたものと見ている，強大国は雅量を示すべきであると

述べた。

vフク団，陸軍部隊を待伏せか一一陸軍第20歩兵大隊戦闘小隊は， Bulacan州

の BaliuagTilapayong村の sitioSan Roqueで重武備のフク団と考えられる20

～30人の一団に待伏せを受け，士官2，下士官4，民間人3名が殺された。フク

団側の死傷は不明。同隊は軍の給料を運搬していた。報告では武器と給料は紛失

していた。 Yan長官はフク団は DomingoYambao別名「Freddie司令官」が指

揮していたと述べた。

v大統領府は，マルコス大統領は来年 1月7～16日の間マレーシア，インドネ

シア，タイを公式訪問する予定であると発表した。これは大統領就任以来初めて

の東南アジア公式訪問となる。

31日 v大統領は Batangas州の州都Batangasを警察軍指揮下に置くよう指令した。

〔E〕経済

2 日 v土地註書発行記録一一一土地局の発表によると， 10月23日現在同局は5万5601

の土地権利証書を発行した。これはこれまでの最高で従来の記録は，①1961～60

年度， 5万5331件，②1962～63年度， 5万1493件，⑨1954～55年度， 5万0757件

であるという O

Vサラス官房長官は財界に対し米の販売，乾燥機の供給に協力するよう要請し，

次のように述べた。わが国は米の自給に近づきつつある。もしこれまでに米の輸
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入にあてられた5億ペソが輸出収入に変換されるなら，農村1こ経済的・政治的安

定をもたらそう。米増産計画関係の政府機関は米の大量輸出計画を立てる予定で

ある。米増産計画のこれまでの成功は，四つの要因に即ち，④計画を政治から分

離したこと，②高収量品種の導入，③十分な価格誘因，③米作キャンベーン関係

政府機関の調整に帰せられる。

3 日 vフィリピン開発銀行は米乾燥機購入資金融資を償還年限5～10年，年利7%

で行なうと発表した。

4 日 v製糖の損失一一一PhilippineChemical LaboratoriesのAchillesNatividadが

最近行なった調査によると，甘蕉搾出汁のうち砂糖とならず発酵して糖蜜となる

ために起る損失は， 1966～67作物年度生産量 162万3142ショ J ト・トン（砂糖協

会報告〉のうち 2% C 3万2462ショート・トン， 1500万ベソ〉であった。

T R. Estradaフィリピン・セメント協会理事代理はセメントの生産予測につい

て次のように述べた。 68年には4新工場が生産を開始し，総生産は70年に最大1

億4112万袋に達しょうが，プラントの平均生産能率は約80%なので，実際には 1

億1280万袋に達しよう。この数字は世銀， NEC, PESの需要予測（各々8210万，

6830万， 6903万袋〉を超える。 60年以前には5工場であったが現在日工場が操

業，年産能力6492万袋である。昨年の投資成長率は40.6%で第2位の飲料業のそ

れは17.4%であった。 4大プラントに対する資本投資は66年 1億3805.6万ベソ，

65年1億6940.9万ベソであった。

5 日 v日比友好道路日本側調査団一行5人が到着； 8日から調査を始める。

6 8 V米社，製糖・米農場建設決定一－AmericanFactors Associates （ホノノレル〉

のCalebE. S. Burns社長はロベス副大統領兼農相に，同社はイロイロ州に製糖

工場を，ミンダナオに大規模な米作農場を建設することを決定したと伝えたが，

副大統領はこれを歓迎した。

7 日 vココナツ融資一一ウマリ農務次官は，国立銀行は年間5千ヘクタールの新規

植樹にヘクターノレ当り 1500ベソを融資しているが，これは 160万ヘクタールのコ

コナツ耕作地と比べるならまことに小額であることを認め，ココナツ問題特別委

員会の設置を提案した。

8 日 Vマルコス大統領はアパカ産業に対する台嵐災害復旧資金として 250万ベソの

支出を命令した。これで67年中のアバカ産業に対する援助総額は750万ペソに達

した。

9 日 V自作化より生産性が第一一一モンドニェード米とうもろこし局長はこのほど
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次のように述べた。もしよく管理された大所有地が小農場に分割されるなら，土

地改革は生産性の低下を結果しよう。これを相殺するためには土地改革の影響を

うける大地主が大規模生産を続けられるよう中部ノレソンの広大な遊休地を地主に

開発させることを提案する。私は農地改革に反対するのではない。小作農がすべ

て自作農として成功するとは限らないのであるから，土地所有権よりも生産性が

優先さるべきである。

Vセンサス統計局はこのほど本年 1～7月の民間住宅投資額を 3億4150万ペソ

と発表した。これは66年同期比42.3%増である。 60年センサス時の総住宅戸数は

479万0954戸， うち460万戸は持家ないし借家， 3万8470戸は営業用であったが，

41万5895戸は戦後生まれたいわゆる堀立小屋で、ある。また， 60年の総人口は約

2770万であるが，現在は約3460万と推定されている。

v米，比雇用者の賃金引上げ 米国大使館は，フィリピン国内で米政府が直

接雇用するフィリピン人（約2万6000）の給与を19日以降2～5%引き上げると

発表した。現在の年間給与支払総額は9950万ペソ（2490万わけだが，新体系で

は1億1620万ペソ（2910万ドル）になるという。

Vオーストラリア化学産業界の貿易使節団一行が市場調査のため訪問。

V金融の外国化－A.Lichauco前 NEC政策顧問は，商業銀行業界が促進し

ようとしているいわゆる「moneymarket」は外国企業が政府金融機関からの借

入を拡大するに必要な装置として役立つものである， Essaおよび Caltex両社の

800万ベソもの「financialinstruments」を購入することにより「moneymarket」

に投資することを決定したが，これは実際には両外国投資家に貸付を拡大するこ

とにほかならないと批判した。

10日 ，大統領は日比友好道路建設の第1回資金として， l億1400万ベソの支出を命

令した。

1 1日 T Bank of Asia Report 10月号は外貨の流出について次のように述べている。

一一外国投資に関する議論は米人の来比，資源開発，米国へのわレ送金に限らる

べきではない。米国の海外投資において投資額と利益率とはほとんど関係なく，

前者は投資リスクに関係する。米国の対比投資の増加は 62～66年5ヵ年に 1億

4000万ドノレに達し， うち約9500万ドノレは新規投資， 4500万ドルは利益の再投資で

ある。同期の米投資利益は2億3000万ドノレであった。これは，①自由交換性を特

徴とする自由化の時期に米資本の導入に失敗したこと，②同期の経済状態は米投

資家に利益を再投資させることができなかったことを示している。また14億0200

円
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万ド1レが海外送金されたが，うち 1億8500万ドルは米投資家の一部利益の自国送

金， 2億1700万ドルは恐らくフィリピン資本の逃避によるものである。比投資家

は特に為替リスクを防ぐために相当額のドルを海外に置いている。もし為替リス

クがなかったなら，外貨ポジションはより健全であったろう。必要なことは，外

貨流出の抜け穴をふさぐための非能率な政策の実施ではなく，われわれ自身に信

頼を回復させるための心理的キャンペーンを実施することである。

, C. Estrella土地局長はパンパンガ州第2地区の刈分小作のうち55%が現在賃

借契約に変更され，完全に変更がなされた村が14に達したと述べた。

V米内務省はフィリピンの七つの主要河流域の土地・水資源調査を完成したと

発表した。

（注〉 k記7河川は Agna,Pampanga, Cagayan, Bicol, Cotabato, Agusau, 

Iloilo-Hilabanganである。

Vパラトパト商工相は投資奨励法について次のように述べた。一一フィリピン

人は自国民による国家の財産支配を確保するために同法に具体化された民族主義

的方針を通じて十二分な保護，援助，奨励を与えられた。このことは，同法を外

国投資家にとって以前ほど魅力的でなくするという，また民族主義的志向という

批判にさらすという危険を払って行なわれた。民族主義的方針にもかかわらず，

外国投資家のわが国への参加は，国内資本が全く不十分であるので，心から歓迎

される。

12日 , L. Ocampo濯概サーピス部（ISU）長は今会計年度のポンプ据付計画に沿い

最近放出された 175組のポンプの据付を急ぐよう命令。これによる濯瓶面積は

6055.5ヘクタール。

（注〉 同部長はまた次のように述べた。①10月に 16プロジェクト（454.5へグ

タール〕が完成。資金は大統領農村開発部（PACD）予算， 日比賠償。②144

地域， 4677.1354ヘクタールの調査が完了， 143地域が利用可能であることが

判明した。③10月中に計954の ISUポンプ系統が活動，農民 1万3907人が

利益をうけた。④濯瓶面積 3万5825ヘクタールのうち 3万0927ヘクタールに

米が， 4898へグタールにその他作物が植え付けられた。

v共同市場でなく一次産品連合を－F.J. Nicolas • Nicfur会社社長（CCP理

事〉は，フィリピンはアジア共同市場に関する会談を促進せずに東南アジアに一

次産品生産者連合の結成を考慮すべきだ，東南アジア諸国はオーストラリアやニ

ュージーランドや日本が，共同市場設立に本当に関心をもっている唯一の国であ

るように思われることを考えるべきだと述べた。
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’ここ 2週間二つの大型台風が南ノレソン，ヴィサヤ地方に上陸，死者100余，

8千万ペソ余の損害を出した。

13日 V民間資金で道路完成一一このほど R.A. 3741 C民間融資法〉により全建設資

金を民聞が調達した道路2本計38キロが完成した。これは同法によるものとして

ははじめてである。同法は建設費償還のため通行料の徴収を認めている。

14日 Vオーストラリアの財政当局者 W.McMahonはこのほど，フィリピンの IMF

からの1750万米ドル引出し取決めは完了した，このうち 1000万米ドル（890万オ

ーストラリア・ドル〉はオーストラリア通貨で引き出されると発表した。

15日 V協同組合で米の乾燥・輸送を一一一Mondofiedo米とうもろこし局長は次のよ

うに述べた。農民はRCAと米販売契約を結んでいる保税倉庫に納める米の乾燥・

輸送等を業者に任せず，協同組合を組織し自ら行ない価格支持計画の利益を十分

に利用すべきである。そうすれば倉庫業者はもはや農民を犠牲にして法外な費用

を要求したり，籾米の価格を引き下げたりできない。だが RCAは全ての籾米を

購入するつもりはなく，計画通りその10%を，農業信用局は 5%を購入する。計

15%の緩衝在庫があれば政府は端境期に価格安定をはかるに十分である。

（注〉 同局長によれば， 商業ベースでのカバン当り各種費用は， 袋詰 0.10ベ

ソ，農場・倉庫輸送0.30ベソ，積上げのための荷下し0.10ベソ，乾燥0.90ベ

ソ，空袋の減価償却0.20ベソ，乾燥過程での縮小 1.40ベソ，計3ベソであ

る。

17日 v投資法への期待－J. N. Morales商業会議所副会頭は投資委員会の結成が

遅れていることを批判し，現在のタイトな金融状態は国内生産者の聞に投資法に

よって与えられる taxcreditsや免税措置に非常な関心を呼び起こした，投資法

が完全に実施されれば，これらの生産業者は完全操業を再開も拡大できようと述

べた。

19日 , Mariano V. del Rosario工業会議所諮問会議議長は，減少する外貨準備を支

持するため輸入に選択的管理を実施することを提案，管理復帰は政府の公共事業

計画に資金供給するために支払わねばならぬ犠牲である，選択的管理は現在中銀

がその通喋によって実施している総花的な信用引締めに代って実施さるべきであ

ると述べた。

20日 T Castillo中銀総裁はポンド切下げの影響について， ロンドンの銀行に預託し

ていた中銀のポンド勘定は 9万3910ポンド（26万3301ドル〉で，切下げにより約

3万7520ドルの損失をうけた，また対英貿易は入超であるが，将来の影響は極く
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わずかなものであろうと述べた。

（注〉 A. Lichauco前エ業会議所政策担当昭事は22日切ドげによりすでに多額

に達している資本の海外流出は悪化しようと述べた。また22日ロムアルデス

蔵相もベソ貨切下げの噂を存定，政府は現行為替レート維持のため全力を尽

すと述べた。

21日 vケソン市で現行の土地改革法制定以来初めて地主と土地銀行の問で，地主所

有地の売渡し契約が結ぼれた。この土地はパンパンガ州アラヤット町SanMateo 

村の 108ヘクタールで，土地代金は現金10%，残りは償還付・免税の土地銀行債

券で支払われる。土地銀行は従来の小作農に上記土地を償還期間25年で譲渡す

る。現在の小作料は25%で、あるので農民は償還について楽観的である。

Vマルコス大統領は，フィリピンは今年の米国砂糖クォーター 112万6000トン

C 1億4564万引80.39ドル）を完納した， しかし国内価格はブラウン糖でピクノレ当

り25ペソ以下の安定した価格に維推されたと発表した。過去2年間フィリピンは

クォータを完納していない。

22日 V地主に代替地を一一四マルコス大統領はこのほど，中部ノレソン週辺の各1000へ

クタールの適当な地域を米・とうもろこし農場に開発，これを中部ルソンの農地

改革地域の同一面積の土地と交換するとの計画（MondofiecoRCA局長提出）を

承認した。中部ルソン内の土地は，有資格の小作農に売却される。計画では1969

年3月31日までに第1凶の交換が行なわれ，調査費の50%をNECと AIDが，

残り50%は AID特別借款基金200万ドノレで、まかなわれる予定である。現在考え

られている予定地にはコタノξトの Liguasan湿地がある。

（注〉 11月9日の日誌参照。

25日 Vフィリピン開発銀行はこのほど，新ココナツ融資計画の返済条件を緩和，元

金・利子の償還を 2年間猶予，期間を10年に変更した。

v金政策の再検討を一一アレジャンドロ・リチャウコ・アラネタ大学経済研究

所長は米政府はドル切下げをしないと声明しているが，米国はいつでも切下げを

断行できると警告，政府は金政策を再検討し，金を現行オンス当り35ドルで、米国

に売却せず，全ストックを国内に積上げる可能性を考慮すべきだ，また中銀が金

精練工場を建設すれば年約30万ドルの節約になると述べた。

C注〉 27日カスティリヨ中銀総裁はフィリピンは自国産金を輸出していない，

法により金は中銀が買い上げており，金保有高は5912万ドルに達していると

述べた。

27日 V米ウィンスコンシン州貿易使節団一行75人が来比。
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28日 , Ople労相は各地域の労働担当官と，最低賃金法等労働法の特に外国企業に

おける履行計画を協議した。労相によれば，労働法の不履行により影響をうける

労働者は，未組織労働者の70%ある。

29日 , Ople労相は 66年6月以来中止されていた全般的視察を12月 1日より再開，

最低賃金法等労働法の実施を推進することを決定した省令にサインした。

, L. Millianフィリピン織物工業協会会長は，米国内に比政府が関税の増収と

国内産業保護のため米国内の市場価格に従い，輸入端切の課税価額を決定したこ

とに対し報復し，フィリピンの最終刺繍製品の再輸出を禁止しようとする動きが

あることは全く遺憾であると述べた。

-147ー 一（追37）一





フィリピン

〔I〕政 :A. ，ロ

12月
1 日 ' L党議員対フク強圧政策を主張一一F.P.Amante下院議員（L）は大統領に

対しフク団に対する“openarms”政策を放棄し，①中部ノレソンに反フク市長連

合を復活させ，政府は武器および兵たん援助を全面的に与える，②パンパンガ，

タノレラク，パターン，ヌエパ・エシハ，ブラカン諸外！の混乱した市町村を警察軍

の指揮下に置くことを提案した。

V リベラfレ党本部はナショナリスタ党は残念ながら「ツナミ作戦」を成し遂げ

たと発表した。一方，上院議員に当選した Aquinoを中心とするし覚の「Young

Turks」グループは69年の選挙に備え会合， 選挙後L党の“OldGuards，，が採っ

た“crybaby”の姿勢を拒否，今こそ野党は選挙の完敗に寄与した地方の政治状

況を再評価するとともに，野党の資源を評価すべき時であると声明， RamonV. 

Mitra下院議員は選挙の全国的再検討の結果によっては，党幹部に徹底的措置を

勧告する，もし幹部がわれわれと共に進まぬならば，われわれは野党の枠内で独

自のコースを追求することになろうと述べた。

（注〉 その他会合に招待された下院議員は， Eladia Caliwara, Melania Sing-

san, Raman Felipe, Jase Yap, Antania Cuenca, Jase Cajuangca, Edgar 

U. Ilarde, Raman Magsaysay, Jr.と乱fariaTag-garaaケソン市長， Cesar

Climacaザンボアンガ前市長である。

V ロベス副大統領は日本政府は Mindro島 Manjanとレイテ島 Alang-Alang

に各 1千ヘクタールの米作センターを建設，最終計画は68年4月完成の予定と発

表した。

' 11月選挙で下院議員に選出されたナショナリスタ党の RaqueAblan, Arte-

mia Layala, Canstncia Maglana, James Chiangbian議員および選挙前に与党

に加わった Ilaila出身の元リベラル党議員3人は JaseAldeguer下院議長代理と

委員会ポストの肥分について会談した。

4 日 f Callantes外相代理は米軍基地駐在の連絡将校と会談，基地からの密輸防止

のため米軍当局者との協力を密にするよう命令，米軍に協力を要請することを決
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定した。米当局は12日協力を約した。

V警察軍部隊はパンパンガ州サン・ルイスのサン・イシド口， SitioBicalのフ

ク団の隠れ家を襲い， 5時間にわたり交戦，政府側に死者l，フク団側に死者7

人を出し，有力容疑者1名を逮捕した。軍によれば，このフク団は10月30日警察

軍部隊を待伏せした 1隊である。

（注〉 フク団側の死者は，①DomingoYambao別名 Freddie司令官，元アパ

リットの警察官でフク団の No.5，②Fernando Guevarra別名 Pering司令

官，③ApolinarioSimbulan別名 Polinar，④FranciscoManiago，⑤Reme-

dios Sancap，故 Oscar司令官の正妻， ⑥Teresita Salak, Freddie司令官の

正妻，⑦GregorioSalak別名 Gor。

また Yan警察軍長官は，まだ重装備した中核フクが146人残っている，そ

の80パーセントはパンパンガ州で，残りはヌエパ・エシハ，プラカン，タノレ

ラクで活動している， これには新兵は含まれていなし、，フグ団は十分な資金

をもっていると述べた。

5 日 v大統領は警察軍第 1管区本部 CampOlivasを視察，対フク・キャンペーン

は成功である，転換点は選挙前政府軍部隊との戦闘での Delio司令官の死である

と述べた。

V第2警察軍当局は，ラグナ，ケソンおよびパタンガスでフク運動が復活した

との報告を受け，同地域に警戒警報を命令した。

V政府は米軍に対しクラーク米空軍基地およびスピック米基地の軍施設をチャ

ーター機の商用飛行に利用させていることに抗議。チャーター機は2%の運行税

を支払ねばならない。

T Sergio Osmefia, Jr.上院議員（L）は， F.Amante下院議員の向上院議員

を69年大統領選挙の L党候補として推すとの提案にコメントして，これを受け入

れる用意があると述べた。

（注〉 また同議員は，指名されれば勝つ自信がある，投票はしばしば人種グル

ープに左右にされるが，自分は最大のグループ即ち220万票を有する cebu族

に属している，セプ 1州の票だけでも，マルコスの主要地盤である南北イロ

コス，アプラ，ラ・ユニオンを合せたより9000票多いと述べた。

T Mitra下院議員（L）は，“YoungTurks，，は前回の選挙で与党に有利なよ

うに地方役人が明らかに票数を不正操作したと国民に警告，不正役人に対する法

廷闘争のため資金キャンペーンを開始したと述べた。

6 日 T Avelino Bagsic別名 Zaragoza司令官と BernabeBuscayno別名 Dante司

令官に率いられると考えられるフク団の 1隊は2台のジープに分乗，タルラク州
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サン・ミゲノレのハイウエーをジーフ。でパトローlレ中の警察軍ノξトローノレ隊を待ち

伏せ，警察軍兵士を 2名射殺， 2名を負傷させた。第 1警察軍管区の情報担当者

は最近のフク団の動きについて，選挙前にはフク団は非協力的人物の暗殺に集中

したが，その政治勢力としての有力性を明らかにした現在，次の目標を軍に対す

る攻撃力を証明することにおいていると見ている。また警察軍はサン・ルイスー

カンダパーアラヤット地域に集中，付近にはGregorioGarcia別名 Yoyong司令

官と LeonManalastas別名 Viola司令官がいるといわれる。

V第 20BCTはパンパンガ州カンダパの Tagulod村でフク団の PedroSebas-

tian別名 Pacat司令官容疑者を逮捕した。

Vサン・ミゲルの事件後直ちに Yan警察軍長官は“Panther”機動部隊と警察

軍特殊部隊のタノレラク，パンパンガ州への展開を命令，また警察軍空輸特別部隊

に空中パトロール出動を命令した。すで、にパンパンガ，ヌエパ・エシハ，および

ブラカン諸州の警察軍，第l, 4, 20の各陸軍歩兵戦闘部隊（BCT）が投入され

ている。

, Puyat上院議長（パンパンガ州出身〉は対フク作戦の立ち遅れを非難すると

ともに，パンパンガ州の高名な事業家や民間指導者は， Francisco Nepomuceno 

知事が選挙でフク団の支持を受けたとの報告を聞いており，政府の努力の有効性

に疑いをもっている。また武力だけではフク問題は解決できない。社会改良計画

が軍事作戦と同時に実施されねばならないとも述べた。

VパンパンガチトIPoracのPanpangaSugar Millの警備員がフク団に殺された。

当地情報筋は11月9日Delio司令官の殺害に関連レ情報を流した疑いを受けたこ

ともありうるとしている。

V このほどある米国当局者は記者会見でフィリヒ。ン憲法の規定のため， L-L協

定を友好通商航海条約に置き変えることは困難であると述べた。

Vマルコス大統領は次のように述べた。一一一握りのリベラノレ党指導者は現

在「憎しみと悪口」のキャンペーンをくりひろげている。彼らは「恐らくこれら

の行動の重要性を理解せずにJ, 反乱を煽動するような声明を出しているのであ

ろう。私は長く L党の根処のない非難に強く抗議することをさしひかえてきた。

しかし私は，民主主義制度を傷つけようとしているL党その他のグループの指導

者に，それらの行動が自らを共和国の敵とするものであることを警告する。

V外務省当局はクラーク米空軍基地をフク団の火力を増大させた Armalitesや

その他高性能の武器の主供給源であるとの見方を強めたが，これをいかに米軍側
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に伝えるべきか困惑しているといわれる。

V外務省の一部当局者は，米国は平等待遇権の保護消滅後も米国投資に対する

特恵待遇を維持するために，あらゆる手段と圧力を用いるだろうとみているとい

う。

7 日 V大統領は国防軍特殊部隊（ジャングル戦担当〉を状況によっては中部ルソン

に派遣すると述べた。一方警察軍と陸軍部隊はタルラク，パンパンガ州でフク団

掃討作戦を開始した。

Vタノレラク州 LaPazのMetrico村の村長がフク団と考えられる武装した 1団

に射殺された。警察軍情報員は， 6日のサン・ミゲノレ事件で、使われたと思われる

ジープが1台タノレラク州ピクトリアで発見されたことに関連があると推測してい

る。

v外務省は在比南ベトナム大使館に短期休暇のため帰国したフィリピン人労働

者（約600人）の南ベトナム再入国に対する一切の不要な障害を除去するよう申

し入れた。また10日外務省筋は，その空席を韓国人労働者が引き継いでいると報

じた。

8 日 V大統領はフク浸透地域における政府軍の民生活動を，一層強化するよう命令

した。

Vコランテス外相代理は駐比米大使館に対しフィリピン人業者が9月26, 2:7, 

28日の南ベトナムでの米国の域外調達入札から組織的に除外されたことは， 66年

の比米共同コミュニケの精神に反する，比政府はこれに重大な関心をもっ旨の覚

書を送付した。

9 日 T Yan長官は，幹部フク団員4人， GregorioGarcia別名 Yoyong司令官，

Bernabe Buscayno別名 Dante司令官， AvelinoBagsik別名 Zaragosa司令官，

Leon Manalastas別名 Viola司令官が中部ノレソンの辺境森林地帯からマニラ地区

に逃亡したとの報道を否定した。

v警察軍第2管区の MelitoP. Bulan司令官は南タガログ州のフク団活動復活

にそなえ情報活動を強化するよう命令した。

v警察軍はサン・ミゲノレの Salakot村で Viola,Y oyong両フク司令官の部下

1人を逮捕した。

Vマレーシア政府は比側のサパの密輸防止ステーション定員増要求を拒否，マ

レーシア外務事務次官補は，拒否は最終的であり，疑問は交渉解決不可能である

と述べた。一方コランテス外相代理はロムアノレデス蔵相の提案になるサパとのパ
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ーター貿易（58年に停止）再開の可能性の研究を指示した。

Vフィリピン・フランス政府技術協力協定による電子工学・電気技術訓練セン

ターが， リザーノレ州マリキナのマリキナ職業学校に完成した。

10 B T F. 0. Borromeo工業会議所（PCI)会頭は，わが国はポンド切下げによる信

用，通貨，外為危機に悩んでいる。議会は直ちに危機緩和措置を採用することが

必要であると述べ，議題として一括関税法案，すでに圏内生産されている製品お

よび非必需品の選択的輸入禁止法案，輸出増進措置，比国企業家保護法案をあげ

fこ。

, P.A.RG.O. （改革と政府活動に関する大統領直属機関〉秘書官でフィリピ

ン反共産主義運動の会長である RamonD. Bagatsingを中心とするカソリック教

育機関の幹部，その他民間指導者のグルーフ。は大統領のフク団問題解決に協力す

ることを決定， F.Z. Caram下院議員を長とする作業委員会を任命した。

v先週 Davaodel Surで種族争いが発生， Bilaan族が Miwaru族と Lipna族

を襲いこれまでのところ32人が弓矢で殺された。これはクリスチャンの入植者が

Bilaan族をそそのかしたためといわれ，さらに一部の Bilaan族を買収，同一種

族内でも闘いを起こさせているという。

v大統領府は，マレーシア外相に近い筋がマルコス大統領はマレーシアにサバ

要求は政府には重要でなく放棄されるだろうと繰返えし保証を与えたと述べたこ

とに強く反発，これは事実に反すると述べた。 13日マレーシア大使はこれを否定。

11 B Vマルコス大統領は対フク・キャンベーン関係政府機関およびタルラク，ヌエ

パ・エシハ，パンパンガ，プラカン4州の知事・議員と大統領府で会談，①武装

分子に対する闘は妥協を許さない，軍は異端分子に対するキャンベーンを一層強

化するよう指令，②一方作戦に従事する部隊は必ず民生活動グループを伴うよう

命令するとともに，中部ノレソンの校舎再建を含めその費用として 150万ペソの留

保を命じた。

v民間人の情報を得た警察軍部隊はタルラク肘IMayantocの Burgos村SitioTola 

（ザンパレス山地の辺地〉でフク団と 3時間に亘り交戦，フク団の No.7, Pedro 

Julian別名 Dalusong司令官が死亡。同司令官は徴兵と財政を担当していたとい

われる。他の4人は逃走した。

v大統領はベトナムでの兵役を終了した軍医，看護婦を中部ノレソンに展開する

よう命令。

12日 v警察軍第1管区当局は，フク団幹部に対する償金増額提案が出されているこ
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とを確認、した。単位1万ペソ。①PedroTaruc 10→12，②Faustino del Mundo 

別名 Tony司令官，③GeorgeOcampo別名 Tony司令官2→10, ④Bernabe 

Buscayno別名 Dante司令官 1.5→ 9' ⑤Avelino Bagsic別名 Zaragaza司令

官 1→7，⑥GregorioGarcia別名 Yoyong司令官 1→5，⑦PedroJulian別

名 Dalusong司令官0.5→ 2' ③Eliseo Salas別名 Cruz司令官 0.5→2' ⑨ 

Diosdado Layug別名 Eddie司令官0.5→2。

vパンパンガ州の“YoungTurks ”は，正当な不平から運動に加わっている

フク団員は家族が政府当局の手で直接的な不正義をこうむっている多くの農民か

らその蓄えを得ている，最良の解決は長い間彼らには否定されてきた正義を彼ら

が手に入れられるよう政府の全資源を彼らに与えることである，武力だけではフ

ク問題は解決できない，警察軍兵や民間警備員による村民の大虐殺が日常のこと

であったキリノ政権下の誤りを繰り返してはならない，土地改革は他のすべての

対策が失敗したところで、顕著な成功を収めつつある，大統領が次の2年間にその

物的心的資源を集中すべきはこの分野であると述べた。

13日 v警察軍は Viola司令官の“戦闘支援員”といわれる 3人を， 2人はパンパン

ガ州、lカンダパの Mapaniqui村 sitioUngotで， 1人はプラカン州Baliuag,Taga-

logの Kalanti pay村で逮捕した。 Musang機動部隊司令官によれば，戦闘支援員

はフク団の組織の中では合法幹部やフク団訓練学校終了者よりランクが高い。

T Mata国防相を委員長とする国防会議実行委員会はフク問題視察のためパン

パンガ州 CampOlivasに飛来。また全国土地改革会議（NLRC）のメンバーも視

察，土地改革計画の促進を協議した。

Vマルコス大統領は11月選挙で，私的な政治活動に加わったことが確認された

Abra州警察軍司令官およびその他士官・下士官の解任を命令した。

14日 T A. Tolentino上院少数党院内総務（N）はN党上院議員に対し 1月'27日の通

常会期に備え，幹部会を聞き①上院議長その他役職者の選出，②立法計画につい

て協議することを提案，また大統領は上院役員の選出に干渉すべきではないと従

来からの立場を表明した。

Vこのほど L党の“YoungTurks，，と古参幹部との間で非公式会談が聞かれ，

次のような解決案が提案された。①5人制中央委員会 (junta）を設置し，野党に

“新しいイメージ”を与え，党務管理のより強力な指導権を与える，②マカパガ

ノレ前大統領を現役復帰させ，党首に選出する。

（注〉 ほとんど支持をうけなかったがL党の C.Z. Barberoおよび B.T. Cigot 
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下院議員は先にマルコス大統領を69年大統領選挙の L•N両党の共同候補と

するとの提案をしている。

V下院のいわゆる“YoungTurks，，と“Vox Populi" (24人〕ブロックの支持

を受けた RamonMitra下院議員（L）は大統領はサバ領土要求に対するマレー

シアの声明および密輸阻止協定実施非協力，サパ新労働協定の行詰りに抗議し，

1月に予定されているマレーシア公式訪問を取り消すよう要求した。

（注〉 大統領の公式訪問発表後，ラーマン首相は記者会見でマルコス大統領と

サバ紛争について議論する用意はないと述べている。

v最高裁判所は Aquino候補の得票計数と上院議員当選宣言の中止仮執行を求

めた Espinosa候補の申請を却下した。これにより事件は上院選挙法廷にもち込

まれる公算が強まった。同法廷の構成は， N,L両党代表各3，最高裁判事3名

の計9人。

15日 v警察軍はタルラク州、トタノレラクの Calincu an村で， フクの services support 

group容疑者4人を，うち 3人はフク団の連絡員でジープに乗っているところを

逮捕した。

またパンパンガ州カンダパの StoTawas村でも Viola司令官の同調容疑者3

人が逮捕された。

vラザク・マレーシア副首相フィリピンを訪問，マルコス大統領のマレーシア

訪問まで両国間の複雑かつ未解決の問題についての議論を期待していないと述べ

た。一方ラモス外相は14日， 1963年のマニラ協定に従いサバ要求に関する比・マ

両国パネル聞の公式会談の時と場所についてラザク副首相と協議することを期待

していると述べている。

17日 Vラモス外相はサバ要求の予備協議の時と場所について合意に達することが期

待されたが，合意は得られなかった，このことは要求を見くびるものではない，

しかしまずすべきことを第一に置かねばならない，他の二つの問題についての相

違が大統領の訪問前に解決されることを希望すると述べた。

Vマルコス大統領は Teehankee法相と Yan警察軍長官に対し，破壊事件取締

強化のため破壊活動防止法修正案を準備するよう指令した。また：Mata国防相に

直ちに第1警察軍管区に苦情処理部を設けること，中部ルソンに陸軍分遣隊を派

遣し台風被害からの復旧を命じた。

f Musang機動部隊はブラカン州 Baliuagで3人のフク容疑者を逮捕した。そ

の1人 Baliuagの Tilapayong村の村長は現金 1775ベソと農民から集めた米105
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カパンを Freddie司令官に渡したことを認めた。

T Villegasマニラ市長はマニラ市投票点検委員会の当選宣言後直ちにマルコス

大統領と会談，市事業その他関連問題について相互に協力，協議することで一致

した。

18 8 Vラザク・マレーシア副首相帰国一一同副首相はマルコス大統領，ロベス副大

統領とも会見した。ラモス外相との会談で同副首相は Suluのサルタンから要請

のあったパーム・オイル工業開発に技術援助の申し入れを行ない，代りにフィリ

ピンに対して原木伐採と再植林の技術援助を求めた。また両者は密輸阻止協力協

定の完全実施と新労働協定に関し，合意に達することの必要性を認めた。

V信頼すべき筋は次のように明らかにしたという。一一PedroTarucを含むフ

ク団首脳の密使が最近マルコス大統領と一連の秘密会談を聞いた。密使は12月始

めに中部ノレソンのフク団に対する軍事・民生活動作戦が強化された直後始めて大

統領との会見を求めてきた。フク団指導者は密使を通じて，公表しないとの条件

で投降を打診した。

Vスピック湾をスピック米海軍基地に向け航行中の米空母キティ・ホーク（基

準排水量6万トン）が火災を起こし，一部を焼き乗員125人が煙にまかれた。飛

行機，運航に支障はなかった。

Vマルコス大統領はもしロベス副大統領が再出馬を選ぶなら， 1969年には彼を

第1に副大統領に選ぶと発表した。

, Yan警察軍長官は銃器所有者に12月31日までに銃を照合のため提出するよ

う指示した。 11月30日現在登録銃器32万7917丁のうち17万7803丁が提出された。

19日 , Yan長官は対フク・キャンベーン強化を繰り返し命令， 軍を増派するとと

もに，大統領とフク団の密使との秘密会見は知らないと次のように述べた。一ー

そのような“投降計画”は新しいものではない。フク団は彼らがほとんど追い詰

められたと思ったときはいつでも，投降交渉に訴えるのが常であった。交渉は条

件付であろうが無条件であろうが，いつも誠意のないものであった。その主たる

アイデアはフク団がその勢力を統合強化し，その人員と物資両面の損失を補充す

ることができるよう，政府のキャンベーンを緩和することである。

V選挙委員会は上院議員当選者の確定声明を出した一一① JoseJ. Roy (N) 

411万6549票，②BenignoAquino, Jr. (L) 394万0529，③MagnoliaW. Antonino 

(N) 346万6676，④Dr.Salvador Laurel (N) 345万9870，⑤LeonardoB. Perez 

(N) 344万0011，⑥ EmmanuelPelaez (N) 343万7135，⑦ Lorenzo Teves (N) 
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339万3952，へ③ HelenaBenitez (N) 330万55850

20日 Vマニラ訪問から帰国したラザ、ク・マレーシア副首相は，マレーシアはサパ要

求についていつでも公式レベルで会談を開く用意がある， （外交圧力をかけて会

談を延期したとの報道を否定して〉われわれはより緊急の問題があったので延期

に合意したと述べた。

V大統領は CampAguinaldoの国防軍32周年記念式典で演説，平時における

国防軍の（特に中部ルソンにおける〉建設者としての役割を強調， Mata国防相

に国防軍内に100の ruralhealth unitを組織するよう指令したことを明らかにし

た。

v地方警察軍当局はこのほど不法入国中国人を雇用している疑いのある Pasig

州 Malabonの会社をその監視下に置いた。報告によれば同社はフク運動に財政

援助を与えているといわれるが，前回の手入れではその裏付はとれなかった。

21日 Vマルコス大統領はオーストラリア出発前マニラ空港で，フィリピンは2000人

のフイルカグを引き続き維持するが，ベトナムへの介入を増大するつもりはない，

戦闘部隊を派遣するつもりもない，また第2回ベトナム参戦国会議開催の取決め

については何も知らない，しかしそのような会議に反対しないと述べた。

22日 Vマルコス大統領はラモス外相らを伴いホノレト前オーストラリア首相の葬儀出

席のため21日出発22日キャンベラに到着した。 （～24日）

23日 Vフクの 1団が付近にみかけられたの報告を受け空軍の C-17で偵察した結果

12人のフク団の存在を確認し，派遣された警察軍はフク団とタルラク州タルラク

の Ste,Nino村で遭遇， 3時間にわたって交戦，フク団側は AvelinoBagsik別

名 Zaragoza司令官， Domingo,Gregorio Garcia別名 Yoyong司令官他3人が

死亡，警察軍側に死者 l，負傷者3を出した（うち 1人はタノレラク州警察軍司令

官 TomasDiaz）。 Zaragozaはタノレラク州のフク団の首領であったといわれる。

24日 Vタルラク州タルラクの Ste.Nino村で警察軍とフク団が遭遇， Geronimo（ま

たは Guillermo)de la Cruz別名 Imong司令官が死亡，警察軍レンジャー 1人

が負傷した。 23・24両日の戦いでの死者はフク団側8，政府側3，負傷者は兵3

名である。

Vマルコス大統領はオーストラリアから帰国，マニラ空港で声明を発表，要旨

次のように述べた一一一オーストラリアでベトナム参戦国首脳と共通の問題特にベ

トナム問題について非公式に意見を交換する機会をもった。多くの参戦国にベト

ナム援助を拡大するとの強い希望があることに気づいた。しかしわれわれは自ら
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の家を治めるという国内での努力を減少させずに，援助を拡大することはできな

い。現在の援助の規模ないし内容を変えるつもりはない。また反フク・キャンベ

ーンで外部の援助を求めるつもりはない。

25日 V警察軍当局は23日Sto.Ni色o村での戦闘で死亡したフク団員の重要書類の入

った所持品を発見した。この中にはマルコス大統領夫人の写真やDiosdadoLayug 

別名 Layug司令官と AlbertoMercado別名 Tronco司令官宛の手紙も含まれて

いたと発表。

27日 Vブラカン州警察軍司令官は同州とパンパンガ州境特にパンパンガとタノレラク

から逃れたフク団員が隠れ家を捜しているといわれる SanRafael, Baliuag, San 

IldefonsoとSanMiguel周辺に恒久的阻止線を設けるよう指令した。

v警察軍はヌエパ・エシハの Bongabon,Lusok村でフク容疑者を逮捕。また

警察軍は EuqinoPunzalan別名 Liwag司令官が20人の部下を連れ， Jaen, San 

Antonino, Quezonの13の村で地主や事業家から26日現金や食糧を強請したとの

報告を確認，ヌエパ・エシハで、新しい作戦を開始した。

28日 V警察軍第2管区当局は南タガログおよびピコール地方14州における犯罪増加

と北からのフク団の脅威にそなえ 500人の機動隊“Majestic”を編成すると発表

した。

f Maraveni Consolidated minesの労働組合員38人がケソンの Dinalunganか

ら来た警官に妨害，強制，不法行為等のかどで逮捕された。ケソン州警察軍司令

官は他の労組員が報復するだろうとの報告を受け，ストライキ中の同社に警察軍

兵士を派遣した。

Vマルコス大統領は大マニラ地区内の全警察内に“Strike anywhere anti-

crime team”の設置を命じた。

Vマルコス大統領はベトナム問題報告，検討のため Councilof Leadersを招集，

ナショナリスタ党メンパーはフイルカグの派遣延長を勧告，大統領の立場を支持

した。また大統領はオーストラリアでの参戦国首脳との会談では秘密取引は行な

わなかったし，フイルカグの増強の約束は与えていない援助の内容を変えるつも

りはないと述べた。しかしリベラル党代表はこの会議に 1人も出席しなかったo

, Sergio Loyola下院議員（L）は Villareal党首は党公認候補以外の者を支

持し，規律を犯した党の大物は罰せられず，私には罰が加えられたと抗議してL

党を離脱したが，与党には加わらず無所属を守ると述べた。

, Yan警察軍長官は警察軍兵力が 1万 8000から 2万に強化されたことを明ら
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かにした。また，軍法会議は反フク・キャンベーンの任務に従事し，住民を虐待

した軍兵士ばかりでなく通常の任務にある兵士に対しても行なわれると警告。

' L党の YoungTurkの2人 Mitra下院議員と H.Henares前NEC議長は，

1969年の大統領選挙に備えて新しくかっ若いアイデアを注入し野党を再建する必

要性を強調，今週福祉国家計画，土地改革，ナショナリズム，工業化に重点を置

いたL党の政鋼を起草すると述べた。

29日 v警察軍第 1管区当局者は CampOlivasで， Mata国防相と記者団に次のよう

に述べた。一一中部yレソンのフク団は来年政府の支配を奪取するため，合法議会

闘争において全面攻勢を開始するだろう。最近フク団リーダーの多くが死亡した

ため，フク団の中核は143人に減った。これら中核は戦闘支援員345，サービス・

サポート2383，大衆基盤2万6500人をもっている。全面的合法議会闘争の主要目

標は，政党・政治組織，報道機関，公衆情報機関，労働組合，農民および青年組

織，教育機関を含む。

当局のこの発表は，パンパンガ州での実験が成功して後，フク団はパンパンガ

州境に近い州都タノレラクを含む町や村から始めその影響と支配をタノレラク州に伸

張する計画を立てたとの以前の報告を確認する傾向があるという。

また消息筋によればこの計画は25日押収されたフク団の重要書類に明確に記さ

れ，その内容はフク団は村の住民を支配することによって村から町へ出される食

糧をコントロールし，ついにはタノレラク州の町々を支配しようとするもので，フ

ク団は町を襲う必要はない，またフク団は 1月14日の村選挙を不正手段をあやつ

り村々を支配することを計画しているというものである。

大統領は次の内容の“見えざる政府”についての極密報告をうけたといわれる

一一“見えざる政府”はフク団，不正政治家，不正事業家，暴力団の連合勢力で

ある。この組織は2面で即ち武力と合法幹部の両で政府と闘争してきている。合

法幹部はほとんど村長や村会議員で，フク運動の財政徴収面と村でのフク団の細

胞を組織する任務を担当している。

, Eutiquino Punzalan別名 Liwag司令官の部下と思われる重装備のフク団員

4人がヌエパ・エシハ州 Aliagaの Sumulong村で警察軍と遭遇，短時間銃火を

交えたが， Jaenの方向に逃走した。

V マルコス大統領は， ManuelSyquino国防次官を解任すると発表，その理由

として同次官夫人がマニラ空港での宝石密輸事件に連座したとの容疑を受けてい

ることをあげ，密輸阻止の方針は堅いものであることを強調した。

-139ー 一（追49）ー



フィ．リピン（12月〉

30日 Vマルコス大統領は AlfonsoCalalang国家経済審議会議長を中央銀行総裁に

Andre Castillo総裁を副総裁に任命した。

T Ambrosio Padilla上院多数党院内総務（L）は，もし党の指名を受ければ69

年の大統領選挙に出馬すると述べた。

V国防省は1967年の10大事件を発表した。⑦反フク・キャンベーンの成果一一

12の戦闘で死亡23，負傷2，逮捕5, 投降31, ② Pasay市での政治・宗教組織

Lapiang Malayaの暴動，⑨偽造書類密入国事件と LaUnion州 Damortisにお

ける不法入国中国人39名の上陸，④NuevaVizcayaでの F-86F4機の墜落，⑥

使用済印紙再生事件，⑥工兵隊による ManilaNorth Diversion道路と Epifanio

delos Santos通りの早期完成， ⑦コタパト州 Tacurongの教会内での Carlos

Valdez判事殺害事件，⑧オロンガポ市長 JamesGordonの暗殺，⑨GSISピノレで

の Catanduannes州知事 JuanAlberto日中殺害事件，⑩JoseB. Laurel, Jr.下

院議長暗殺未遂事件。その他の成果，①村武装暴力団一一44回銃火を交え死者32,

負傷者22，逮捕者14，②指名手配犯罪者一一死者38，負傷17，逮捕87，自首371,

③1393丁の銃器を押収，④密輸一一プノレーシール・シガレット10万1042カートン

没収（181万0424ペソ〕，その他30万9440.51ペソ相当の密輸品を没収。

31日 Vマルコス大統領は Calalang中銀総裁と会談， 現政権下ではベソの切下げも

外国為替管理もないと述べ，次のように指示した。①信用の拡大は生産特に農産

物，輸出製品および通貨の安定を危険にすることなく経済成長を促進する生産に

ふりむける，②より有利な条件で懸案の借款申請を続行する，③輸出生産の発展

は68年の政府主要目標である。

その他指示。①policemanual改訂大統領令一ーその中には自治体警察の長の

任命権を大統領から当該市町に移すことも含まれる。②フィリピンとドミニカ共

和国聞に外交官を交換するとの外務省勧告を承認。

T Yan警察軍畏官は， 1968年には警察軍兵力は l万8千以上に増加しよう，フ

ク団問題だけでなくすべての犯罪と紛失武器徴収に対するキャンベーンが優先さ

れよう，また陸軍部隊がパンパンガ州アラヤットの PlazaLumaでアラヤット出

身の AlmarioCagiat別名 Maria司令官と FortunatoParungaoの2人のフク団

員を逮捕したと述べた。

vフィリピン通信社（PNS）の集計によれば， 12月中の犯罪による死者は74人，

負傷者は54を記録，死者主要順位は①カピテ10，②大マニラ地区7，③セブ5,

最も多いのは刃物と銃によるもの。 11月は選挙によるものを含まずに死者42，負
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傷11。9月から11月14日の間選挙にかかわるもの死者99，負傷1100

〔H〕経済

3 日 v米とうもろこし生産調整会議（RCPCC）は，①高収量品種植付面積は目標を

2万ヘクタール超過達成（ 7月 1日→10月31日20万 9970ヘクタールに播種），②

3米作計画優先地域で，台風被害を入れねば，約2000万カパンが収穫されよう，

③第 1優先地域の農民は無担保貸付800ペソを貸入できょう，と発表。

v農業信用局はこのほど67年7～10月の実績を発表した。①農民に対する各種

貸付は1375万ペソ，従来の最高，うち99%(1308万ベソ〉は米作貸付，前年同期

より97%, 665万ペソ増，②貸付農民数97%増 C1万5080ーサ万8186），⑤貸付金

回収率99%増（699万ペソ→1375万ペソ〉，従来の最高徴収記録，④優先地域の農

業協同組合5が復活，米作農協数は95から100に，活動中の農協は282に達した。

5 日 V ロムアルデス蔵相は開発資金調達のため，内国税収局に 10～15%の増税（ 2

億5000万ペソ〉および関税局に 1億5000万ベソの増税について検討するよう指令

した。

（注） 今年議会に個人所得・法人税の引上げと調整，ガソリンおよび燃料税率

の引上げ，内国税収法の特別修正などの税制法案（一般財源4.5～5.5億ベソ

増収〉が提出されたが両院とも通過しなかった。今回新たに検討されている

法案はこの 4ヵ年にのみ適用し，開発プロジェクトにのみ使用するとの形で

提案されたもので，①上記10～15%の現行内国税および関税の全般的引上げ，

②遊休地税（ 2%), ③輸出奨励税（免税〉法案などを含む。 68年には政府

開発費として 5億ベソが必要とされるという。ラキーサ公共事業相は，過去

2年間資金不足のため公共事業建設計画は目標を達成できなかったと，十分

な資金の供給を要請している。

5 日 V農業生産性委員会（A.P. C.）の FranciscoF. Saguiguit委員長はこのほど

SEATOがパンパンガ，ヌエパ・エシハ州、｜での“OperationRice Bowl”に186万

9719ドルの援助を行なうと発表，主に設備投資に使用される。

6 日 v外務省は手続簡素化のため，輸入の際領事書類に先き立って必要であった輸

入代金支払証明要件を廃止すると発表。

' 8月4日成立した R.A.5169にもとづき設立された政府財産処分委員会は活

動を開始，土地銀行および農業信用局への資金供給のためマニラ市内の公有地27

万3453.95平方メートル C1億 5000万ペソ目標〉の公売準備を進めている。売上

げの75%は土地銀行に25%は農業信用局にまわされる。

-141- 一（追51）ー



フィリピン（12月〉

v織物工業会は，過去1965～66の2年間織物の技術的密輸により，政府は7億

1900万ペソの収入を失ったと発表した。

8 日 vPhilippine Telecommunications Investment Corporationは GeneralTele-

phone and Electronics Corporation （ニューヨーク〉の所有するフィリピン長距

離電話会社（PLDT）の普通株28%約1480万ドルの買収契約を結んだ。これにより

PLDTの支配権は最終的にフィリピン人の手に入ることになる。

10日 V合板に対する米国の輸入関税が68年 1月からL-L協定の規定により 8%から

10%に引き上げられる。一方競争国である韓国，台湾の北米航路の運賃は12～13

%引き下げられるという。

13日 V米国で米当局と交渉中の P.Enrile財務次官はこのほど，米国政府は米比綿

協定カテゴリーにもとづき刺繍製品20万ダースの対米輸出を認めた，また68年 1

月 1日より発効の予定であった同製品の輸入禁止措置（7万ダース，約500万ペ

ソ）の廃止に同意したと報告した。これにより従来からの割当に加え，割当は計

30万ダースとなる。

Vモンドニエード米とうもろこし局（RCA）長は米の輸入について次のように述

べた。 NECは1966-67作物年度の絶対不足を35万7000トンと承認， 18万8000ト

ンのパツフアー・ストックを提案した。 RCAは圏内生産の増加を予想して37万

7000トン（5700万ドル）の輸入契約を結んだ。その後増産が実現， 3万トン（500

万わけの輸入契約をキャンセノレ， 12万トン（2000万ドル〉を再輸出し，外貨2500

万ドルを節約， 300万ペソの利益を得た。さらにRCAは在庫状況を調査中で，す

でに輸出承認をうけた国内産米5000トンあまりの輸出可能性を調査している。米

の輸入は65年の従来の最高額57万4000トン（6600万ドル〉から66年の10万8000ト

ン（1400万ドル）， 67年の22万 7000トン（3400万わけに減少した。

ロベス副大統領も輸出用比米約2.8万トンの積上げを予想している，また政府

は次作物年度にパレイ1000万カパン増収実現のため現在の優良種籾植付面積10万

ヘクタールを20万ヘクタールに拡大することを計画していると述べている。

14日 V ロペス農相はRCAに輸入アメリカ米3万5000トンのインドネシア向け再輸出

を認めた。 RCAはその他に輸入米約6万2000トンのストックを保有していると

いう。

, Francisco Arcaマニラ第 1審裁判所判事は， USI Philippines Inc.の取扱

品目の重設備，機械類その他製品は中間財であり，同社は小売業国民化法の意味

での小売業に従事していない，外国投資の導入は励奨さるべきであり，同社のよ
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うな企業に同法を適用すべきだと考えることは，新資本を追い払い，既存投資を

も駆逐するであろうと述べた。

16日 Vこのほどサラス官房長官は土地改革局に対し，土地改革実施効率化のための

土地改革法修正案を準備するよう指示，同時にマルコス大統領は 2年以内に中部

lレソン全域を土地改革地域と宣言するととを望んでいると繰り返し述べた。

17日 T Osmefi.a, Jr.上院議員は，投資奨励法では成立から60日以内に大統領は投資

委員会を任命せねばならないが，いまだに実施されていないとして大統領を非難

経済開発促進のため早急に実施する必要があると強調。

v香港紙記者が伝えるところでは，公定レートは 1米ドノレ3.90ペソであるが，

香港では 1米ドル→4.12ペソしている。フィリピン人事業家はわレをもってきて

この有利なレートで交換している。同時に市場にはペソがあまりなく， 8月には

1ペソ→1.31香港ドルで、あったものが現在1.445香港ドルで、ある（公定レートは

1ペソ＝1.55香港わけ。

18日 V大統領府でマルコス大統領から土地銀行によるニつのハシエンダ（地主所有

地〉の買収代金が支払われた。とれは買収代金の半額で残額は大蔵省証券で支払

われる。①パンパンガ州 Tayugの HaciendaHermanas Nable Jose, 1057ヘク

タール， 360万1180ペソ，②パンガシナン州の Tayug,Sta. Maria, San Quintin, 

Natividadにまたがる HaciendaEl Porvenir, 890ヘクタール， 49万0172.50ペ

ソ。約1000人の小作農が出席した。

TB. Aquino道路局長は，道路と橋梁建設は数ヵ月の遅れを出している，道路

のコンクリート舗装では目標の70%を達成しえたにすぎない，開発 1年目と同様

目標は達せられなかったと予算委員会に，資金の支出をアピールした。 68年の目

標：コンクリート舗装496km，アスフアルト521km，開発道路477km，橋8437m。

19日 V政府・民間当局者が実施，ロムロ文相に提出されたネグロス・オリエント州

（総面積53方1640ヘクタール，人口73万8000人〉の調査結果は次のようである。

一一一①とうもろとしが広範に栽培されている。これは，人口の85%がとうもろと

しを食べることと気候・土壊が栽培に適しているためである。 67年生産（59年〉：

119万7658(73万1000）カパン， 10万 6000Cs万7000）ヘクタ－；v，ヘクターノレ

当り 11.26(12.7）カパン。 ②ココナツも気候，外貨獲得の点から広く栽培され

ている。 67年生産（60年）： 6万2378C 2万8516）トン， 2807万212(998万0600)

ベソ， 4万3303C 3万1579）ヘクタール。③甘薦。 67年生産（59年）： 1万 6000

ヘクターノレ，ヘクタール当り 180ピクル， 3億2680万1000C 1億1282万2600）キ
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ログラム。④米は主食として二次的。 67年生産（59年）： 54万3390(103万4122)

カパン。減少は耕地の甘薦への転用のため。⑤犯罪。 66年年間 424件，警備陣は

地方警察397人，警察軍70人o

▼米とうもろこし生産調整会議は次の10州とうもおこし自給計画の優先地域

に開発すると発表。 Isabela, Cagayan, Pangasinan, Camarines Sur, Cebu, 

Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Cotabato, Bukidnon。 ロペス農相

によればこれら地域のとうもろこし栽培面積は67年で216万 6840ヘクターノレであ

るが新品種（在来品種ヘクターノレ当り収量12カバン，新品種60カバン〉， 新耕作

法を用い， 68年までに45万トンの増収が期待される，とうもろとしの自給目標は

すでに今年達成された（2497万3500カパン〉が，食用の白色種は過剰な一方，飼

料用の黄色種は不足している。

20日 V ロムアノレデス蔵相は財政委員会は起債計画および総額42億9100万ベソ（67年

6月末現在）の未償還国債の利子支払のための一連の政策・目標を採用したと述

べた。

（注〉 負債総額のうち31億 8300万ベソは国内負債， 11憶 0900万ベソが外国借

入，総園内負債のうち 5億 6200万ベソは過去の政権によるもの。 65/66年度

利子償還支払は 1億 2560万ベソ， 66/67年度は 1億0470万ベソ，過去6年度

の平均は 1億0875万ベソ。

21日 v先に Teo-filo Reyes, Jr.商業会議所（CCP）会頭は大統領が証券取引委員会に

対し大統領令を発しフィリピン国内での日本企業の事業活動を認めたことを非難

したが，これに対し M.V. del Rosario工業会議所（PCI)諮問会議議長は大統領

令は国際的公約であり，これに異議を唱えることはこの公約の履行を拒否するこ

とに等しく，政府と国家を窮迫させるにすぎないと非難した。

T Jose Cabarrus, Jr. Mariinduque Mining and Industrial社（セメント会社）

第 1副社長は， 1969年中頃までにフィリピン，台湾，韓国の 3国は，現在外国市

場はもちろん国内市場でも主要な競争相手である日本の生産能力に接近するもの

と予想される，そこで69年中頃までに 3国の各セメント協会を通じ東南アジアに

セメントを輸出するため， 3国聞に地域内販売協定が発効しているものと期待し

ていると述べた。

22日 Vこのほど完了したNECの米・とうもろこし生産・消費に関する関係機関委員

会の1967/68作物年度の米についての調査結果は次のとおり。

〔供給〕 6363万8800袋，内訳は， ①68年7月 1日推定在庫 1090万3700袋，
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③年度問推定生産量 5026万5200袋，③輸入米 246万9900袋。 〔需要〕 5514万

2400袋，内訳は， ①年度間食用需要 4980万袋， ②その他需要〈種子，飼料，

商・工用米，損耗） 534万2400袋。〔余剰〕 849万6400袋。〔在庫予測〕 ①68年

6月30日 849万6400袋，②68年9月の端境期 115万890袋。 〔台風被害〕 これ

までの被害は推定204万袋。また同委員会は RCAに予備措置として10万メー

トノレ・トンまで米を輸入する権限を与えるよう勧告している。

（注） 上記単位“袋”は精米56キロ入りのもの。籾米の場合は44キロ入りであ

る。

Vセンサス統計局は61年センサスと65年のマニラ地区の卸・小売業サンプル調

査結果を比較，マニラ地区では卸・小売業の所有権が外国人からフィリピン人事

業家に徐々に移転していると報告した。これによれば61～65年にフィリピン所有

者は9.4%増，登録卸・小売事業所数は5.7%増。 61年の事業所の9.6%(96%の

誤りか〉は個人業主，また 79.3%はフィリピン入所有， 65年は 94.8%が個人業

主，うち88.7%がフィリピン人所有。 65年の卸・小売事業所数は 2万4479，また

フィリピン人所有2万1709，中国人2651，米国人81，その他38。同様個人経営2

万3200, pertnership 57 4, corporation 699, cooperationその他6。外国人所有

の事業所はほとんど卸売業に従事している。

23日 Vこのほど PhilippineSugar Instituteは深耕可能な 120馬力無限軌道トラク

ター 6台の貸出し計画の実施に入った。

T R. Nolan砂糖割当局長はもし新製糖工場が1969年までに建設され，操業に

入らないならば，無駄を避けるためその建設を放棄した方がよい，フィリピンは

67年の3400万ドル相当の追加割当25万トンを，また65, 66年にはやはり3000万ド

ル相当の割当を返上せねばならなかったが，これは不十分な製糖設備その他の生

産設備のためである。 1970年までに1955年の米国砂糖法修正によりフィリピンに

与えられた追加害j当を 1ピクノレも返上してはならない，さもなくばわれわれは安

定した，適切な（その任にたえる〕米国の砂糖供給国としての信頼性を失い1971

年同法が改訂と検討のため米議会にもち出される時に，追加割当をわれわれが維

持できるという理由は何もなく，追加割当は他の砂糖供給固にまわされるであろ

う。

26日 Vマルコス大統領は業界の申請と DBPの勧告にもとづき，工業塩と塩化ポリ

ピニーノレ樹脂の関税率（従価税〉を100%から50%,20%かち 25%にそれぞれ修

正する大統領令2本を出した。 68年 1月19日から発効。
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27日 V国家土地改革会議（NLRC，議長 ConradoF. Estrella）は農地改革法に関す

る下記内容の7修正案を承認，同案は次期議会提出のため大統領に送付される。

①地主・小作両者に有利な条件で賃借契約への移行を促進するための変更，②個

人が耕作するとの条件で不動産不法占有者の追立てを延期，③個人農場購入に関

する土地銀行保証，④ACA貸付利子率の変更， ⑤ACA貸出の増加， ⑥法的援

助の強化，⑦農地関係裁判所関係手続の変更。

28日 V ココナツ局はこのほどコプラの集積および輸出業務能率化を目的とする保税

ターミナノレ（輸出港に〕と保税倉庫の建設（総額1800万ベソ〉調査を終了した。

, RCAは国際稲作研究所（IRRI）が開発したインドネシア種 Petaとマレーシ

ア種 TangkaiRotanとの交配品種IR-5の種籾90カパン（カバン当り 35ベソ〉を

配分すると発表。幹の高さ130-140センチ，育生期間130-14513，肥料を多投し

た場合倒伏しやすいが， IR-8にくらべ病気に強い特徴がある。

30日 , Enrique R. Angeles商業会議会議所理事・同商業委員会議長は， もし外国

の貿易企業の事業がフィリピン市民を通じてたとえばフィリピン人の独占代理店

や独占配給業者を通じ行なわれ，しかもそのわが国への進出が法に従つてなされ

るならば，われわれは日本を含む外国貿易会社の進出を歓迎するとの要旨の声明

を出した。
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1 9 6 7年のフィリピン年表

政 2」a‘，ロ

1. 14 Iマルコス大統領フク団に投降呼掛け

1. 23 I第6議会第2通常会期（5. 18) 

経

2. 7 Iマルコス，予算教書提出 I 2. 7 I RC A民間企業の米輪入承認

2. 7 I “ナショナリズム前進運動”発足〈書記長 JoseMa. I 2. 10 I一審裁，米企業の小売業併営認む

Sison) 

3. s I政府増税法案提出

5. 12 I上院国防委員会，中部ルソンにおけるフク団活動調査

報告提出

5. 21 I Lapian Malaya流血事件

6. 1 I第 1特別会期

7. 17 I第2特別会期

7. 23 Iベドロ・クルク，ライフ誌に抗議

8. 4 I 68年度一般会計予算案成立

8. 5 I内閣一部改造

9. 12 I地方分権法成立

9. 12 I最高裁，外国人所有地の回復権認む

9. 16 I投資奨励法，公共事業法成立

6. 23 I貿易外支払抑制措置

6. 27 I金融引締め措置

10. 25 I選挙治安維持のため国防軍の一部を警察軍に編入（年 110. 26 I金融引締め修正

初来自治体警察の警察軍指揮下編入増加〉

11. 14 I上院議員，知事，地方議会選挙一一与党ナショナリス

済

タ党大勝 I 11. 21 I第 1聞の地主所有地の土地銀行売渡し契約

11. 22 I地主所有地の公有代替地との交換承認

12. 4 I政府軍の対フク団キャンベーン本格化

12. 18 I第2団地主所有地買上契約

対 外 関 係

2. 14 I比ソ貿易会談

3. 28 I外務省，サングレイ・ポイント米海軍基地返還を要求

4. 26 I第2回東南アジア経済開発閣僚会議（マニラ〉～28

5. 2 I比民間貿易使節団訪ソ

5. 2s Iマリグ・マルコス会談（マニラ〉

5. 30 I 「人民日報」フク団に関し“野火は燃えつきるもので

はない”と題する論評発表

6. 1 ¥ Vicenzo Sagun (L）ら下院議員一行3人北京訪問

6. 5 I仏借款団，比に 4千万ドル借款供与決定

6. 5 I 「自由新聞」代表団（団長T・M・ロクタン編集長・

社長〉北京訪問

6. 6 Iナショナリズム前進運動 JoseMa. Sison書記長ら北

京訪問

7. 4 I比米綿織物協定

7. 16 Iマルコス，突然サイゴン訪問

7. 27 I下院外交使節団訪ソ

8. 8 I AS EAN設立に参加

9. 1 I比・マレーシア密輸阻止協力協定

9. 12 I第2回日比合同委員会

9. 29 I第4回フィリピン韓国貿易合同委員会会議終了

10. 18 I佐藤首相訪比（～21)

10. 20 Iカンボジア国境承認

10. 21 I日比共同戸明

11. 15 Iラモス外相，カンボジア訪問（～21)

11. 16 I比・マレーシア，労働・密輸会談

11. 21 I L-L協定改訂第 1回予備会談（～30)

12. 15 Iラザク・マレーシア副首相，マニラ訪問



アジアの動向国別シリーズ

アジア諸国の政治・経済・社会の動きを的確に把握

する基礎資料として刊行している月刊Iアジアの動向J

の1967年 1月から 12月までを，各国ごとにまとめて，

1967年の回顧，総目次，年表を付したく国別シリーズ〉

のご利用をおすすめします。

1965"f 1966年 1967年

1・i- 国 256頁 268頁 172頁

Iド 国 早I切 519 558 

イ ン ド 241 257 218 

インドシナ 263 267 480 

フィリピン 173 274 172 

タ イ 240 332 208 

シンガポーノレ 242 196 234 

インドネシア 296 251 208 

ビ ノレ ー亨 325 387 288 

パキスタン 品切 354 300 

シベリア開発 386 387 338 

く国別シリーズ〉 定価 800円は部数僅少のためア

ジア経済出版会〈東京都新宿区市ヶ谷本村町42TEL（代表）

353-4231〕に直接お申し込み下さい。

アジアの動向 〔フィリピン〕 1967 

昭和43年 3月15日印刷 。1968年

昭和43年 3月25日発行
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